
５ 参 考 資 料 
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（１）農業農村整備事業の実施手続

 県営土地改良事業は、申請者が施行申請に必要な調査を行い、地区計画書を作成の

上、事業計画の概要を策定し県に申請することとなる。

 しかし、調査・計画には高度の技術と多額の費用を要することから、地元から調査

委託の希望があった場合においては、施行申請に必要な調査・計画を「県営事業等調

査及び計画受託規則」により県が実施できることとしている。

 なお、県営事業の開始等の手続きについては、別に定める「宮城県農業農村整備事

業等実施要綱」によるものとする。

・ 土地改良事業等調査及び計画受託規則・・・・・・・・・ 146

・ 宮城県農業農村整備事業等実施要綱・・・・・・・・・・  167 

・ 宮城県農業農村整備事業等管理計画策定要領・・・・・・   170 

・ 宮城県農業農村整備事業等地区計画検討実施要領・・・・    171 

・ 農地等地域整備構想策定支援事業費補助金交付要綱・・・  183

・ 農地等地域整備構想策定支援事業実施要領・・・・・・・  194

145



1/21 

○土地改良事業等調査及び計画受託規則

昭和四十八年三月十六日

宮城県規則第五号

改正 昭和五六年九月一八日規則第六〇号

昭和六三年三月三〇日規則第一四号

平成元年三月二七日規則第二〇号

平成七年三月三一日規則第三八号

平成八年三月二九日規則第四二号

平成一二年三月三一日規則第四〇号

平成一四年三月二九日規則第六五号

平成一五年一月二四日規則第一号

平成一六年三月三一日規則第七三号

平成二〇年三月三一日規則第五六号

平成二四年七月三日規則第五五号

平成三〇年三月二〇日規則第一九号

令和四年三月三一日規則第二五号

〔土地改良事業調査受託規則〕をここに公布する。

土地改良事業等調査及び計画受託規則

（平一二規則四〇・平二〇規則五六・改称）

（趣旨）

第一条 この規則は、県営土地改良事業及びこれに準ずる県営事業（以下「県営土地改良事

業等」という。）の実施を希望する市町村、土地改良区等からの委託を受けて行う当該県

営土地改良事業等に係る調査及び計画（以下「調査事業」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。

（平七規則三八・平八規則四二・平一二規則四〇・一部改正）

（調査事業の範囲等）

第二条 この規則に基づき受託する調査事業は、国庫補助の対象となる県営土地改良事業等

のうち、次に掲げる事業（維持管理及び災害復旧に係る事業を除く。）のいずれかに係る

ものとする。

一 農地整備事業

二 水利施設整備事業
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三 農地防災事業

四 地域用水環境整備事業

五 中山間地域総合整備事業

六 その他知事が特に必要と認める事業

２ 調査事業は、土地改良法施行規則（昭和二十四年農林省令第七十五号）第六条及び第十

四条の二の規定並びに関係法令の規定により作成する地区計画書の作成に当たり必要な

調査及び計画の作成を行う。

３ 調査事業の期間は、原則として三年以内とする。

（平二〇規則五六・全改、平二四規則五五・一部改正）

（委託の申込み）

第三条 調査事業の委託をしようとするものは、調査事業の開始を希望する年度の前年度の

七月末日までに土地改良事業等調査及び計画委託申込書（様式第一号）を知事に提出しな

ければならない。

（平七規則三八・平八規則四二・平一四規則六五・平二〇規則五六・一部改正）

（受託の決定等）

第四条 知事は、前条の申込書を受理した場合は、別に定めるところによりその内容を審査

し、及び必要に応じて現地調査等を行い、受託の適否を決定するものとする。この場合に

おいて、知事は、速やかにその旨を様式第二号により通知するものとする。

２ 前項の審査においては、別に定める地区計画検討委員会の意見を聴くものとする。

（平八規則四二・平二〇規則五六・平二四規則五五・一部改正）

（契約の締結）

第五条 知事と前条の通知を受けたもの（以下「委託者」という。）は、調査事業のうち当

該年度に実施する事業（以下「年度事業」という。）の委託契約を土地改良事業等調査及

び計画委託年度契約書（様式第三号）により締結するものとする。

２ 委託者は、委託料として年度事業に要する経費の二分の一に相当する額（当該年度事業

が国庫補助の対象となる場合にあつては、年度事業に要する経費から国庫補助の額を控除

した額の二分の一に相当する額）を負担しなければならない。

３ 委託料は、知事の発行する納入通知書により一時に納入しなければならない。

（平一四規則六五・全改、平二〇規則五六・平二四規則五五・一部改正）

（調査事業の変更）

第六条 知事又は委託者は、調査事業の内容を変更しようとするときは、土地改良事業等調

147



3/21 

査及び計画委託変更協議書（様式第四号）により協議しなければならない。

（平一四規則六五・全改、平二〇規則五六・一部改正）

（調査事業の廃止）

第七条 知事又は委託者は、調査事業を廃止しようとするときは、土地改良事業等調査及び

計画委託廃止協議書（様式第五号）により協議しなければならない。

（平一四規則六五・追加、平二〇規則五六・一部改正）

（書類の経由）

第八条 この規則により知事に提出する書類は、正本及び副本各一部とし、調査事業の施行

地を所轄する地方振興事務所長（以下「所長」という。）を経由しなければならない。

２ 所長は、前項の書類の提出があつたときは、意見を付して知事に送付しなければならな

い。

（昭六三規則一四・平八規則四二・平一二規則四〇・一部改正、平一四規則六五・

旧第七条繰下・一部改正、平一六規則七三・平二〇規則五六・一部改正）

（年度事業の実施及び報告）

第九条 所長に、第五条第一項に規定する年度事業の委託契約を締結し、当該年度事業を実

施する権限を委任する。

２ 所長は、必要に応じ年度事業の一部を委託し、又はその委託の内容を変更することがで

きる。

３ 所長は、前項の規定による委託をしたとき又は委託の内容を変更したときは、様式第六

号により知事に報告しなければならない。

４ 所長は、年度事業が終了したときは、速やかに、様式第七号により年度事業の結果を知

事に報告しなければならない。

５ 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、様式第八号により報告の内

容を委託者に通知するものとする。

（平一二規則四〇・追加、平一四規則六五・旧第八条繰下・一部改正、平一五規則

一・平二〇規則五六・平二四規則五五・一部改正）

（調査事業の報告）

第十条 知事は、調査事業が終了したときは、速やかに、様式第八号により委託者に報告す

るものとする。

（平一四規則六五・追加、平二四規則五五・一部改正）

（雑則）
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第十一条 この規則に定めるもののほか、調査事業の実施に関し必要な事項は、知事と委託

者との間において協議の上定めるものとする。

（平八規則四二・一部改正、平一二規則四〇・旧第八条繰下、平一四規則六五・旧

第九条繰下）

附 則

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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様式第1号(第3条関係) 

土地改良事業等調査及び計画委託申込書 

第 号  

年 月 日  

宮城県知事 殿 

住所

氏名

県営土地改良事業 地区調査事業を委託したいので、土地改良事業等調査及び計画

受託規則第3条の規定により下記の関係書類を添えて申し込みます。 

記 

1 事業計画書(別紙1) 

2 調査事業同意状況調書(別紙2) 

3 市町村長の意見書(別紙3) 

4 その他知事が必要と認める書類 

(注) 1 調査事業同意状況調書は、所有権等個人の財産権に変更が生ずる場合に添付する

こと。 

2 市町村の意見書は調査事業を委託しようとするものが市町村長以外のものであ

る場合に添付すること。 
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別紙1 

土 地 改 良 事 業 計 画 書 

地 区 名 市町村名 調査計画項目 調 査 期 間 調 査 量 調 査 費 

所 在 地 水 系 名 

調

査

計

画

内

容

計 

千円 

事業目的 

受
益
面
積

水 田 畑 樹園地 山林原野 計 

ha ha ha ha ha 

事
業
費

県 営 団体営・その他 計 反当事業費 

千円 千円 千円 千円 

現

況

計

画

主
要
工
事

関
連
事
業

備

考

(注)1 調査費の予算議決の写し又は確約書を添付すること。 

2 調査位置図(1／5,000又は1／25,000、A4横版)を添付すること。 
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別紙2 

調 査 事 業 同 意 状 況 調 書 

年 月 日現在 

市町村名 大字名 集落名 有資格者数 同意者数 未同意者数 同意率 備 考 

(注) 副本には同意書原簿の写し1部を添付し、地方振興事務所で保管するものとする。 
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別紙3 

市 町 村 長 の 意 見 書 

市町村長名

1 事業の必要性 
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様式第2号(第4条関係) 

第 号 

年  月  日 

  申込者 殿 

宮城県知事 

土地改良事業等調査及び計画の受託について(通知) 

年  月   日付け〔第  号〕で申込みのあつたこのことについて、下記のとお

り受託する(しない)ので、土地改良事業等調査及び計画受託規則第4条の規定により通知し

ます。 

記 

1 事業名 

2 地区名 

3 受益面積 

4 その他 

(注) 受託しないときは、4 その他に理由を記載する。 
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様式第3号(第5条関係) 

土地改良事業等調査及び計画委託年度契約書 

(以下「甲」という。)と宮城県 所長(以

下「乙」という。)は、土地改良事業等調査及び計画受託規則第5条の規定に基づき、 

  年度      事業の   地区の年度事業について、次のとおり契約を締

結する。 

(年度事業の内容) 

第1条 乙の実施する 年度の年度事業は、別添事業計画書のとおりとする。 

(年度事業の期間) 

第2条 この契約の有効期間は、契約成立の日から 年  月  日までとする。 

(年度事業費及び支払い方法) 

第3条 年度事業費は、総額  円とし、甲及び乙はそれぞれ2分の1(年度

事業に要する経費から国庫補助の額を控除した額の2分の1)ずつ負担することとする。 

2 甲は、前項の負担額について、乙の発行する納入通知書により 年 月 日までに納

入するものとする。 

(契約の変更) 

第4条 この契約の内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議して定める。 

(その他) 

第5条 この契約書に定められた事項についての疑義又は契約書に定めのない事項が生じ

たときは、甲乙協議して定める。 

この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所持する。 

年 月 日 

甲 印

乙 宮城県 所長  印

(注) 1 変更があった場合には、変更箇所のみ記載し、変更契約書を作成すること。 

2  変更契約を締結する場合には、別紙年度全体事業計画書の変更箇所を朱書で下段

に明記すること。
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別紙 

年度全体事業計画書 

市 町 村 名 調 査 事 業 名 事業 

地 区 名 委 託 申 込 月 日 年  月  日 

調 査 期 間 年度 ～  年度 委 託 申 込 者 

全 体 調 査 費 千円(予定) 関 係 土 地 改 良 区 

年

度

割

計

画

全 体 年度 年度 年度 
記 事

項 目 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 

事務費 ％ 

計 計 計 計 
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様式第4号(第6条関係) 

土地改良事業等調査及び計画委託変更協議書 

第 号  

年 月 日  

 宮城県知事 殿 

(委 託 者) 

委 託 者

(宮城県知事) 

年 月 日付け  第  号で受託の通知があった(をした)県営土地改良事業 

 地区調査事業について、その内容を下記のとおり変更したいので、土地改良事業等調査

及び計画受託規則第6条の規定により協議します。 

記 

1 変更事項 

2 変更理由 

3 変更内容 

(注)変更内容は、事業計画書(様式第1号の別紙1)に変更事項を赤黒対照で示すこと。 
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様式第5号(第7条関係) 

土地改良事業等調査及び計画委託廃止協議書 

第 号  

年 月 日  

 宮城県知事 殿 

(委 託 者) 

委 託 者

(宮城県知事) 

年 月 日付け  第  号で受託の通知があった(をした)県営土地改良事業 

 地区調査事業について、下記のとおり廃止したいので、土地改良事業等調査及び計画受

託規則第7条の規定により協議します。 

記 

1 廃止理由 
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様式第6号(第9条関係) 

第 号 

年  月  日 

宮城県知事 殿 

所長

年度土地改良事業等調査委託(委託変更)について(報告) 

このことについては、下記のとおりです。 

記 

1 地区名 地区 

2 年度事業費 千円 

3 委託者名 

4 委託期間 自 年  月  日 

至 年  月  日 

5 添付書類 

(1) 委託契約書(写)

(2) 変更理由書(委託変更の場合)

(注) 委託変更の場合は、年度事業費及び委託期間について、上段に( )書きで変更前

の金額(期間)を記載すること。 
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様式第7号(第9条関係) 

第 号

年 月 日 

宮城県知事 殿 

所 長  

年度土地改良事業等調査及び計画について(報告) 

このことについては、下記のとおりです。 

記 

 1 地 区 名  地区 

 2 施 行 地 名 

3 年度事業費 千円 

 4 施 行 方 法 

 5 期 間 自 年 月 日 

至 年 月 日 

 6 結 果 別紙のとおり 

 7 記 事 

(注)1 経過表(別紙1)及び位置図を添付すること。 

2 調査事業の最終年度に係る報告については、個別表(別紙2)を添付すること。 
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別紙1 

経 過 表

調 査 受 託 1 委 託 申 込 年 月 日 年 月 日 5 地 区 計 画

検 討 委 員 会

審 査 状 況 

幹 事 会 検討委員会 

2 委 託 申 込 者 現地調査 年 月 日 年 月 日 

3 調 査 事 業 同 意 第 1 回 年 月 日 年 月 日 

4 受 託 年 月 日 年 月 日 第 2 回 年 月 日 年 月 日 

6 地 形 図 作 成 作成年度 事 業 名 数量 金 額 

調 査 計 画 1 期 間 年度～ 年度 

2 全体調査計画費 千円 7 そ の 他 

3 調査計画年度割 全 体 年度 年度 年度 

項 目 金額 数 量 金額 数 量 金額 数 量 金額 

計 計 計 計 

4 委 託 状 況 委 託 名

業 者 名

契 約 年 月 日 

期 間

契 約 金 額
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別紙2 

個 別 表

事 業 名 事業 

関 係 簿 冊 

事業計画書 

事業計画概要書 

事業計画参考資料 

事業計画書添付図面 

地 区 名 

受託年月日 年 月 日 

事 業 費 百万円 

関 連 事 業 

事業名 地名 面積 
事業費 

(進捗率％) 
工期 

主 要 工 事 

工 種 数 量 工 種 数 量 

効 果

総費用総便益比 
千円

千円
＝ 

留 意 事 項 

そ の 他 

効
果
の
内
訳

効果 千円 
効果 千円 
効果 千円 
効果 千円 

その他の効果 千円 

関 係 団 体 
市 町 村 名 

改 良 区 名 
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様式第 8 号(第 9 条、第 10 条関係) 

第 号

年 月 日 

殿 

宮城県知事

土地改良事業等調査及び計画の終了について(報告) 

年   月   日付け〔 第 号〕で申込みのありましたこのことについて

は、土地改良事業等調査及び計画受託規則第 9 条第 4 項(第 10 条)の規定により年度事

業(調査事業受託)の結果(終了)を報告します。 

記 

 1 地 区 名  地区 

 2 施 行 地 名 

3 調査事業費 千円 

 4 施 行 方 法 

 5 期 間 自 年 月 日 

至 年 月 日 

 6 結 果 別紙のとおり 

 7 記 事 

(注)1 年度事業の報告については、調査事業費の欄に年度事業費を記入し、別紙資料

として経過表(様式第 6 号の別紙 1)及び位置図を添付すること。 

2 調査事業の報告については、注 1 の資料に個別表(様式第 6 号の別紙 2)を添付す

ること。
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附 則（昭和五六年規則第六〇号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和六三年規則第一四号）

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則（平成元年規則第二〇号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第一条から第百十三条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則及び

各県令（以下「規則等」という。）の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないも

のについては、当分の間、改正後の規則等の規定によるものとみなす。

附 則（平成七年規則第三八号）

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則（平成八年規則第四二号）

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附 則（平成一二年規則第四〇号）

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則（平成一四年規則第六五号）

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則（平成一五年規則第一号）

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則（平成一六年規則第七三号）

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則（平成二〇年規則第五六号）

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則（平成二四年規則第五五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成三〇年規則第一九号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和四年規則第二五号）

（施行期日）
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１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等は、

それぞれ改正後の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等とみなす。

３ 改正前の各規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当

分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。
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21/21 

様式第１号（第３条関係）

（平14規則65・全改、平15規則１・平16規則73・一部改正、平20規則56・旧様式

第２号繰上・一部改正、令４規則25・一部改正） 

様式第２号（第４条関係）

（平20規則56・追加） 

様式第３号（第５条関係）

（平14規則65・追加、平15規則１・平20規則56・平24規則55・平30規則19・一

部改正）

様式第４号（第６条関係）

（平14規則65・追加、平15規則１・平20規則56・令４規則25・一部改正） 

様式第５号（第７条関係）

（平14規則65・追加、平15規則１・平20規則56・令４規則25・一部改正） 

様式第６号（第９条関係）

（平24規則55・追加）

様式第７号（第９条関係）

（平12規則40・追加、平14規則65・旧様式第３号繰下・一部改正、平20規則56・

一部改正、平24規則55・旧様式第６号繰下） 

様式第８号（第９条、第10条関係） 

（平12規則40・追加、平14規則65・旧様式第４号繰下・一部改正、平20規則56・

一部改正、平24規則55・旧様式第７号繰下） 
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宮城県農業農村整備事業等実施要綱 

  制定 平成２０年４月１日農村第３号 
最終改正 令和３年６月２４日農村第１３８号 

 （趣旨） 
第１ この要綱は、県が実施、受託、補助、助成等を行う農業農村整備事業等について、

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号。以下「法」という。）、県営土地改良事業条例
（昭和 25 年宮城県条例第 67 号）、国営土地改良事業負担金等徴収条例（昭和 34 年宮
城県条例第 36 号）及び土地改良事業等調査及び計画受託規則（昭和 48 年宮城県規則 5
号。以下「受託規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。 

 （事業の定義） 
第２ 農業農村整備事業等とは、農業生産基盤の整備、農村の生活環境整備及び農村の保

全管理を目的として、法及びその他の法令並びに国の定める要綱等に基づき実施する
事業のことをいう。 

２ 農業農村整備事業等は、施行主体により次のとおり区分する。 
(1) 県営事業 県が施行主体となり実施する農業農村整備事業等をいう。
(2) 団体営事業 市町村及び土地改良区等が施行主体となり実施する農業農村整備事業

等をいう。
(3) 国営事業 国が施行主体となり実施する農業農村整備事業等をいう。

（環境との調和への配慮） 
第３ 農業農村整備事業等の施行に当たっては、環境との調和に配慮した農業農村整備事

業等基本要綱（平成 14 年 2 月 14 日付け 13 農振第 2512 号）等に基づく措置を講ずるも
のとする。 

 （県営事業の事業管理計画） 
第４ 県は、計画的な県営事業の推進を図るため、事業管理計画を毎年度策定することと

し、その計画期間は、作成年度を初年度とした１０年間とする。 
２  事業管理計画は、県の予算確保の見通し等を総合的に勘案して策定するものとする。 
３ 事業管理計画には、当該計画を作成しようとする年度において事業実施中の地区及び

当該計画の計画期間内に事業着手を予定する地区について策定するものとする。 
４ 事業管理計画は、前項の地区につき、事業種別、地区名、事業実施時期、事業量、概

算事業費等を明らかにするものとする。 
５ 県は、事業管理計画の策定に当たり市町村、土地改良区等関係機関の意見を聴くもの

とする。  
６ 事業管理計画は、宮城県農業農村整備事業等管理計画策定要領に基づき策定するもの

とする。 

 （県営事業の地域整備構想の策定） 
第５ 事業管理計画に位置づけられた県営事業について、法第８５条第１項、法第８５条

の２第１項、法第８５条の３第１項若しくは第６項又は法第８５条の４第１項の規定
による申請を行おうとする者（以下「事業申請者」という。）は、地域整備構想を策
定するものとする。  

２ 地域整備構想は、関係者の合意のもとで、地域の現状と課題を整理し、県営事業の実
施によって目指す農村地域の将来構想等を明らかにするものとする。 

 （県営事業の計画概要の策定） 
第６ 事業申請者は、地域整備構想に基づき、県営事業として実施しようとする農業農村

整備事業の計画の概要（以下「計画概要」という。）を策定するものとする。 
２ 計画概要は、土地改良法施行規則（昭和 24 年農林省令第 75 号）第６条の規定により

作成するものとする。 

 （県営事業の土地改良法に基づく施行申請） 
第７ 事業申請者が、県営事業の施行を申請する場合には、第６の計画概要を添付しなけ
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ればならない。 
２  県が、前項の申請をうけ、法第８６条第１項の規定により適否の決定を行う際の手続

きについては、県営土地改良事業計画決定要領（以下「計画決定要領」という。）に
基づくものとする。 

３ 前項の規定において、県は、社会経済の情勢から当該事業の実施が困難と認められた
場合、適否の決定を留保することができるものとする。

 （県営事業の事業計画書策定の受託） 
第８ 県は、第５の地域整備構想が策定された後に、受託規則に基づき、事業申請者から

の申請により、事業計画書の策定を受託することができる。 
２ 県は、法に基づかない農業農村整備事業等（以下「予算補助事業」という。）につい

て、市町村等からの申請により、各事業実施要綱及び要領等に基づく事業計画書の策
定を受託することができる。 

３ 県は、前２項の申請があったときには、新規調査受託審査方針等に基づき内容を審査
し、受託の可否を決定するものとする。 

４ 県は、受託して事業計画書を策定するときは、委託者その他の関係者と十分な連携を
図るものとする。 

 （県営事業の事業計画書の検討） 
第９ 事業申請者又は予算補助事業の申請者（以下「事業申請者等」という。）は、県営

事業の着手を希望する前年度の５月末日までに、地方振興事務所長に事業計画書を提
出するものとする。ただし、県が事業計画書を策定している場合は、この限りでない
。 

２ 地方振興事務所長は、前項により提出された事業計画書について、内容を調査の上、
必要があると認めたときに、事業申請者等に指導・助言するものとする。 

３ 県は、事業計画書が提出された場合又は県が策定した事業計画書について、国庫補助
事業としての採択等の手続きを円滑に進めるために必要と認めるときは、あらかじめ
国との調整を行うものとする。 

 （県営事業の国庫補助事業採択申請等） 
第１０ 県は、県営事業の実施について法第８６条第１項により適当と決定した後、当該

事業について、国庫補助事業としての採択申請等の手続きを行うものとする。ただし
、予算補助事業にあっては、宮城県農業農村整備事業等地区計画検討実施要領（以下
「計画検討実施要領」という。）に基づき、内容を審査した後とする。 

２ 県は、国庫補助事業として円滑に事業を実施する上で止むを得ない理由がある場合に
は、前項の規定にかかわらず、法第８６条第１項の決定前に国庫補助事業の採択申請
等の手続きに着手することができるものとする。 

３ 県は、前項の場合において、法第８６条第１項の規定により適当ではないと決定され
たときは、直ちに国庫補助事業として実施するための手続きを中止するものとする。 

 （県営事業の開始） 
第１１ 県は、第７により県営事業の施行が適当であると決定したときは、法第８７条第

１項の規定により、県営事業の計画を策定するものとする。 
２ 県営事業の計画を策定する際の手続きについては、計画決定要領に基づくものとす

る。 
３ 県営事業の計画による工事に着手するときは、次の要件を満たさなければならない。 
(1) 法第８７条第６項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあった場合において

そのすべてについて同条第７項の規定により決定があり、事業計画が確定している
こと。

(2) 当該事業に要する経費について、県の予算が確保される見通しがあること。
(3) 国により、国庫補助事業としての採択等が決定していること。

４ 予算補助事業に着手するときは、前項（２）及び（３）の規定を準用する。 

 （県営事業の計画の変更） 
第１２ 県営事業の計画を変更するときは、法第８８条の規定により県が変更後の事業の

計画（以下「変更計画」という。）を策定するものとする。 
２ 変更計画を策定する際の手続きについては、計画決定要領に基づくものとする。 
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３ 当該変更計画に係る工事等への着手は、法第８８条の規定により、変更後の事業計画
が確定した後に行うものとする。 

（団体営事業の事業管理計画） 
第１３ 団体営事業の事業管理計画策定については、第４の規定を準用する。 

（団体営事業の計画の策定と申請） 
第１４ 団体営事業の計画の策定及び申請手続きについては第５から第７の規定を準用する。

（国営事業の事業管理計画） 
第１５ 国営事業の事業管理計画策定については、第４の規定を準用する。 

（国営事業の農林水産大臣との協議） 
第１６ 県は、国営事業について、農林水産大臣から法第８６条第２項又は法第８８第４

項の協議があった場合には、事業管理計画への位置づけの有無を確認しなければなら
ない。 

２ 前項の確認の結果、事業管理計画への位置づけがない場合には、事業管理計画の変更
を行うものとする。そのときは、当該国営事業の必要性、緊急性、効果性、効率性等
を十分に検討した上で、他の事業との調整を図るものとする。 

３ 前項の変更後の事業管理計画は、県の予算確保の見通し等を総合的に勘案して策定し
なければならない。 

４ 第２項の検討及び調整の結果、当該国営事業を事業管理計画に位置づけるべきではな
いとの結論を得た場合には、法第８６条第２項又は法第８８条第４項の協議に対して
は、その旨を回答するものとする。 

 （地区計画検討委員会） 
第１７ 県は、次に掲げる事項について意見を聴くため、計画検討実施要領に基づき地区

計画検討委員会を設置するものとする。 
(1) 第３に規定する環境との調和への配慮
(2) 第４に規定する事業管理計画の決定
(3) 第８第３項に規定する受託の可否の決定
(4) 第９第２項に規定する事業計画書への指導・助言
(5) 第１０第２項の国庫補助事業採択等手続きの着手
(6) 第１２第１項の事業計画の変更
(7) 第１３から第１５の規定により準用される（２）及び（４）の事項
(8) 水利施設等保全高度化事業実施要綱、農山漁村地域整備交付金実施要綱及び農業水

路等長寿命化・防災減災事業実施要綱等に基づく機能保全計画策定の着手
（9） 県有施設に係る調査計画の着手

 （公共事業評価） 
第１８ 県は、県営事業（第１７第１項（８）の事業を除く。）について、「行政活動の

評価に関する条例」及び「行政活動の評価に関する条例施行規則」に基づき、公共事
業評価を実施しなければならない。

附 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年６月２４日から施行する。 
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宮城県農業農村整備事業等管理計画策定要領

制 定 平成２０年４月１日農村第３号
最終改正 平成３１年４月１日農村第１７号

（趣旨）

第１ 本要領は、宮城県農業農村整備事業等実施要綱（以下「実施要綱」という。）に定める

事業管理計画（以下「管理計画」という。）の策定に関して必要な事項を定めるものとする。

なお、本要領に基づき策定する事業管理計画は、「農業農村整備事業管理計画について（平

成3年6月24日付け3構改D第400号構造改善局長名通知）」との整合を図るものとする。

（管理計画の区分）

第２ 実施要綱第４第３項に規定する対象地区を、事業要望管理、事業計画管理、事業進捗管

理に区分する。

２ 事業要望管理の対象は、地域整備構想の策定中にあって、事業採択等を予定する年度の１

０年度前から５年度前までの地区とする。

３ 事業計画管理の対象は、地域整備構想が策定され、事業採択等を予定する年度の４年度前

から前年度までで、農業農村整備事業等の実施を県が妥当と判断した地区とする。

４ 事業進捗管理の対象は、地域構想実現のために、事業実施の初年度から完了年度までの地

区とする。

（管理計画の策定）

第３ 管理計画は、地域構想の実現に向けて関連施策と十分な調整を行い、農業農村整備事業

等の必要性、有効性及び緊急性を勘案し策定するものとする。なお、事業管理計画の区分に

応じて、主に次に掲げる施策等との調整を図るものとする。

(1) 事業管理計画全般

イ) みやぎ農業農村整備基本計画

ロ) 市町村農業振興地域整備計画

ハ) その他関連する施策や事業

(2) 事業要望管理
イ) 市町村及び改良区等要望
ロ) 県管内の整備状況

(3) 事業計画管理

イ) 農業水利施設のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに係る事業については、機能保全計画

ロ) 経営体育成に係る事業については、営農に係る将来構想

ハ) 農地等の防災に係る事業については、各種防災計画

(4) 事業進捗管理

イ) 事業地区計画

ロ) 設定工期における年次施工計画

２ 前項のほか、年度毎に別に定める事業管理計画策定方針に基づき計画するものとする。

（管理計画の決定）

第４ 地方振興事務所長は、策定した管理計画を毎年度６月末日までに農村振興課に提出する

ものとする。各事務所からの提出された管理計画は、県の予算の見通しを踏まえ、地区計

画検討委員会の意見を聴いて、農政部長が決定する。決定の時期は、毎年度８月末日を目

標とする。

附 則
１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。
２ 宮城県農業農村整備事業管理計画策定細則（平成１２年４月１日施行）は、廃止する。
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宮城県農業農村整備事業等地区計画検討実施要領 

 制  定 平成１３年 ２月 １日  農計第８８７号 

  最終改正 令和 ４年 ４月 １日 農村第９６号 

 （趣旨） 
第１ 本要領は、宮城県農業農村整備事業等実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基

づき、県が事業施行の主体又は支援の主体として、その計画の妥当性を判断し、また計画

策定過程の透明性及び客観性を確保して、社会経済情勢に対応した事業執行を行うための

検討に必要な事項を定める。 

 （検討対象） 

第２ 本要領で対象とする事業は、実施要綱第２に定める事業とする。

２ 前項のうち、維持管理及び災害復旧に係る事業は除く。
３ 団体営事業は、県費負担を伴うハード整備事業を対象とする。

４ 非公共事業のうち、ソフトとハードが一体で採択される「農地耕作条件改善事業」及

び「農業水路等長寿命化・防災減災事業」のうち、県費負担を伴うものは対象とし、採択

前に検討するものとする。 

 （検討の時期と内容） 
第３ 事業計画の検討は、下記のときに実施する。

(1) 事業管理計画を策定するとき（実施要綱第１７第１項（２）、（７））

(2) 調査計画を受託するとき（実施要綱第１７第１項（３））

(3) 県有施設に係る調査計画を実施するとき（実施要綱１７第１項（９））
(4) 別表１第１項に掲げる新規事業地区計画を策定するとき（実施要綱第１７第１項

（１）、（４）、（５）、（８））
(5) 別表１第２項に掲げる変更事業地区計画を策定するとき（実施要綱第１７第１項

（１）、（６））
(6) 上記のほか、農政部長が必要と認めるとき

２ 前項のとき検討する項目内容は別紙－１及び別紙－２に定める。 

 （地区計画検討委員会の設置） 
第４ 第３の検討を行うため、地区計画検討委員会(以下｢委員会｣という。)を設置する。

２ 委員会の効率的な運営を行うため、委員会に幹事会を設置する。

３ 委員会の運営に関する事務は、農村振興課が行うものとする。

４ 効率的・効果的な検討を図るため地方振興事務所に地方検討委員会を設置する。 

５ 地方検討委員会の構成及び運営については所長が別に定める。 

 （委員会の構成） 
第５ 委員会の構成は、別表２のとおりとする。

２ 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

３ 委員会は、団体営事業の計画に関する検討を幹事会に委託する。

４ 委員会は、実施要綱第１７第１項（８）に関する検討を幹事会に委託する。

５ 委員会は、実施要綱第１７第１項（９）に関する検討を幹事会に委託する。

６ 委員長は、必要に応じて検討に係る関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

７ 委員長に事故がある時、又は委員長が欠けた時は、副委員長がその職務を代理する。

 （幹事会の役割） 
第６ 幹事会は、委員会が行う第３の検討の事前検討の実施及び委員長が指示する検討を
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行う。 
２ 幹事会は、第５第３項の規定により団体営事業の計画に関する検討を行う。

３ 幹事会は、第５第４項の規定により実施要綱第１７第１項（８）に関する検討を行

 う。 
４ 幹事会は、第５第５項の規定により実施要綱第１７第１項（９）に関する検討を行

う。 

 （幹事会の構成） 
第７ 幹事会の構成は、別表３のとおりとする。

２ 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。

３ 幹事長は、必要に応じて検討に係る関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な書類の提出や現地調査を求めることができる。

４ 幹事長に事故がある時、又は幹事長が欠けた時は、副幹事長がその職務を代理する。

 （新規事業地区計画等策定時の事務手続き） 
第８ 地方振興事務所長は、新規事業地区の採択等を希望する年度の２年度前の１１月末

日までに様式第１号により、その次年度の地区計画検討の依頼予定について提出するも

のとする。 

２ 地方振興事務所長は、実施要綱第１７第１項（８）及び（９）を予定する年度の前年
度の７月末日までに様式１号により、その年度の地区計画検討の依頼予定について提出

するものとする。 

３ 事業申請予定者等は、実施要綱第９第１項の規定により、新規事業地区の採択等を希
望する年度の前年度の５月末日までに、事業計画書（実施要綱第１７第１項（８）を除
く。）及び地区計画検討依頼（様式第２号）を提出するものとする。ただし、県が事業

計画書を策定している場合は除く。 

４ 地方振興事務所長は、前項の提出のあった場合又は事業計画書を策定した場合は、実
施要綱第９第２項の規定による指導・助言ののち、様式第３号により地区計画検討書を

別に指示する期限までに提出するものとする。 

５ 地方振興事務所長は、第１項の規定により提出した内容について、止むを得ない事情
により計画検討を延期または中止する地区が生じた場合には、地区計画検討年度の６月

末日までに様式第７号により、変更内容を提出するものとする。

 （変更事業地区計画策定時の事務手続き） 
第９ 地方振興事務所長は、実施要綱第１２第２項の規定により、変更事業計画の決定を

予定する前年度の１１月末日までに、変更地区計画検討依頼(様式第４号)を提出するも

のとする。 

２ 地方振興事務所長は、変更地区計画検討書を様式第５号により、別に指示する期限ま

でに提出するものとする。 
３ 地方振興事務所長は、第１項の規定により提出した内容について、止むを得ない事情
により計画検討を延期または中止する地区が生じた場合には、地区計画検討年度の６月

末日までに様式第７号により、変更内容を提出するものとする。

 （検討結果の通知） 
第１０ 委員長は、委員会における意見を速やかに農政部長に報告する。

２ 農政部長は、前項において報告された結果を、地方振興事務所長を経由し、検討を依

頼した者に速やかに通知(様式第６号)する。 

 （その他） 
第１１ この要領に定めるもののほか、農業農村整備事業地区計画検討に関して必要な事

項は、農政部長が別に定める。

172



検討項目 地区状況 判定

１　必要性 ① 地域整備構想は明確か。

②
地域農業の発展阻害要因が明確であ
り，事業実施の必要性が明確か。

③ 県の地域振興方向と合致するか。

２　有効性 ①
農地集積率の目標設定が明確か(80％以
上)。また，農地中間管理機構との連携
が見込まれるか。

②
中心となる経営体は育成・確保されて
いるか。

③
生産コスト低減や省力化技術の導入の
計画となっているか。

④
高収益作物の具体的な導入計画がある
か。

⑤ 多面的機能維持の活動があるか。

３　緊急性 ① 関連施策や関連事業等があるか。

②
いま事業実施しない場合の影響はある
か。

４　熟度 ① 受益者の調査同意状況。

②
地域整備構想の達成に向けた体制整備
に計画的に取り組まれているか。

③
用排水系統や土地調査等の事前調査が
実施されているか。

５　検討結果

（意見）

内容

事業の実施を希望する地区として調査計画の
受託が妥当か。

別紙－１(第３関係・調査計画を受託するとき) 

（１）農地整備事業の場合
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（２）水利施設整備事業及び農地防災事業（湛水防除事業のうち機能保全対策）の場合

検討項目 地区状況 判定

１　必要性 ① 地域整備構想は明確か。

②
地域農業の発展阻害要因が明確であ
り，事業実施の必要性が明確か。

③ 県の地域振興方向と合致するか。

２　有効性 ①
老朽化に伴う維持管理費は増加してい
るか。

②
ストマネ実施方針へ記載されている
か。

②
受益地内の農地が，地域の担い手に集
積されているか。

③ 機能保全計画が策定されているか。

４　緊急性 ① 関連施策や関連事業等があるか。

②
過去10年間で応急対策を実施したこと
があるか。

③
農業用基幹施設であり機能停止（能力
低下）による被害発生が想定される又
は既に被害があるか。

④ 対象施設の老朽化は進行しているか。

５　熟度 ①
関係土地改良区の総代会等の議決が得
られているか。

①
関係市町村における計画内容の合意や
予算の確約が得られているか。

②
道路，用排水系統及び受益範囲が整理
されえているか。

③ 予定管理者の合意を得ているか？

７　検討結果

（意見）

（水利施設整備事業の場合）

（湛水防除事業の場合）

水利施設整備事業（基幹水利施設整備型）※整備・更新事業を対象）

事業の実施を希望する地区として調査計画の
受託が妥当か。

内容

（水利施設整備事業(機能保全対策事業)）

水利施設整備事業（基幹水利施設整備型）※整備・更新事業を対象）

（水利施設整備事業(機能保全対策事業)）

174



検討項目 地区状況 判定

１　必要性 ① 地域整備構想は明確か。

② 施設整備の必要性が明確か。

③ 県の地域振興方向と合致するか。

２　有効性

①
受益地内農地への湛水被害状況が整理さ
れているか。

②
被害想定区域内に民家・農業用施設，公
共施設は位置しているか。

①
防災重点農業用ため池として位置づけら
れているか。または，各種点検調査によ
り対策が求められているか。

②
被害想定区域内に民家・農業用施設，公
共施設は位置しているか。

①
被害想定区域内に民家・農業用施設，公
共施設は位置しているか。

３　緊急性

①
過去に応急排水対策を実施したことがあ
るか。

① 重要度区分で緊急性があるか。

② 関連施策や関連事業等があるか。

① 河川管理者から改善命令があるか。

②
過去に堤防決壊防止等の応急対策を実施
したことがあるか。

③ 関連施策や関連事業等があるか。

４　熟度 ①
用排水系統や受益範囲が整理されてお
り，事業推進のための事前調査が実施さ
れているか。

②
関係市町村における計画内容の合意や予
算の確約が得られているか。

②

防災重点農業用ため池の場合，工事期間
中の代替用水等の合意が得られている
か。その他農業用ため池の場合，受益者
からの調査同意が得られているか。

５　検討結果

（意見）

（湛水防除事業の場合）

（湛水防除事業の場合）

（ため池整備事業の場合）

内容

事業の実施を希望する地区として調査計画の
受託が妥当か。

（湛水防除事業の場合）

（ため池整備事業の場合）

（農業用河川工作物等応急対策事業の場合）

（農業用河川工作物等応急対策事業の場合）

（ため池整備事業の場合）

（３）農地防災事業調査の場合

（注）表中「内容」については、検討対象事業の特性に応じて，幹事会が変更することがあ

る。 
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別紙－２(第３関係・新規及び変更事業地区計画を策定するとき) 

（注）上表は宮城県農業農村整備事業等地区計画検討実施要領の一部暫定改定について（
令和２年２月１４日付け農村号外）により暫定改定されたもので、農地整備事業の例

である。 
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別表１（第３（３）、（４）関係）
 １ 土地改良法(以下「法」という。)第５条、第４８条、第８５条第１項、第８５条

の２第１項、第８５条の３第１項若しくは第６項、第８５条の４第１項、第８７条
の３及び第９６条の２の事業計画を定める場合又は予算補助事業等で各事業の要綱�、
要領に基づく事業計画を定める場合 

 ２ 法第８８又は第９６条の３の土地改良事業の施行に係る地域、その他土地改良事

業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更を行う場合又は予算補助事業等（

実施要綱第１７第１項(８)を除く。）の変更を行う場合 

 ただし、その変更の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とするが、各事業

の要綱、要領に定めがある場合はその定めによる。 

(１) 土地改良事業の施行に係る地域の変更（ア又はイのいずれかの場合）

ア 新たに地域の一部となる土地の地積及び変更後の事業費のうちその土地
に係るものが、それぞれ変更前の土地の地積及び事業費の１０％を超える

場合

イ 地域の一部から除外する土地の地積及び変更後の事業費のうちその土地
に係るものが、それぞれ変更前の土地の地積及び事業費の１０％を超える

場合
(ア、イともに法第８８条第６項で準用する法第４８条第４項に規定する

地域の変更において土地改良法施行規則第３８条の６の２で定める軽微な

変更を除くもの。）

ウ その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な変更

「土地改良法施行規則第３８条の２の農林水産大臣が定める主要工事計画

等（平成１８年９月２５日農林水産省告示第１２７２号。以下「告示」とい
う）」に定める主要事業計画等の変更であって、以下に該当するもの

ア�主要工事計画を変更する場合であり、次のとおりとする。

（ⅰ）貯水池等の追加又は廃止

（ⅱ）貯水池等の位置の大幅な変更
（ⅲ）農業用用排水施設の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、

１００ｈａ以上の受益面積の変更
（ⅳ）農業用用水路又は農業用排水路の総延長の２０％以上の変更

（ⅴ）農業用道路の総延長の２０％以上の変更
（ⅵ）農業用道路の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、１０

％以上の変更
（ⅶ）農用地の改良又は保全のため必要な工事にあっては、受益面積の１

００ｈａ以上又は当該事業の受益面積全体のおおむね２０％以上の工

種の追加又は廃止 
上記における「区画整理工事」の場合は、次のとおりとする。

（ⅰ）道路工の総延長の２０％以上の変更 

（ⅱ）用水路工の総延長の２０％以上の変更 

（ⅲ）排水路工の総延長の２０％以上の変更 

       （ⅳ）暗渠排水工及び客土工は、受益面積全体のおおむね２０％以上又は

１００ｈａ以上の工種の追加又は廃止（区画整理区域内面積の増減は

除く） 
イ 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水

及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置を変更

する場合

ウ 上記ア、イにかかる事業費の変更で告示第二号及び第四号に規定されて
いるものについて変更する場合
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別表２（第５関係） 
 委員会の構成 
 委員長   農政部副部長 
 副委員長 農政部副部長（技術担当） 
 委員 農政総務課長 農業政策室長 農業振興課長 みやぎ米推進課長 

 園芸推進課長 農山漁村なりわい課長  農村振興課長 農村整備課長 
農村防災対策室長 

別表３（第７関係） 
 幹事会の構成 
 幹事長 農村振興課（事業管理計画担当） 
 副幹事長  農村整備課（総括担当） 
 幹事 農村振興課（総括担当） 

 農山漁村なりわい課（総括担当） 
 農村整備課（農地集積指導担当） 
農村防災対策室（総括担当） 
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様式第１号 

  番 号 

  年 月 日 

  農政部長  殿 

  地方振興事務所長 

宮城県農業農村整備事業等地区計画検討の予定について（提出） 

  年度に地区計画検討の依頼を予定す  新規採択希望県営農業農村整備事業等のうち、
る地区について、下記のとおり提出します。 

記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 備 考 

  ha 

  千円 

  ha 

  千円 

様式第２号 

  番 号 

  年 月 日 

  地方振興事務所長  殿 

  施行申請予定者 

宮城県農業農村整備事業等地区計画検討について（依頼） 
  年度新規採択希望県営農業農村整備事業等の下記地区計画について、検討願います。

記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 備 考 

  ha 

千円 

ha 

千円 
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様式第３号 

  番 号 

  年 月 日 

  農政部長  殿 

  地方振興事務所長 

宮城県農業農村整備事業等地区計画検討書について（提出） 
  年度地区計画検討の依頼があった、下記の県営農業農村整備事業等新規採択等希望

地区の計画検討書を別添のとおり提出します。 

  記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 

備   考 

（採択希望年度） 

  ha 

  千円 

  ha 

  千円 

様式第４号 

  番 号 

  年 月 日 

  農政部長  殿 

  地方振興事務所長 

宮城県農業農村整備事業等変更地区計画検討について（依頼） 

年度計画変更予定の県営農業農村整備事業等地区計画について、検討願います。 

  記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 備 考 

  ha 

千円 

ha 

千円 
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様式第５号 

  番 号 

  年 月 日 

  農政部長  殿 

  地方振興事務所長 

宮城県農業農村整備事業等変更地区計画検討書について（提出） 

  年度計画変更を予定する下記の県営農業農村整備事業等地区の計画検討書を別添の

とおり提出します。 

記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 

備   考 

（変更予定年度） 

  ha 

  千円 

  ha 

  千円 

様式第６号 

  番 号 

  年 月 日 

  検討依頼者 殿 

農政部長 

宮城県農業農村整備事業等地区計画検討の結果について(通知) 

 年度県営農業農村整備事業等新規採択等希望地区（事業計画変更予定地区）につい
て、計画検討委員会における検討の結果を下記のとおり通知します。

  記 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 

計画検討委員会 

の意見等 

  ha 

  千円 

  ha 

  千円 

（○○地方振興事務所(農業農村整備部扱い)経由）

※検討依頼者が県関係機関以外の場合に、上記のとおり記載する。
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様式第７号 

  番 号 

  年 月 日 

  農政部長  殿 

  地方振興事務所長 

宮城県農業農村整備事業等地区計画検討予定の変更について（提出） 

  年度に地区計画検討を予定す 年  月  日付け  第  号で提出した平成
る地区について、下記のとおり変更しますので提出します。

記 

１ 変更後の地区計画検討予定地区 

事  業  名 地区名 

関係市 

町村名 

地区面積 

概算事業費 備 考 

  ha 

  千円 

  ha 

  千円 

（注）変更前の記載事項を見え消し線により削除すること。 

２ 変更の理由 

３ 添付資料 
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農地等地域整備構想策定支援事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１ 県は、農地等地域整備構想策定事業を行う者（以下「事業主体」という。）が農地等地

域整備構想策定支援事業に要する経費について、当該事業主体に対し、予算の範囲内にお

いて農地等地域整備構想策定支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和51年宮城県規則第36号。以下「規

則」という。)及び農地等地域整備構想策定支援事業実施要領（以下「実施要領」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助対象事業等）

第２ 補助金の交付対象となる事業の経費、補助額及び補助限度額は、別表１のとおりとす

る。

（交付の申請）

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるも

のとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。

（交付申請の添付書類）

第４ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。

(1) 農地等地域整備構想策定支援事業実施計画書（実施要領別記様式第１号）

(2) 実施計画書附属資料

（交付決定前着手）

第５ 補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむ

を得ない事由により、当該交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、事業主体

は知事に対して、別記様式第７号を提出するものとする。

（交付の条件）

第６ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更をする場合又は事業の一部を中止ないし廃止する場合において

は、別記様式第２号により、知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる重要な変

更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。

イ 補助金交付決定額の10％以上の減額を伴う変更

ロ 補助対象経費区分ごとに20％以上の増減を伴う変更

ハ 補助対象事業の内容の重大な変更

(2) 補助事業の全部を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第３号により、知

事の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

おいては、速やかに、知事に報告してその指示を受けること。

（状況報告）

第７ 知事は、事業主体に対し必要の都度、別に定める様式により、執行状況の報告を求めるこ

とができる。
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（実績報告）

第８ 規則第12条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第４号による

ものとし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1)実施要領第６により知事に提出する事業実績書及び附属資料

(2) 農地等整備構想策定支援事業費補助金財産管理台帳（別記様式第６号）

（補助金の交付方法）

第９ 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、

知事が補助事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、概算払

により交付できるものとし、その請求書の様式は、別記様式第５号によるものとする。

（処分の制限を受ける財産）

第10 規則第21条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価格又は

効用の増加した財産の価格が５万円以上のものとする。

（処分の制限を受ける期間）

第11 規則第21条ただし書きの規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に耐用年数が定められているものにあっ

ては、その耐用年数に相当する期間とする。

（書類の備付け等）

第12 市町村等は、第11の期間内において処分の制限を受ける財産の管理の状況を明らかに

するため、その財産に係る財産管理台帳を別記様式第６号により作成し、関係書類を整備

保管しなければならない。

（その他）

第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２９年１１月１６日から施行し、平成２９年度予算に係る補助金に適

用する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度予算に係る補助金に適用す

る。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は、令和２年５月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。
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附 則

１ この要綱は，令和４年５月１日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。
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（交付要綱）別記様式第１号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金交付申請書

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

年号○○年度において，下記のとおり事業を実施したいので，補助金等交付規則第３条の規定

により，農地等地域整備構想策定支援事業費補助金 円を交付されるよう関係書類

を添えて申請します。

記

１ 事業の概要 別添「農地等地域整備構想支援事業実施計画書」のとおり

２ 添付書類
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（交付要綱）別記様式第２号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金計画変更承認申請書

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

年号○○年○月○日付け宮城県（○○）指令○○号で農地等地域整備構想策定支援事業費補助

金の交付決定通知のありましたこの補助金に係る事業について，下記のとおり計画を変更したい

ので，承認されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 変更の理由

２ 変更計画の内容 別添「農地等地域整備構想支援事業実施計画書」のとおり
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（交付要綱）別記様式第３号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金中止（廃止）承認申請書

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

年号○○年○月○日付け宮城県（○○）指令○○号で農地等地域整備構想策定支援事業費補助

金の交付決定通知のありましたこの補助金に係る事業について，下記のとおり事業を中止（廃止）

したいので，承認されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 中止（廃止）の理由

２ 中止の期間（廃止の時期）
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（交付要綱）別記様式第４号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金実績報告書

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

年号○○年○月○日付け宮城県（○○）指令○○号で農地等地域整備構想策定支援事業費補助

金の交付決定通知のありましたこの補助金に係る事業について，下記のとおり実施しましたので，

補助金等交付規則第１２条の規定により，関係書類を添えて報告します。

記

１ 交付決定額及び精算額

交付決定額 金 円

精 算 額 金 円

２ 事業完了年月日 年 月 日

３ 添付書類

４ 振込先 銀行名：

口座番号： 普通・当座

口座名義人：
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（交付要綱）別記様式第５号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金概算払請求書

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

年号○○年○月○日付け宮城県（○○）指令○○号で交付決定通知のありました農地等地域整

備構想策定支援事業費補助金について，下記のとおり 金 円を概算払によって交付

されるよう請求します。

記

１ 補助金交付決定額 金 円

２ 既受領額 金 円

３ 今回請求額 金 円

４ 残額 金 円

５ 概算払請求理由

６ 振込先 銀行名：

口座番号： 普通・当座

口座名義人：
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（交付要綱）別記様式第６号

農地等地域整備構想策定支援事業費補助金財産管理台帳

年度 市町村

（ 写 真 ）

事 業 実 施 主 体 名 称

施 設 ・ 機 械 等 名 称

規格・規模・仕様・構造等

設 置 場 所 耐 用 年 数

取 得 年 月 日 取 得 金 額

県 補 助 金 額 市町村補助金額

その他付記事項
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（交付要綱）別記様式第７号

農地等地域整備構想策定支援事業補助金交付決定前着手届

第 号

年号 年 月 日

宮城県知事 ○○○○ 殿

市町村等の長

下記事業について，年号 年 月 日に事業（の一部）に着手したいので，農地等地域

整備構想策定支援事業費補助金交付要綱第５の規定により届け出ます。

なお，交付決定前に着手する事業に関しては，補助金が交付されないことになっても異議はあ

りません。

記

１ 計画内容

農地等地域整備構想策定支援事業実施計画書及び実施計画書附属資料のとおり

２ 交付決定前に着手する理由
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（交付要綱）別表１

項 目 内 容

補助対象経費 地域住民等の主体的取組と創意工夫を基本とした地域整備構想策定に向けた市町村及び土地改良区の活動に係る
経費
（１）農地整備型

①地域活性化委員会活動経費
地域活性化委員会が行う農地等地域整備構想策定に要する経費に対し，市町村等が補助するのに要する経
費の一部

②地域活性化委員会活動支援経費
地域活性化委員会に対する指導及び協議会の活動に要する市町村等の経費の一部

③農地等地域整備構想策定経費
市町村等が自ら行う農地等地域整備構想策定に要する経費の一部

④農地調査等経費
農地中間管理機構関連農地整備事業を活用することを目標として，農地中間管理権を設定する予定の地区
において未相続地等の土地調査に要する経費の一部

（２）土地改良施設整備型
①土地改良施設の管理強化，受益農地の管理強化に要する経費の一部
②土地改良区の管理体制強化等に要する経費の一部

（３）農地等防災・減災対策型
①市町村の農村地域防災減災対策推進計画等策定に要する経費の一部

表 経費区分の留意事項

項 目 内 容

報償費 講師等謝金（県営事業の関係者及び地域住民自らが参画した組織（以下「地域
活性化委員会」という。））の委員に対する費用弁償等は対象としない。）

旅費 普通旅費，特別旅費（日額旅費等）
人件費 臨時職員等
需用費 消耗品費，印刷製本費，食糧費，修繕費等
役務費 通信運搬費，手数料，筆耕翻訳料
委託料 諸調査等
使用料及び賃借料 土地建物，自動車，事業用機器等の借料及び損料
備品購入費 事業実施に直接必要な書籍，ソフトウェア等
負担金，補助金及び交付金 地域活性化委員会に対する補助金，研修参加費等
公課費 印紙税等

補助額 定額（千円未満切捨て）
（１）④については，（１）①②③とは別に活用を可能とする。

補助金限度額 １ （１）（④を除く）～（３）は，１地域あたり５００千円以内／年度
２ （１）④のみ活用する場合は，１地域あたり６００千円以内／年度
３ （１）①～③に加えて，④を活用する場合は，１地域あたり１，１００千円以内／年度
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農地等地域整備構想策定支援事業実施要領

（趣旨）
第１ この要領は、県が施行主体となり実施する農業農村整備事業等（以下「県営事業」とい

う。）について、土地改良法（以下「法」という。）第８５条第１項、法第８５条の３第１
項若しくは第６項又は第８５条の４第１項の規定による申請を行おうとする者及び法第８７
条の３第１項の規定による事業を希望する者（以下「事業申請者等」という。）が宮城県農
業農村整備事業等実施要綱に基づき策定する農地等地域整備構想（以下「地域整備構想」と
いう）に対する県が行う支援について必要な事項を定めるものとする。

（地域整備構想）
第２ 事業申請者等は、土地改良事業に携わる関係者の合意に基づき、地域の現状と課題を整

理し、県営事業の実施によって目指す農村地域の将来構想等を明らかにした地域整備構想を
策定する。
２ 県は、前項に掲げる地域整備構想の策定に向けて事業申請者等が行う活動に対し、第５
の要件を満たす場合に支援を行う。

（事業の内容）
第３ 本事業に基づき県が支援を行う対象事業等は、別表１のとおりとする。

（事業実施計画の提出）
第４ 本事業の実施を要望する事業申請者等は、別に定める日までに、次の各号に掲げる書類

を知事に提出するものとする。
(1) 農地等地域整備構想支援事業実施計画書（別記様式第１号）
(2) 実施計画書附属資料

（事業実施計画の承認）
第５ 知事は、第４による書類の提出があったときは、当該計画に係る書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、次のいずれかの事業要件を満たしていると認めたときは、予
算の範囲内で承認し、事業実施主体に通知するものとする。

(1) 実施地域は、宮城県農業農村整備事業等実施要綱に定める事業管理計画に位置付けがあ
るなど、計画的に県営事業の実施が見込まれる地区を含む地域とする。

(2) 農地整備型の実施地域は、数集落を単位とした広がりを有する地域で、地域づくりにつ
いて地域住民の熱意及び意欲が高く、市町村等による支援体制が整備されることが見込まれ
る地域とする。

(3) 土地改良施設整備型は、地域の課題が明確であり地域整備構想策定による体制強化が見
込まれる地域とする。

(4) 農地等防災・減災対策型は、地域の災害対策上の課題が明確であり、地域整備構想策定
による防災・減災対策の体制強化が見込まれる地域とする。

（事業実績報告）
第６ 市町村等は、事業の採択を受けた年度において、農地等地域整備構想策定支援事業事業

実績書（別記様式第１号）及び事業実績書附属資料により、知事が別に定める日までに、事
業の実績を報告しなければならない。

（その他）
第７ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要領は、平成２９年１１月１６日から施行する。

附 則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
附 則
この要領は、令和２年５月１日から施行する。

194



（実施要領）別記様式第１号

農地等地域整備構想策定支援事業実施計画書（事業実績書）

市 町 村 名

区 分

事業実施区域名

事業実施期間

事 業 主 体 名

補助対象事業費 円

補 助 金 額 円

必要性・目的

内容・効果

補助対象事業費内訳

内 容 数 量 金 額 備 考

合 計 円

収支予算（精算）

区 分 予算額（精算額） 算出基礎・説明

収
入
・
財
源
内
訳 円

支
出 円

担当課 担当者名 連絡先
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（実施要領）別記様式第１号附属資料

【農地整備型】
１ これまでの地域活動の取組・現状

２ 地域活性化委員会及び地域活性化協議会の整備計画

３ 生産基盤整備・生活環境整備の現状

４ 認定農業者等担い手の状況等

【土地改良施設整備型】
１ 地域及び施設の現状

２ 管理体制強化の計画

３ 研修・人材教育の現状

【農地等防災・減災対策型】
１ 市町村における災害対策の取組・課題

２ 防災・減災対策の推進方向

◆確認資料

計画時 実 績 項 目
報告時

市町村農業農村整備事業管理計画

位置図

農地等地域整備構想

地域整備構想策定に関する活動状況等の記録資料等

農地調査等の計画・実績などの資料等

請求書・領収書等
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（別表１）

項 目 内 容

１．対象事業 地域住民等の主体的取組と創意工夫を基本とした農地等地域整備構想策定に

向けた市町村及び土地改良区の活動

２．農地等地域

整備構想の内容

農地等地域整備構想は、実施地域における将来の農業農村の姿が生産と生

活が調和のとれた姿であり、地域振興等に関する市町村の総合的な計画に則

するものであるほか、農業振興地域整備計画、農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想等の各種計画との調和が図られ、次の（１）から（３）の

いずれかの項目及び内容が盛り込まれていること。

(１) 農地整備型

(２) 基本方針

(３) 地域の現状（地域の概要及び課題）

(４) 農村活性化目標（およそ１０年後に目指す地域の姿）

ア 地域営農システム構想（導入作物、農用地、農業用機械、農業用

施設及び農業労働力の方向・目標等）

イ 地域農地マネージメント構想（農用地利用調整組織及び農用地利

用調整手法の方向、農地集積目標等）

ウ 農村環境保全構想（農村環境保全維持の方向・目標等）

エ 土地利用計画図

オ 農村活性化構想図

④農村活性化実行計画（農村活性化目標を実現するため、地域住民及び市

町村が短期・中長期的な取り組み事項）

⑤その他（農村活性化ビジョン策定に関する活動状況等の記録資料等、農

地調査等に係る資料等）

（２）土地改良施設整備型

①施設管理強化に関する事項

②財務管理強化に関する事項

③受益農地管理強化に関する事項

④土地改良区の統合整備強化に関する事項

⑤研修・人材教育に関する事項

⑥その他必要な事項

(３)農地等防災･減災対策型

(４)市町村の概要

(５)市町村における災害対策上の課題

(６)防災･減災対策の取組状況

(７)今後の防災・減災対策の推進方針

ア 全体方針（農地防災、減災対策、地域防災）

イ 各種計画との関連（地域防災計画等との関連性）

ウ 農村地域における防災減災対策の施策

エ 施設整備計画（整備事業の名称、計画方針、整備量）

オ 安全対策

カ 農村防災体制計画

キ 地域防災力強化活動計画

(８)その他必要な事項
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項 目 内 容

３．事業主体 (１)農地整備型の事業主体は、市町村又は土地改良区とする。

(２)土地改良施設整備型の事業主体は、土地改良区とする。

(３)農地等防災・減災対策型の事業主体は、市町村とする。

４．推進体制 農地整備型の推進体制については次のとおりとする。

(１)地域活性化委員会は住民参画による自主的な組織とし、市町村等の指導

支援のもとで活動計画及び農地等地域整備構想の策定を行うものとする。

(２)市町村等は、実施地域に関係する農業委員会、農業協同組合、土地改良

区及び関係団体等を構成員とする協議会を組織し、活動計画の調整及び農

地等地域整備構想に対し総合的な指導支援を行うものとする。

(３)県は、効果的な実施のための総合的な指導及び本事業と関連する他事業

との調整に当たるものとする。

５．農地等地域

整備構想の報告

等

(１)農地整備型

(２)地域活性化委員会は、農地等地域整備構想を策定し、市町村長に提出し

て、その認定を受けるものとする。

(３)市町村長は、地域活性化委員会の提出に係る農地等地域整備構想が次の

アからオ全ての要件を満たしていると認めたときは、速やかに農地等地

域整備構想の認定を行うものとする。

ア 実施地域における将来の農業農村の姿が生産と生活が調和のとれ

た姿であること。

イ 農村活性化実行計画が、関係住民の主体性が発揮できる内容であ

ること。

ウ 地域振興等に関する市町村の総合的な計画に則するものであるほ

か、農業振興地域整備計画、農業経営基盤の強化の促進に関する

基本的な構想等の各種計画との調和が図られていること。

エ 経営体の育成、農地の流動化、農作物の生産対策、農産物の加工

・流通の改善、農業技術の開発普及、農業機械の合理的利用、農

産物の需給の調整、農業農村整備、中山間地域対策、環境・景観

保全、福祉対策等に関する施策と緊密な連携の下に計画されてい

ること。

オ 農地等地域整備構想に盛り込むハード事業との相互調整が十分

行われていること。

③市町村長は、農地等地域整備構想を認定したときは、速やかに農地等地

域整備構想を添えて知事に報告するものとする。

（２）土地改良施設整備型

土地改良区は、地域整備構想を策定したときは、速やかに知事に報告す

るものとする。

（３）農地等防災・減災対策型

市町村長は、地域整備構想を策定したときは、速やかに知事に報告する

ものとする。

（４）報告の期限

農地等地域整備構想の報告は、事業最終年度末までに行うものとする。
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（２）県営土地改良事業条例
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○県営土地改良事業条例

昭和二十五年十一月二十五日

宮城県条例第六十七号

県営土地改良事業条例をここに公布する。

県営土地改良事業条例

(趣旨) 
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第

一項の規定による分担金の徴収及び法第九十一条の二第一項又は第六項の規定による特

別徴収金の徴収に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めると

ころによる。

(平三〇条例五一・全改) 

(分担金の徴収) 
第二条 知事は、県営土地改良事業(第十条を除き、以下「事業」という。)の施行に係る

各年度において、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき事業によつて利益を受

ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。ただし、災害復旧事業(応急措

置を含む。)、災害防止事業、基幹水利施設管理事業その他知事が必要と認める事業につ

いては、その受益者の意見を聴いて、その全部又は一部を免除することができる。

2 前項の場合において、同項に掲げる受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一

部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えて、そ

の土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭四五条例一三・昭六二条例三五・一部改正、平三〇条例五一・旧第四条繰上・

一部改正) 

(分担金の額) 
第三条 前条第一項の規定により徴収する分担金の額は、その年度における当該事業に要

する費用の額から国から交付を受けるべき補助金の額を控除した額に百分の五十以内の

割合を乗じて得た額から法第九十一条第六項の規定に基づき市町村に負担させる額(以
下「市町村負担額」という。)を控除して得た額とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業に係る分担金の額は、その年度にお

ける当該事業に要する費用の額にそれぞれ当該各号に掲げる割合以内の割合を乗じて得

た額から市町村負担額を控除して得た額とする。

一 災害復旧(応急措置を含む。)事業 百分の八 
二 災害防止事業 百分の十八

三 基幹水利施設管理事業 百分の四十
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(昭六二条例三五・全改、平四条例一八・平六条例一九・平一三条例二三・平二二

条例三三・一部改正、平三〇条例五一・旧第五条繰上) 

(分担金の徴収方法) 
第四条 分担金は、各年度内にその全部を一時に徴収する。ただし、受益者の申出がある

ときは、当該年度内に分割して徴収することができる。

(昭六二条例三五・全改、平三〇条例五一・旧第六条繰上) 

(分担金の減免) 
第五条 知事は、当該事業に対し、物件、労力又は金銭等の寄附があつたときは、その額

に応じ、分担金の一部又は全部を免除することができる。

2 受益者が災害その他避けることのできない事情によつて分担金を納入する能力を失つ

たときは、その申立により、残余の分担金についてその一部又は全部を免除することが

できる。

(平三〇条例五一・旧第七条繰上・一部改正) 

(分担金の変更) 
第六条 知事は、事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加し、分担金

の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、その意見を聴か

なければならない。

(平三〇条例五一・追加) 

(特別徴収金の徴収) 
第七条 知事は、事業(法第八十七条の三第一項の規定により行う事業(以下「機構関連事

業」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の工事の完了につき法第百

十三条の三第三項の規定による公告をした日(その公告において工事完了の日が示され

たときは、その示された日。第三項において同じ。)の属する年度の翌年度(その年度が

到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して八年を経過

するまでの間に、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資

格を有する者が、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目

的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外

用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外

用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。 
2 第二条第二項の規定は、前項の規定により特別徴収金を納付する義務のある者が当該

事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合に準

用する。
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3 知事は、機構関連事業の計画を定めた旨につき法第八十七条の三第七項において準用

する法第八十七条第五項の規定による公告をした日から、当該機構関連事業の工事の完

了につき法第百十三条の三第三項の規定による公告をした日の属する年度の翌年度から

起算して八年を経過するまでの間に、当該機構関連事業の施行に係る地域内にある土地

につき法第九十一条の二第六項各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に

該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収する。 
(平三〇条例五一・追加) 
 

(特別徴収金の額) 
第八条 前条第一項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第一号に掲げる額から第二

号及び第三号に掲げる額の合計額を控除した額とする。 
一 当該事業に要した費用の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の

施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額 
二 当該事業につき第二条の規定により徴収する分担金の額に当該特別徴収金の徴収に

係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得

た額 
三 当該事業に係る土地を目的外用途に供することに伴い遊休化した施設(当該事業に

より整備された施設に限る。)を県が目的外用途に供することにより生ずる収入の額に

当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積

に対する割合を乗じて得た額 
2 前条第三項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第一号に掲げる額から第二号に

掲げる額を控除した額とする。 
一 当該機構関連事業に要した費用の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当

該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額 
二 当該機構関連事業につき法第九十一条第六項の規定により負担させる負担金の額に

当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土

地の面積に対する割合を乗じて得た額 
(平三〇条例五一・全改) 
 

(特別徴収金の徴収方法) 
第九条 前条の規定により算定した特別徴収金は、その全部を一時に徴収する。 

(平三〇条例五一・全改) 
 

(特別徴収金の免除) 
第十条 知事は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定に

よる告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるも
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のを含む。)に係る事業の用に供する場合その他知事が必要と認めるときは、特別徴収金

を免除することができる。 
(平三〇条例五一・追加) 
 

(延滞金) 
第十一条 知事は、受益者が分担金又は特別徴収金を納入期日までに納入しないときは、

延滞金を徴収する。 
2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、宮城県県税条例(昭和二十

五年宮城県条例第四十二号)の例による。 
(昭四五条例一三・旧第九条繰下、平三〇条例五一・旧第十条繰下・一部改正) 
 

(納入期日の変更及び延滞金の減免) 
第十二条 知事は、分担金又は特別徴収金の納入につき考慮すべき事情があると認めたと

きは、分担金若しくは特別徴収金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部

を免除することができる。 
(昭四五条例一三・旧第十条繰下、平三〇条例五一・旧第十一条繰下・一部改正) 
 

(罰則) 
第十三条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金又は特別徴収金の徴収を免れたと

きは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を

超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。 
(昭四五条例一三・旧第十二条繰下、平一二条例七一・平三〇条例五一・一部改正) 
 

(施行規則) 
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

(昭四五条例一三・旧第十三条繰下) 
 

附 則 
(施行期日) 

1 この条例施行の期日は、知事が別に定める。但し、その期日は、昭和二十六年四月一

日以降になることはない。(昭和二十六年三月三十一日規則第二十四号を以て昭和二十六

年四月一日から施行する。) 
(昭六二条例三五・旧附則・一部改正) 

(分担金の額に関する特例) 
2 農業用用排水施設(ダムに限る。)の新設事業及び変更事業に係る第二条第一項の規定に

より徴収する分担金の額は、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、その年度に
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おける当該事業に要する費用の額から国から交付を受けるべき補助金の額を控除した額

に百分の二十以内の割合を乗じて得た額から市町村負担額を控除して得た額とする。

(平二条例三二・追加、平四条例一八・平三〇条例五一・一部改正) 
3 前項の規定の適用がある場合における第三条第二項の規定の適用については、同項中

「前項」とあるのは、「前項及び附則第二項」とする。

(平二条例三二・追加、平三〇条例五一・一部改正) 
(分担金の額に関する読替え) 

4 法附則第二項の規定により国から貸付けを受ける場合における第三条第一項及び附則

第二項の規定の適用については、これらの規定中「交付を受けるべき補助金」とあるの

は、「法附則第二項の規定により貸付けを受けるべき貸付金」とする。

(昭六二条例三五・追加、平二条例三二・平三〇条例五一・一部改正) 

附 則(昭和三一年条例第一六号) 
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和三九年条例第二九号) 
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、昭和

三十九年一月一日から適用する。

附 則(昭和四〇年条例第一三号) 
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年条例第一三号) 
(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
(経過措置) 

2 この条例による改正後の県営土地改良事業条例第八条の規定は、昭和四十四年度以降

の新規着工(新規全体実施設計を含む。)に係る事業の分担金から適用し、同年度前の着

工に係る事業の分担金については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年条例第三五号) 
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定は、昭和六十二年度の県

営土地改良事業に係る分担金から適用する。

附 則(平成二年条例第三二号) 
この条例は、公布の日から施行し、改正後の県営土地改良事業条例の規定は、平成二年
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度の県営土地改良事業に係る分担金から適用する。

附 則(平成四年条例第一八号) 
この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成六年条例第一九号) 
(施行期日) 

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。 
(経過措置) 

2 平成五年度の債務負担行為に基づいて施行する災害防止事業に係る分担金については、

なお従前の例による。

附 則(平成一二年条例第七一号) 
(施行期日) 

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置) 
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第二三号) 
(施行期日) 

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置) 
2 改正後の第五条第一項の規定は、平成十三年度以後にその工事に着手した県営土地改

良事業に係る分担金について適用し、平成十二年度以前にその工事に着手した県営土地

改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年条例第三三号) 
この条例中第三条ただし書の改正規定及び第五条第二項に一号を加える改正規定は平成

二十二年四月一日から、その他の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年条例第五一号) 
この条例は、公布の日から施行する。
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（３）国営土地改良事業負担金等徴収条例

及び施行規則

・国営土地改良事業負担金等徴収条例・・・・・・・・・・ 207 

・国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則・・・・・・ 216 
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○国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和三十四年十二月二十六日 

宮城県条例第三十六号 

改正 昭和四二年三月二二日条例第一五号 

昭和四五年一〇月一五日条例第三六号 

昭和五三年一〇月二〇日条例第三三号 

昭和五四年三月二〇日条例第一三号 

昭和六一年一二月一九日条例第三五号 

昭和六二年一二月二四日条例第三六号 

平成二年一〇月一二日条例第三三号 

平成四年三月二七日条例第一九号 

平成六年三月二三日条例第三号 

平成一三年一二月二五日条例第七六号 

平成二一年三月二四日条例第三二号 

平成二二年三月二四日条例第三四号 

平成二三年三月二二日条例第三七号 

平成二四年三月二三日条例第四五号 

平成二五年七月一六日条例第五九号 

平成二八年三月二二日条例第三五号 

平成二九年三月二三日条例第二六号 

平成二九年七月一三日条例第四三号 

平成二九年一二月二一日条例第七四号 

平成三〇年七月一一日条例第六九号 

令和二年七月一三日条例第五五号 

〔国営土地改良事業負担金徴収条例〕をここに公布する。 

国営土地改良事業負担金等徴収条例 

（平一三条例七六・改称） 

（趣旨） 

第一条 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。）第九十条第

二項の規定による負担金及び法第九十条の二第一項の規定による特別徴収金の徴収に関

しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（昭四二条例一五・平一三条例七六・一部改正） 

（負担金の徴収） 

第二条 県は、法第九十条第一項の規定に基づき国営土地改良事業（法第八十七条の二第

一項の規定により国が行う同項第一号の事業（以下「埋立て又は干拓事業」という。）

及び法第九十条第八項に規定する国営市町村特別申請事業（以下単に「国営市町村特別
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申請事業」という。）を除く。以下この条から第四条までにおいて「事業」という。）

に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の

施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するもの（以下「受益

者」という。）及び法第九十条第二項に規定する省令で定めるものから、負担金を徴収

する。 

２ 前項に掲げる者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良

区の組合員であるときは、県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区から、

これに相当する額の金額を徴収する。 

（昭四二条例一五・昭五三条例三三・平一三条例七六・平二二条例三四・一部改

正） 

（負担金の額） 

第三条 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の総額は、次の各号に掲げる事業の

区分に応じ、当該各号に定める額（土地改良法施行令（昭和二十四年政令第二百九十五

号。以下「令」という。）第五十二条第一項の規定により農林水産大臣が定める額の加

算がある場合にあつては、当該加算の額（以下「加算額」という。）を加えて得た額）

とする。 

一 令第五十二条第一項第一号又は第一号の三の規定の適用を受ける事業 法第九十条

第一項の規定に基づき県が負担する負担金の額（当該負担金の額が他の法令の規定に

より軽減される場合にあつては、その軽減されることとなる額を控除した額。以下「県

負担額」という。）から当該事業に要する費用の額（加算額がある場合にあつては、

加算額を控除して得た額）に百分の三十以内で規則で定める割合を乗じて得た額（加

算額がある場合にあつては、加算額を加えて得た額）及び同条第九項の規定に基づき

市町村に負担させる負担金の額（以下「市町村負担額」という。）を控除して得た額 

二 令第五十二条第一項第三号の規定の適用を受ける事業 県負担額から当該事業に要

する費用の額（加算額がある場合にあつては、加算額を控除して得た額）に百分の二

十七以内で規則で定める割合を乗じて得た額（加算額がある場合にあつては、加算額

を加えて得た額）及び市町村負担額を控除して得た額 

三 前二号に掲げる事業以外の事業 県負担額（加算額がある場合にあつては、加算額

を控除して得た額）の二分の一に相当する額から市町村負担額を控除して得た額 

２ 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の額は、次の各号に掲げる納入者の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 受益者 当該事業の施行に係る地域内にある受益者の土地の面積に応じて、第一項

各号に掲げる額（次号に掲げる者がある場合にあつては、同号に定める負担金の合計

額を控除した額）を割り振つて得られる額 

二 法第九十条第二項に規定する省令で定める者（次号に掲げる者を除く。） その受

ける利益を限度として知事が定める額 
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三 令第五十二条第一項の規定により農林水産大臣の指定を受けた者 同項の規定によ

り農林水産大臣の定めた額 

３ 第一項又は前項第一号の規定により算出して得た額に一円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てる。 

（昭四二条例一五・昭五二条例三三・昭五四条例一三・平二条例三三・平四条例

一九・平六条例三・平一三条例七六・平二一条例三二・平二八条例三五・令二条

例五五・一部改正） 

（負担金の徴収方法） 

第四条 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金（第五項に規定するものを除く。）

は、受益者にあつては元利均等年賦支払の方法（据置期間中の各年度に係る利息につい

ては、当該年度支払の方法）又は当該受益者の申出があるときはその全部若しくは一部

につき一時支払の方法により、法第九十条第二項に規定する省令で定める者にあつては

知事が定める支払の方法により支払わせるものとする。 

２ 前項の元利均等年賦支払の場合における負担金の支払期間（据置期間を含む。）は、

令第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年、その他の事

業にあつては十七年とし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつ

ては三年、その他の事業にあつては二年とする。 

３ 前項の支払期間は、当該事業が完了した年度（当該事業によつて生じた施設で当該事

業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七

条の五第一項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧（以下「災害復旧等」とい

う。）を併せて行つたときは、当該事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度）の

翌年度の初日から起算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号

に掲げる負担金に係る支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとす

る。 

一 事業が完了する以前において、当該事業の施行に係る地域内にある土地の一部につ

き当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法

第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る第一項の負担金を徴収すること

が適当であると知事が認める場合 その利益の全てが発生した年度以後において知事

の指定する年度 

二 令第四十九条第一項第一号に掲げる事業が完了する以前において、指定工事（令第

五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事をいう。以下同じ。）が完了し、かつ、

当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者か

ら指定事業費額（指定工事に係る事業の部分に要する費用の額をいう。）に係る第一

項の負担金を徴収することが適当であると知事が認める場合 当該指定工事が完了し

た年度以後において知事の指定する年度 

４ 第一項の元利均等年賦支払の場合における負担金の利率は、令第五十三条第二項の規
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定により農林水産大臣が定める率とする。 

５ 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金で令第五十二条第一項第二号の二及び

第四号に掲げる事業に係るものは、令第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣

が定める支払の方法に準拠して知事が定める支払の方法により支払わせるものとする。 

６ 第一項の規定による据置期間中の各年度に係る利息の額に一円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てる。 

（昭五三条例三三・全改、昭六一条例三五・平二条例三三・平一三条例七六・平

二一条例三二・平二九条例二六・平二九条例七四・平三〇条例六九・令二条例五

五・一部改正） 

（特別徴収金） 

第五条 県は、法第九十条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業（埋立て又は干拓

事業、国営市町村特別申請事業及び法第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地

改良事業を除く。以下この条において同じ。）の施行に係る地域内にある土地につき受

益者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき法第百十三条の三第三項の規定によ

る公告があつた日（その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について

当該国営土地改良事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告した

ときは、その公告した日）以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地

改良事業の計画において予定した用途以外の用途（令第五十三条の八又は令附則第五条

で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。）に供するため所有権の移転等（所

有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは

移転をいう。以下同じ。）をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合（当

該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を

除く。）には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用

途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改

良事業による利益を受けていないものとなつている場合及び令第五十三条の九各号のい

ずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。 

２ 前項の場合には、第二条第二項の規定を準用する。 

３ 第一項の規定により県が徴収する特別徴収金の額は、国営土地改良事業につき法第九

十条第一項の規定により県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額

として令第五十三条の十一第二項において準用する同条第一項の定めるところにより算

定される額から、当該国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は

第九項の規定により県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として令第五十

三条の十一第二項において準用する同条第一項の定めるところにより算定される額を差

し引いて得た額を限度として、知事が定める。 

４ 第一項の規定により県が徴収する特別徴収金は、一時支払の方法により支払わせるも

のとする。 
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（平一三条例七六・追加、平二一条例三二・平二二条例三四・平二三条例三七・

平二四条例四五・平二五条例五九・平二九条例四三・平二九条例七四・一部改正） 

（延滞金） 

第六条 知事は、第二条第一項の規定により県が徴収する負担金又は前条第一項の規定に

より県が徴収する特別徴収金（第三項において「負担金又は特別徴収金」という。）を

納入期日までに納入しない者があるときは、その者から延滞金を徴収する。 

２ 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、宮城県県税条例（昭和二

十五年宮城県条例第四十二号）の例による。 

３ 知事は、負担金又は特別徴収金を納入しないことについてやむを得ない理由があると

認めるときは、延滞金の一部又は全部を免除することができる。 

（平一三条例七六・追加） 

（規則への委任） 

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平一三条例七六・旧第五条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 定川国営土地改良事業の負担金のうち、昭和三十四年度までに当該事業に要する費用

に係る負担金の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、当該費用に関し、法第

九十条第一項の規定に基き県が負担する額の四分の一に相当する額とする。 

（負担金の徴収方法の特例） 

３ 令附則第七条第一項の規定により農林水産大臣が指定する事業についての第四条第二

項の規定の適用については、当分の間、同項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあ

るのは、「二十五年を超えない範囲内で知事が定める期間」とする。 

（平四条例一九・追加、平二一条例三二・旧第四項繰上・一部改正、平二二条例

三四・平二三条例三七・平二四条例四五・平二五条例五九・平二九条例四三・一

部改正） 

（負担金の額の特例） 

４ 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律（平成二十三年法律第

四十三号。以下「特例法」という。）の適用を受ける国営土地改良事業（特例法第三条

の規定により土地改良事業とみなされる特例法第二条第一項に規定する除塩で国が行う

ものを含む。以下同じ。）についての第二条第一項の規定により県が徴収する負担金の

総額は、第三条第一項の規定にかかわらず、特例法第五条の規定に基づき県が負担する

負担金の額（当該負担金の額が他の法令の規定により軽減される場合にあつては、その

軽減されることとなる額を控除した額）から当該国営土地改良事業に要する費用の額（加
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算額がある場合にあつては、加算額を控除して得た額）に百分の四十二以内で規則で定

める割合を乗じて得た額（加算額がある場合にあつては、加算額を加えて得た額）及び

市町村負担額を控除して得た額とする。 

（平二四条例四五・追加） 

附 則（昭和四二年条例第一五号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の国営土地改良事業負担金徴収条例第四条第二項に規定する支

払期間が昭和四十一年度以前の年度から起算される事業に係る負担金についての同項の

規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十年」とする。 

附 則（昭和四五年条例第三六号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五三年条例第三三号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の国営土地改良事業負担金徴収条例の規定に基づいて賦課され

た負担金については、なお従前の例による。 

附 則（昭和五四年条例第一三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六一年条例第三五号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条第四項の規定は昭和六十一年四月一

日から、改正後の附則第三項の規定は昭和六十年度に行われた国営土地改良事業に係る負

担金から適用する。 

附 則（昭和六二年条例第三六号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、昭和六十二年度の国

営土地改良事業に係る負担金から適用する。 

附 則（平成二年条例第三三号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の国営土地改良事業負担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第八十五条第一

項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による

申請又は同法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成（以下「申請
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等」という。）が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行わ

れた国営土地改良事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成四年条例第一九号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成四年四月一日から施行する 

（経過措置） 

２ 改正後の第三条第一項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第九十条第一項の規定に基づき県が

費用の一部を負担する国営土地改良事業について適用し、施行日前に同項の規定に基づ

き県が費用の一部を負担した国営土地改良事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成六年条例第三号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第三条第一項の規定は、平成五年度以後に施行される国営土地改良事業（平

成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以後の年度に支出すべきも

のとされた国の負担に係る国営土地改良事業及び平成四年度以前の年度の国の歳出予算

に係る国の負担で平成五年度以後の年度に繰り越されたものに係る国営土地改良事業を

除く。）について適用し、平成四年度以前に施行された国営土地改良事業、同年度以前

の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以後の年度に支出すべきものとされた国

の負担に係る国営土地改良事業及び平成四年度以前の年度の国の歳出予算に係る国の負

担で平成五年度以後の年度に繰り越されたものに係る国営土地改良事業については、な

お従前の例による。 

附 則（平成一三年条例第七六号） 

この条例は、平成十四年四月一日から施行し、改正後の第六条第一項の規定は、この条

例の施行の日以後に納入期日が到来する負担金及び特別徴収金について適用する。 

附 則（平成二一年条例第三二号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の国営土地改良事業負担金等徴収条例第三

条第一項第二号の規定は、平成二十年度以後の土地改良法施行令（昭和二十四年政令第

二百九十五号）第五十二条第一項第三号の規定の適用を受ける国営土地改良事業に係る

負担金について適用する。 

（経過措置） 

２ 特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二百六十六条の規定によ

る改正前の土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号。以下「旧法」という。）第八

十八条の二第一項及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその
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効力を有することとされる旧法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業

費のうち同条第二項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とする国営土地改

良事業については、改正前の国営土地改良事業負担金等徴収条例第四条第四項の規定は、

なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第八十八条の二第一項」とある

のは「特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二百六十六条の規定

による改正前の法（以下この項において「旧法」という。）第八十八条の二第一項及び

特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとさ

れる旧法第八十八条の二第一項」と、「にあつては令第五十三条第二項」とあるのは「に

あつては土地改良法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百七号。以下この

項において「改正令」という。）附則第二条の規定によりなおその効力を有することと

される同令による改正前の令（以下この項において「旧令」という。）第五十三条第二

項」と、「令第五十二条第三項」とあるのは「改正令附則第二条の規定によりなおその

効力を有することとされる旧令第五十二条第三項」と、「令第五十二条の二第四項」と

あるのは「改正令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第五

十二条の二第四項」と、「につき令第五十三条第二項」とあるのは「につき改正令附則

第二条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第五十三条第二項」とする。 

附 則（平成二二年条例第三四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二三年条例第三七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年条例第四五号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の国営土地改良事業負担金等徴収条例附則第四項の規定は、この条例の施行の

日前に行われた東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律（平成二

十三年法律第四十三号。以下「特例法」という。）の適用を受ける国営土地改良事業（特

例法第三条の規定により土地改良事業とみなされる特例法第二条第一項に規定する除塩

で国が行うものを含む。）に係る負担金についても適用する。 

附 則（平成二五年条例第五九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年条例第三五号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二九年条例第二六号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 国営土地改良事業負担金等徴収条例第二条第一項の規定により県が徴収する負担金で
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その支払期間の始期が平成二十七年度以前であるものの利率については、なお従前の例

による。 

附 則（平成二九年条例第四三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二九年条例第七四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三〇年条例第六九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和二年条例第五五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

───────── 

○利率等の表示の年利建て移行に関する条例（抄）

昭和四十五年十月十五日 

宮城県条例第三十六号 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第七条 条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の

計算につき当該条例の規定に定める年当たりの割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間についても、

三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該条例に特別の定めがある場合は、この

限りでない。 
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○国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成六年三月二十三日 

宮城県規則第五号 

改正 平成一三年三月二三日規則第三三号 

平成一四年三月二九日規則第六六号 

平成二一年三月二四日規則第二八号 

平成二四年三月二三日規則第二六号 

平成二八年三月二二日規則第四〇号 

令和二年二月一八日規則第六号 

令和五年一月十三日規則第二号 

〔国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則〕をここに公布する。 

国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則 

（平一四規則六六・改称） 

（趣旨） 

第一条 この規則は、国営土地改良事業負担金等徴収条例（昭和三十四年宮城県条例第三

十六号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平一四規則六六・一部改正） 

（負担金の算定に係る割合） 

第二条 条例第三条第一項第一号の規則で定める割合は、平成元年度以前に着手した国営

土地改良事業については別表第一、平成二年度から平成四年度までに着手した国営土地

改良事業については別表第二、平成五年度から平成三十年度までに着手した国営土地改

良事業については別表第三、令和元年度以後に着手した国営土地改良事業については別

表第四のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、江合川国営土地改良事業に係る条例第三条第一項第一号及

び第二号の規則で定める割合は、別表第二のとおりとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、国営中津山土地改良事業及び国営河南二期土地改良事業

に係る令和元年度以後における条例第三条第一項第一号の規則で定める割合は、別表第

四のとおりとする。 

４ 条例第三条第一項第二号の規則で定める割合は、別表第五のとおりとする。 

（平二一規則二八・一部改正、令二規則六・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（平二四規則二六・旧附則・一部改正） 

（負担金の算定に係る割合の特例） 

２ 条例附則第四項の規則で定める割合は、次の表のとおりとする。 

区分 割合 

特定災害復旧事業 農用地の災害復旧 百分の四十二（当該事業

に係る国の負担割合が百
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分の五十を超え百分の八

十未満の場合にあっては

一から当該国の負担割合

及び百分の八を控除した

割合、当該事業に係る国

の負担割合が百分の八十

以上の場合にあっては一

から当該国の負担割合を

控除した割合に百分の六

十を乗じて得た割合） 

土地改良施設の災害復旧 百分の二十七（当該事業

に係る国の負担割合が百

分の六十五を超え百分の

八十未満の場合にあって

は一から当該国の負担割

合及び百分の八を控除し

た割合、当該事業に係る

国の負担割合が百分の八

十以上の場合にあっては

一から当該国の負担割合

を控除した割合に百分の

六十を乗じて得た割合） 

除塩 百分の六 

復旧関連事業 百分の四十二（当該事業

に係る国の負担割合が百

分の五十を超え百分の八

十未満の場合にあっては

一から当該国の負担割合

及び百分の八を控除した

割合、当該事業に係る国

の負担割合が百分の八十

以上の場合にあっては一

から当該国の負担割合を

控除した割合に百分の六

十を乗じて得た割合） 

（平二四規則二六・追加） 

別表第一（第二条関係） 

区分 割合 

国営かんがい排水

事業 

ダム 百分の十七

頭首工 百分の十七

217



3/9 

排水機場 

排水樋門 

百分の十七

排水路 百分の十七

用水機場 百分の十七

用水路 百分の十七

別表第二（第二条関係） 

（平一三規則三三・一部改正） 

区分 割合 

国営かんがい排水

事業 

ダム 末端支配面積（当該施設の利益

を受ける農用地の面積をいう。

以下同じ。）がおおむね七千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、三千ヘクタール）未満で

あり、かつ、有効貯水量がおお

むね千万立方メートル（畑に係

るものにあっては、三百万立方

メートル）未満のもの

百分の二十

末端支配面積がおおむね七千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、三千ヘクタール）以上で

あり、かつ、有効貯水量がおお

むね千万立方メートル（畑に係

るものにあっては、三百万立方

メートル）以上のもの

百分の二十五

かんがい排水事業以外の事業と

の共同事業で新設又は変更（新

たに農業用水の開発を行うもの

で、開発に要する費用が当該ダ

ムに要する費用の二分の一以上

のもの）されるもの 

千分の二百九

頭首工 末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）未満のも

の 

百分の十七

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）以上おお

むね三千ヘクタール（畑に係る

ものにあっては、千ヘクター

百分の十九
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ル）未満のもの

末端支配面積がおおむね三千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、千ヘクタール）以上おお

むね七千ヘクタール（畑に係る

ものにあっては、三千ヘクター

ル）未満のもの

千分の二百三十四

排水機場 

排水樋門 

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）未満のも

の 

百分の十七

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）以上おお

むね三千ヘクタール（畑に係る

ものにあっては、千ヘクター

ル）未満のもの

百分の十九

排水路 末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）未満のも

の 

百分の十七

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）以上のも

の 

百分の十九

用水機場 百分の十七

用水路 百分の十七

別表第三（第二条関係） 

（平一三規則三三・平二八規則四〇・一部改正） 

区分 割合 

国営かんがい排水

事業 

ダム 末端支配面積がおおむね五千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、二千ヘクタール）以上で

あり、かつ、有効貯水量がおお

むね七百万立方メートル（畑に

係るものにあっては、二百万立

方メートル）以上のもの 

百分の二十五 

その他の施設 百分の十七 
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頭首工 末端支配面積がおおむね五千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、二千ヘクタール）未満の

もの 

百分の十七 

末端支配面積がおおむね五千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、二千ヘクタール）以上の

もの 

百分の二十五 

排水機場 

排水樋門 

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）未満のも

の 

百分の十七 

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）以上おお

むね三千ヘクタール（畑に係る

ものにあっては、千ヘクター

ル）未満のもの

百分の十九 

末端支配面積がおおむね三千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、千ヘクタール）以上おお

むね五千ヘクタール（畑に係る

ものにあっては、二千ヘクター

ル）未満のもの

千分の二百三十四 

末端支配面積がおおむね五千ヘ

クタール（畑に係るものにあっ

ては、二千ヘクタール）以上の

もの 

百分の二十五 

排水路 末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）未満のも

の 

百分の十七 

末端支配面積がおおむね千ヘク

タール（畑に係るものにあって

は、三百ヘクタール）以上のも

の 

百分の十九 

用水機場 百分の十七 

用水路 百分の十七 

農業水利制御シ

ステム

末端支配面積がおおむね百ヘク

タール未満のもの

百分の二十五 
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末端支配面積がおおむね百ヘク

タール以上のもの

百分の十七 

国営農地再編整備

事業 

区画整理 

開畑 

百分の十七 

国営施設応急対策事業 三百分の五十八 

国営耐震対策一体型かんがい排水事業 百分の三十 

別表第四（第二条関係） 

（令二規則六・追加、令五規則二・一部追加） 

区分 割合 

国営かんがい

排水事業 

ダム 末端支配面積がおおむね五千ヘクタール

（畑に係るものにあっては、二千ヘクタ

ール）以上であり、かつ、有効貯水量が

おおむね七百万立方メートル（畑に係る

ものにあっては、二百万立方メートル）

以上のもの 

百分の二十五 

その他のもの 百分の十七 

頭首工 末端支配面積がおおむね五千ヘクタール

（畑に係るものにあっては、二千ヘクタ

ール）未満のもの 

百分の十七 

末端支配面積がおおむね五千ヘクタール

（畑に係るものにあっては、二千ヘクタ

ール）以上のもの 

百分の二十五 

排水機場 

排水樋門 

末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）未満 

新設に係るもの 百分の十七 

更新に係るもの 三百分の五十八 

末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）以上三千ヘク

タール（畑に係るも

のにあっては、千ヘ

クタール）未満

新設に係るもの 百分の十九 

更新 一施設に係る

事業費がおお

むね二億円に

満たない工事

（以下「軽微

な施設変更工

事」とい

う。）に係る

もの 

三百分の五十八 

その他のもの 百分の十九 

末端支配面積がおお 新設に係るもの 千分の二百三十四 
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むね三千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、千ヘクター

ル）以上五千ヘクタ

ール（畑に係るもの

にあっては、二千ヘ

クタール）未満

更新 軽微な施設変

更工事に係る

もの 

三百分の五十八 

その他のもの 千分の二百三十四 

末端支配面積がおお

むね五千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、二千ヘクタ

ール）以上 

新設に係るもの 百分の二十五 

更新 軽微な施設変

更工事に係る

もの 

三百分の五十八 

その他のもの 百分の二十五 

排水路 末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）未満 

新設に係るもの 百分の十七 

更新に係るもの 三百分の五十八 

末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）以上 

新設に係るもの 百分の十九 

更新 主要工事計画

の区分に従っ

た路線単位に

係る事業費が

おおむね二億

円に満たない

工事（以下

「軽微な路線

変更工事」と

いう。）に係

るもの 

三百分の五十八 

その他のもの 百分の十九 

用水機場 末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）未満 

新設に係るもの 百分の十七 

更新に係るもの 三百分の五十八 

末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）以上 

新設に係るもの 百分の十七 

更新 軽微な施設変

更工事に係る

もの 

三百分の五十八 

その他のもの 百分の十七 
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用水路 末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）未満 

新設に係るもの 百分の十七 

更新に係るもの 三百分の五十八 

末端支配面積がおお

むね千ヘクタール

（畑に係るものにあ

っては、三百ヘクタ

ール）以上 

新設に係るもの 百分の十七 

更新 軽微な路線変

更工事に係る

もの 

三百分の五十八 

その他のもの 百分の十七 

農業水利制

御システム 

末端支配面積がおおむね百ヘクタール未

満のもの 

百分の二十五 

末端支配面積がおおむ

ね百ヘクタール以上 

新設に係るもの 百分の十七 

更新に係るもの 三百分の五十八 

国営農地再編

整備事業 

区画整理 

開畑 

百分の十七 

国営施設応急対策事業 三百分の五十八 

国営耐震対策一体型かんがい排水事業 百分の三十 

土地改良施設突発事故復旧事業 百分の三十 

国営造成土地改良施設整備事業 三百分の五十八 

別表第五（第二条関係） 

（平二一規則二八・追加） 

区分 割合 

災害復旧事業 農業用施設 ため池、頭首工、水路、揚水機、堤

防（海岸を含む。）、道路、橋梁
りょう

及び農地保全施設 

百分の二十七（当該事

業に係る国の負担割合

が百分の六十五を超え

百分の八十未満の場合

にあっては一から当該

国の負担割合及び百分

の八を控除した割合、

当該事業に係る国の負

担割合が百分の八十以

上の場合にあっては一

から当該国の負担割合

を控除した割合に百分

の六十を乗じて得た割

合） 

附 則（平成一三年規則第三三号） 

この規則は、平成十三年四月一日から施行し、改正後の国営土地改良事業負担金徴収条
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例施行規則の規定は、平成五年度分の国営土地改良事業に係る負担金から適用する。 

附 則（平成一四年規則第六六号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第二八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年規則第四〇号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規

則の規定は、令和元年度分の国営土地改良事業に係る負担金から適用する。 

附 則（令和五年規則第二号） 

この規則は、令和五年四月一日から施行する。 
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（４）国営土地改良事業負担金償還

助成事業補助金交付要綱

225



国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱

（趣 旨）

第１ 県は、国営土地改良事業（以下、「事業」という。）の公共性にかんがみ、事業施行

地内農家全体の事業費負担の軽減を図るため、当分の間、地元負担団体である土地改良

区等が償還する額について、予算の範囲内において国営土地改良事業負担金償還助成事

業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年

宮城県規則第３６号。以下、「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。

（事業の採択）

第２ 事業の採択を申請する者は、交付初年度の前年度２月末日までに別記様式第１号に

償還計画表を添え知事に申請するものとする。

２ 知事は、前項の申請があったときは、事業内容を審査し、適当と認められる場合は、

別記様式第２号により申請者に事業採択を通知するものとする。

（交付対象等）

第３ 交付対象となる事業は、国営土地改良事業負担金等徴収条例（昭和３４年宮城県条

例第３６号。以下「条例」という。）第２条第１項の規定により、平成２年度以降徴収を

開始するかんがい排水事業及び農地再編整備事業とし、補助金の額は、当該事業に要し

た額に、別表第１，第２及び第３に定める率を乗じて得た額に、別表第４により算出し

た額を加えた額とする。

２ 知事は、前項の規定により算出した補助金の額が、予算額を超える場合においては、

その差額を、後年度に交付することができる。

３ 前項の規定により各年度の補助金の額を変更する場合には、知事は、あらかじめ関係

団体に通知することとする。

４ 条例第２条の規定により徴収する負担金の額は、条例第３条に定める額とし、国営土
地改良事業負担金償還助成事業補助金の控除は行わない。

（交付の申請）

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第３号による

ものとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。

（補助金交付申請書）

第５ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。

（１）償還計画書

（２）収支予算書（別記様式第４号）
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（実績報告）

第６ 規則第１２条第１項の規定による実績報告書の様式は、別記様式第５号によるもの

とする。

（実績報告書）

第７ 規則第１２条第１項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。

（１）当該地区に係る土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９０条第４項の規定

に基づく負担金の納付を証する書面

（２）収支精算書（別記様式第６号）

（補助金の交付方法）

第８ 補助金は、規則第１５条ただし書の規定により概算払いにより交付するものとする。

（補助金の請求）

第９ 補助金の請求は、別記様式第７号による補助金概算払請求書を知事に提出して行う

ものとする。

（書類の提出部数）

第１０ この要綱により知事に提出する書類は、申請者の住所を所管区域とする地方振興

事務所を経由するものとし、その提出部数は、各１部とする。

（そ の 他）

第１１ この要綱に定めのない事項については、知事が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成１２年８月２９日から施行し、平成１２年度の予算に係る補助金に

適用する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。

３ 国営土地改良事業負担金償還助成措置要綱（平成２年１１月９日施行）は、廃止する。
附 則

この要綱は、平成１６年７月１３日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成２１年２月２７日から施行し、平成２０年度交付分から適用する。

２ この要綱による交付対象は、平成１８年度までに国営土地改良事業地区調査が着手さ

れた地区とする。

附 則

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成２８年度新規採択地区から適用

する。

２ この要綱による交付対象は、令和７年度までに採択された地区とする。
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附 則

この要綱は、令和３年６月２９日から施行する。
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別表第１

国営基幹かんがい排水事業
（平成２年度以降開始した事業）

基 幹 工 種 助 成 率

１．ダム

(1) 貯水量 700(1,000)万ｍ３、益面積5,000(7,000)ha以上 －

(2) 〃 未満 ＊ 2.0

(3) 共 同 ダ ム（農業用） 4.5

(4) 〃 （その他） 6.4

(5) 一 般 10.4

２．頭首工

(1) 受 益 面 積 5,000(7,000)ha以上 －

(2) 受 益 面 積 3,000(3,000)ha以上 ＊ 2.0

(3) 共同頭首工（農業用） 4.0

(4) 〃 （その他） 4.0

(5) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(6) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha未満 4.0

３．排水機場、樋門

(1) 受 益 面 積 5,000(7,000)ha以上 －

(2) 受 益 面 積 3,000(3,000)ha以上 2.0

(3) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(4) 一 般 4.0

４．排水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(2) 一 般 4.0

５．用水機場、樋門、導水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(2) 一 般 4.0

６．用水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(2) 一 般 4.0

７．水管理制御システム

(1) 受 益 面 積 100ha以上 4.0

(2) 受 益 面 積 100ha未満 5.0

・＊印は、鳴瀬川地区及び江合川地区については、特例として4.0%とする。

・基幹工種欄の（ ）内記載事項は、平成４年度まで設けられていた区分を示す。

・ただし、平成28年度以降の新規地区に係る助成率については、当該事業に要した額

（うち受益者負担のある基幹工種）の2.0%とする。
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別表第２

国営かんがい排水事業
（平成元年度までに開始した事業）

基 幹 工 種 助 成 率

１．ダム

(1) 貯水量 700(1,000)万ｍ３、益面積5,000(7,000)ha以上 10.4

(2) 〃 未満 10.4

(3) 共 同 ダ ム（農業用） 10.4

(4) 〃 （その他） －

(5) 一 般 10.4

２．頭首工

(1) 受 益 面 積 5,000(7,000)ha以上 10.4

(2) 受 益 面 積 3,000(3,000)ha以上 9.0

(3) 共同頭首工（農業用） －

(4) 〃 （その他） －

(5) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 6.5

(6) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha未満 4.0

３．排水機場、樋門

(1) 受 益 面 積 5,000(7,000)ha以上 10.4

(2) 受 益 面 積 3,000(3,000)ha以上 9.0

(3) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 6.5

(4) 一 般 4.0

４．排水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 6.5

(2) 一 般 4.0

５．用水機場、樋門、導水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(2) 一 般 4.0

６．用水路

(1) 受 益 面 積 1,000(1,000)ha以上 4.0

(2) 一 般 4.0

・基幹工種欄の（ ）内記載事項は、平成元年度まで設けられていた区分を示す。
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別表第３

国営農地再編整備事業

基 幹 工 種 助 成 率

全 施 設

１ 一 般 型 4.0

２ 中山間地域型 4.0
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別表第４

区 分 該 当 地 区 補助金の額（助成率）

国営土地改良事業負担金計画 元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法

措置実施要領（昭和62年8月21 を併用する地区は、以下の算式により算

県要件助成 日付け62構改B第1133号）の規 定された額

Ｙ＝Σ(Ｘi－Ｘ)／２

ただし、Xi-X＜0ならばXi-X=0とする。

定により、償還計画について

構造改善局長の承認を受けた

地区 Ｙ：補助金の額

Ｘi：i年度に地元が県に支払うべき

負担金

i ：償還期間中の各年度

Ｘ：Ｘi の平均
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（別記様式第１号）

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業採択申請書

番 号

年 月 日

宮 城 県 知 事 殿

住所

申請者

名称及び代表者の氏名 印

令和 年度新規国営土地改良事業負担金償還助成事業の採択をされたく、下記のとお

り申請します。

記

１ 事 業 名

２ 地 区 名

３ 事 業 費（見込み） 億円

４ 助 成 額（見込み） 単位：千円

施設区分 農家償還金 償還助成交付金

負担率 償還金計 助成率 交付額計

% %

% %

% %

% %

計

５ 償還期間（予定） 年 月から 年 月

添付資料 償還計画表
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（別記様式第２号）

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業採択通知書

番 号

年 月 日

土地改良区理事長 殿

宮城県知事 印

年 月 日付け 第 号で申請のありました下記地区について、国営土地改良事業負

担金償還助成事業の実施地区として、採択しましたので通知します。

なお、国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内に

おいて当該補助金を交付します。

記

１ 事 業 名

２ 地 区 名

３ 事 業 費（見込み） 億円

４ 助 成 額（見込み） 単位：千円

施設区分 農家償還金 償還助成交付金

負担率 償還金計 助成率 交付額計

% %

% %

% %

% %

計
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（別記様式第３号）

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付申請書

番 号

年 月 日

宮 城 県 知 事 殿

住所

申請者

名称及び代表者の氏名 印

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金を交付されるよう補助金等交

付規則第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１ 補助金の使途及び目的

２ 補助金の算出の基礎

添付書類

１ 償還計画書

２ 収支予算書（別添様式第４号）
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（別記様式第４号）

収 支 予 算 書

１ 収 入

区 分 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考

円 円 円
県 補 助 金

計

２ 支 出

区 分 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考

円 円 円

計
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（別記様式第５号）

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業実績報告書

番 号

年 月 日

宮 城 県 知 事 殿

住所

申請者

名称及び代表者の氏名 印

令和 年 月 日付け宮城県（農村）指令第 号で交付決定の通知があった国営土

地改良事業負担金償還助成事業について、下記のとおり実施したので補助金等交付規則第

１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

１ 補助金の使途及び目的

２ 補助金の算出の基礎

添付書類

１ 負担金納付を証する書面の写し

２ 収支精算書（別添様式第６号）

237



（別記様式第６号）

収 支 精 算 書

１ 収 入

区 分 本年度精算額 本年度予算額 増 減 備 考

円 円 円
県 補 助 金

計

２ 支 出

区 分 本年度精算額 本年度予算額 増 減 備 考

円 円 円

計
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（別記様式第７号）

令和 年度国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金概算払請求書

番 号

年 月 日

宮 城 県 知 事 殿

住所

申請者

名称及び代表者の氏名 印

令和 年 月 日付け宮城県（農村）指令第 号で交付決定の通知があった国営土地

円を概算改良事業負担金償還助成事業補助金について、下記のとおり金

払によって交付されたく請求します。

記

区 分 対象事業費 交付決定額 既 受 領 額 今回請求額 残 額

円 円 円 円 円

計

支払銀行名：

口 座 番 号 ：

口座名義人：
フ リ ガ ナ
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（５）農業水利権管理事業取扱要領
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農業水利権管理事業取扱要領 

（目的） 

第１ この要領は、知事が取得する河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）

第２３条の規定による許可（以下「水利使用許可」という。）の更新手続に必要な書類等

の作成を行う農業水利権管理事業（以下「事業」という。）に必要な事項を定めるものと

する。 

（事業の内容等） 

第２ 事業内容は、水利使用許可の更新手続に当たり、申請に要する書類及び水利使用許可

権者である河川管理者（以下単に「水利使用許可権者」という。）から提出を求められ

る資料の作成に必要な項目で、別表のとおりとする。 

（事業の主体） 

第３ 事業は、地方振興事務所又は地域事務所の農業農村整備部において実施するものと

する。 

（事業箇所の決定及び報告） 

第４ 地方振興事務所及び地域事務所の農業農村整備部長（以下「部長」という。）は、こ

の事業を行う年度ごとにその予定箇所を別紙様式１により農村振興課長（以下「課長」

　という。）が別に定める期限までに提出するものとする。 

２ 課長は、前項により提出を受けた内容に基づき事業箇所を決定し、別紙様式２により

　部長に通知するものとする。 

３ 部長は、予算の適正な執行に努めるものとする。 

４ 部長は、水利使用許可権者から許可を受けた場合は、許可書、水利使用規則及び許可

　申請書の写しを付して課長に報告するものとする。 

 （事務処理） 

第５ 前条に定める事務は、農政部農村振興課において行う。 

 （その他） 

第６ この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は課長が別に定めるも

のとする。 

 附 則 

この要領は、平成４年４月１日より施行す

る。 
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 附 則 

この要領は、平成６年４月１日より施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２７年４月１日より施行す

る。 

 附 則 

この要領は、令和２年８月１日より施行する。 
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（別表）

農業水利権管理事業の内容

調査項目 調査内容 備考

(1) 水利使用の許可申請

書の作成

(2) 現況調査及び検討

イ かんがい面積の調

査等

ロ 土壌タイプ調査等

河川法（以下、「法」という。）第２３条の

流水占用期間の更新許可申請書の作成を行う。

農地の改廃等による受益地の変更及び地域内

事業等による用排水系等の変更状況を把握する。

経年変化による土壌の変化の状況把握を行い、

減水深等の基礎資料を作成する。

ハ 減水深調査等 イ・ロ等の結果より減水深等の見直しを行う。

ニ 河川区域内の占用 法第２４条による河川取水施設の河川占用面積

面積の調査等 の算出と地形図の作成を行う。

ホ 水収支計算 イ・ロ・ハの結果により必要水量の算出、河川取

水量（申請水利権）の算出根拠を決定する。

(3) 水利使用の許可申請 受益地内の用排水系統図、占用面積地形図等

書に添付する関係図書 申請に必要な添付図書の作成を行う。

の作成

(4) 河川からの正確な取 測定誤差や転記ミスが生じないように河川か

水量測定を合理化する らの正確な取水量測定を合理化する体制を整備

体制整備 する。

(5) その他 稲作等の状況変化により取水期別及び期間の

変更等について検討し資料の作成を行う。
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別紙様式１（第４関係）

○○年○○月○○日作成

番号 水利権使用名称 河川名 許可期限 許可権者 所要額（千円） 事業概要 備考

（記載例）

1 村田ダム
荒川

秋山沢川
R5.3.31 地方整備局長 1,000 水利使用許可申請書の作成

〇〇地方振興事務所／○○地域事務所

令和 　年度農業水利権管理事業事務所予定箇所調書
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　年　　月　　日作成

大河原 160210

仙台 160220

北部 160230

栗原 160240

東部 160260

登米 160250

0 0

予算額（円） 令達額（円）

令和　　年度農業水利権管理事業事務所別執行予算

備考

別紙様式２（第４の２関係）

農業水利権管理事業費

公所 公所コード 箇所名

計

事業コード

5254923
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（６）みやぎの地域資源保全活用

支援事業実施要綱
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みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金交付要綱 

  （目的） 

第１条 県は、みやぎの地域資源保全活用支援事業実施要綱の別紙１に定める中山間地域等農村

活性化事業に要する経費について、この事業を行う者（以下「事業者」という。）に対し、予算

の範囲内においてみやぎの地域資源保全活用支援事業補助金を交付するものとし、その交付等

に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

  （事業者） 

第２条 この要綱で「事業者」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 市町村

(2) 土地改良区

(3) 地域住民活動の活性化推進について、指導及び助言等を行う宮城県ふるさと水と土指導員

（以下「指導員」という。） 

(4) 土地改良施設等や農地の保全及び整備並びに利活用活動など地域住民活動を実践するふ

るさと水と土保全隊（以下「保全隊」という。）

  （交付の対象事業等） 

第３条 みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金の交付対象となる事業の種類、経費及び補助

額については、別表のとおりとする。 

  （交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものとし、

その提出期限は、知事が別に定めるものとする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のと

おりとする。 

(1) 経費の配分及び事業計画の概要（別紙１）

(2) 収支予算書（別紙２）

(3) その他知事が必要と認める書類

  （交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、様式

第２号により知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限

りでない。

イ 経費の配分の変更
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  調査研究事業及び推進事業に係る事業間の経費の流用 

ロ 事業内容の変更

事業目的の重要な変更以外の変更

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認を受ける

こと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

  （実績報告） 

第６条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第４号によるもの

とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

(1) 事業実施結果報告書（別紙１－１）

(2) 収支精算書（別紙２－１）

(3) その他知事が必要と認める書類

  （補助金の交付方法） 

第７条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、

規則第１５条ただし書の規定により概算払により交付できるものとし、その請求書の様式は、

様式第５号によるものとする。 

  （書類の経由等） 

第８条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は１部とし、事業者の所在地を所管する

地方振興事務所（地域事務所を含む。）を経由するものとする。ただし、指導員及び保全隊につ

いては、当該指導員及び保全隊が在住する市町村が取りまとめ後、地方振興事務所を経由する

ものとする。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場合に、当該補

助金にも適用するものとする。 

３ 中山間地域等農村活性化事業補助金交付要綱（平成１０年７月１日施行）は、廃止する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場合に、当該補

助金にも適用するものとする。 
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３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のみやぎの地域資源保全活用支援事業補助金

交付要綱の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この要綱による改正後のみやぎの地

域資源保全活用支援事業補助金交付要綱によりされた手続、処分その他の行為とみなす。 

 附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場合に、当該補 

助金にも適用するものとする。 
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別表（第３条関係） 

事業の種類 交付対象 補助額 補助額上限 対象経費 

１ 調査研究事業 

 指導員が、市町村又は集

落単位の活動に対して行

う現地調査又は利活用等

の指導活動に必要な調査

や研究 

(1) 地域活動に係る土地改良施

設等の現況調査 

(2) 地域活動に係る土地改良施

設等及び農地の維持管理状況

調査 

(3) 地域住民活動の状況調査及

び意識調査 

(4) 土地改良施設等及び農地の

機能保全に資する技術試験・研

究 

(5) その他、特に調査研究が必要

と認められる事項

対象経費に

要する額 

１０万円 イ 報償費 講師謝礼

ロ 旅費 講師の旅費、県主催の研修会等への参加旅費

ハ 購入費 地域住民活動に必要な資材・機材の購入費用

・文房具等（コピー用紙、フィルム等）

・印刷代（パンフレット、保全マップ、活動成果等の

印刷費用）

・地域住民活動（イベント等）の資材・材料費（苗木、

燃料、食材購入費） 

・食糧費（活動及び会議等における茶菓子代。弁当、

食事代を除く。）

ニ 役務費 郵便代

ホ 委託料 調査研究事業等での水質検査等で調査機関

に依頼する費用 

ヘ 使用料及び賃借料

・会議等での会場使用料

・先進地研修時のレンタカー代、有料道路代

・草刈機、重機等の借上費用

ト 日当 土地改良施設等や農地の保全及び整備活動の

参加者に対して支払う日当 

（単価については、地域で一般的に適用されて

いる類似作業の労務単価等を参考にするなど

して定め、保全隊等の規約に明示されたもので

あること。） 

チ 上記のほか、知事が必要かつ適当と認めるもの

２ 推進事業 

 事業者が、地域住民活動

の実施及び活性化を図るた

めに行う事業 

(1) 集落単位等で構成される、土

地改良施設等や農地の保全及

び整備並びに利活用活動など

地域住民活動を実践する保全

隊設立の推進及び運営 

（設立後３年以内） 

５万円 

(2) 保全隊に指導員を１人以上

配置し、地域住民活動の実施 

２０万円 

(3) 保全隊及び指導員が行う、地

域住民活動の活性化に関する

推進及び指導事業 

５万円

250



様式第１号（第４条関係） 

年度みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金交付申請書 

第 号 

年 月 日 

宮城県知事 殿 

事業者 住所 

氏名又は名称及び代表者名 

 年度においてみやぎの地域資源保全活用支援事業を下記により実施したいので、補助金

等交付規則第３条の規定により、補助金 金    円を交付されるよう関係書類を添えて申請

します。 

記 

１ 事業の目的 

２ 事業の内容 

指導員名： 

（添付書類） 

１ 経費の配分及び事業計画の概要（別紙１） 

２ 収支予算書（別紙２） 

３ その他知事が必要と認める書類 
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別紙１ 

 

経費の配分及び事業計画の概要 

 

１ 事業者名 

 

２ 実施地域 

 

３ 経 費 

（単位：円） 

事  業  名 予 算 額 摘    要 

調 査 研 究 事 業   

推  進  事  業   

合   計   

 

 

４ 事業計画の内容 

 

(1) 調査研究事業 

※指導員の役割を簡潔に記載 

 

 

 

 

 

 (2) 推進事業 

※指導員の役割を簡潔に記載 

 

 

 

 

５ 添付図面 

事業実施地域の位置図 
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別紙２ 

収 支 予 算 書 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区 分 予 算 額 摘 要 

補 助 金 

自 己 資 金 

合 計 

２ 支出の部 

（単位：円） 

区 分 予 算 額 摘 要（内 訳） 

調 査 研 究 事 業 

推 進 事 業 

合 計 

（添付書類） 

経費明細書 
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様式第２号（第５条関係） 

年度みやぎの地域資源保全活用支援事業計画変更申請書 

第 号 

年 月 日 

宮城県知事 殿 

事業者 住所 

氏名又は名称及び代表者名 

年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で補助金の交付決定の通知のあっ

たみやぎの地域資源保全活用支援事業について、下記のとおり事業の内容を変更したいので、承

認されるよう関係書類を添えて申請します。 

記 

変更理由 

（添付書類） 

１ 変更後の事業計画 

２ 変更前後における予算対照表 
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様式第３号（第５条関係） 

年度みやぎの地域資源保全活用支援事業中止（廃止）承認申請書 

第 号 

年 月 日 

宮城県知事 殿 

事業者 住所 

氏名又は名称及び代表者名 

 年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で補助金の交付決定の通知のあっ

たみやぎの地域資源保全活用支援事業について、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので、

承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 中止（廃止）理由 

２ 中止の期間 
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様式第４号（第６条関係） 

年度みやぎの地域資源保全活用支援事業実績報告書 

第 号 

年 月 日 

宮城県知事 殿 

事業者 住所 

氏名又は名称及び代表者名 

 年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で補助金の交付決定の通知のあっ

たみやぎの地域資源保全活用支援事業について、下記のとおり事業を実施したので、補助金等

交付規則第１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

記 

１ 事業実施結果の内容 

指導員名： 

２ 振込先 

金融機関名 銀行・農協 本・支店 

種別・口座 普通 ・ 当座 
口 座 番 号 

（フリガナ）

口座名義人 

（添付書類） 

１ 事業実施結果報告書（別紙１－１） 

２ 収支精算書（別紙２－１） 

３ その他知事が必要と認める書類 
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別紙１－１ 

事業実施結果報告書 

１ 実施地域 

２ 実施内容 

(1) 調査研究事業

※指導員の役割を簡潔に記載

(2) 推進事業

※指導員の役割を簡潔に記載

３ 事業によって作成された書類等 
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別紙２－１ 

収 支 精 算 書 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区 分 予 算 額 精 算 額 

比 較 増 減 

摘 要 

増 減 

合 計 

２ 支出の部 

（単位：円） 

区 分 予 算 額 精 算 額 

比 較 増 減 

摘 要 

増 減 

（事業名） 

合 計 

（添付書類） 

経費明細書 
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様式第５号（第７条関係） 

年度みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金概算払請求書 

年 月 日 

宮城県知事 殿 

事業者 住所 

氏名又は名称及び代表者名 

年  月  日付け宮城県（  ）指令第 号で補助金の交付決定の通知のあっ

たみやぎの地域資源保全活用支援事業について、下記により金 円を概算払請求によっ

て交付されたく請求します。 

記 

（単位：円） 

交付決定額 既受領額 今回請求額 残 額 摘 要 

１ 概算払を必要とする理由 

２ 振込先 

金融機関名 銀行・農協 本・支店 

種別・口座 普通 ・ 当座 
口 座 番 号 

（フリガナ）

口座名義人 
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みやぎの地域資源保全活用支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 中山間地域においては、過疎化、高齢化等の著しい進行による地域全体の活力の低下

に伴い、農村の集落機能が低下しつつあり、地域の土地改良施設等及びこれと一体的に保全

することが必要であると認められる農地の保全が課題となっている。 

本事業では、この課題を解決するため、農地や土地改良施設等の利活用に係る地域住民の

共同活動の活性化を図る指導者の育成や、その指導者が主体となり地域住民が参加する保全

管理活動、土地改良施設等及び農地、歴史的施設等の活用、農耕儀礼や郷土食等の伝統文化

等の継承活動など、地域住民活動の多様な展開を支援することにより、集落機能の維持・向

上を図り、もって農村地域の有する多面的機能を良好に発揮させることを目的とする。 

本事業の実地については、中山間地域等農村活性化基金条例（平成５年宮城県条例第３２

号）、中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要綱（平成５年４月１日付け５構改Ｄ第

２１３号農林水産事務次官依命通達）及び中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要領

（平成５年４月１日付け５構改Ｄ第２０９号構造改善局長通知。以下「実施要領」という。）

に定めるもののほか、この要綱によるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「土地改良施設等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条の土地改良事業により造成された農

業用ダムや頭首工、農業用排水路、農道などの施設 

(2) 県営土地改良事業等により造成された環境及び親水施設を含む施設

(3) 歴史及び文化的な農業用に供される施設

(4) その他、農村地域における土地改良施設と関連する地域資源等

２ この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 農地 土地改良施設等及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農

地をいう。

(2) 地域住民活動 農地や土地改良施設等の利活用に係る地域住民の共同活動をいう。

(3) 地域資源等 土地改良施設等及び農地並びに歴史的施設等をいう。

(4) 地域文化等 農耕儀礼や郷土食等の伝統文化等をいう。

（対象地域） 

第３条 本事業の対象とする地域は、中山間地域及びこれらの地域と一体として事業を推進す

ることが効果的であると認められる地域とし、実施要領第２の２及び３の規定による市町村 

の地域とする。 

（実施事業） 

第４条 本事業で実施する事業は、次に掲げるものとする。 
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(1) 調査研究事業

ア 別紙１の第１の(1)に定める事業

イ 別紙３の第１の(1)及び(3)に定める事業

(2) 宮城県ふるさと水と土指導員等育成及び研修事業

ア 別紙２に定める事業

イ 別紙４に定める事業

(3) 推進事業

ア 別紙１の第１の(2)に定める事業

イ 別紙３の第１の(2)に定める事業

ウ 別紙４に定める事業

（事業主体等） 

第５条 本事業の実施にあたっては、関係市町村、地方振興事務所（地域事務所を含む。）及

び教育機関と連携して行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、本事業を行う者に対し、補助することが

できる。 

（事業の評価） 

第６条 県は、本事業を効果的に推進するため、農村振興施策検討委員会条例（平成１９年宮

城県条例第７８号）で設置する宮城県農村振興施策検討委員会（以下「委員会」という。） 

に対し、第４条に掲げる事業の実施計画及び実施結果等に関し意見を求めるものとする。 

  （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、農政部長が別に定

めるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 宮城県ふるさと水と土指導員設置要綱（平成９年２月１３日施行）は、廃止する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のみやぎの地域資源保全活用支援事業実

施要綱の規定によりされた手続、その他の行為は、この要綱による改正後のみやぎの地域資

源保全活用支援事業実施要綱によりされた手続、その他の行為とみなす。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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（別紙１） 

中山間地域等農村活性化事業の実施 

（事業内容） 

第１ 要綱第４条第１号ア及び第３号アの事業は、農村地域における土地改良施設等や農地の

多面的機能の良好な発揮と、地域住民活動の実施等を行うものとし、内容は以下のとおりと

する。 

(1) 地域資源等に係る調査研究事業

指導員が、市町村又は集落単位の活動に対して行う現地調査又は利活用等の指導活動

に必要な調査や研究で次に掲げるもの。 

イ 地域活動に係る土地改良施設等の現況調査

ロ 地域活動に係る土地改良施設等及び農地の維持管理状況調査

ハ 地域住民活動の状況調査及び意識調査

     二 土地改良施設等及び農地の機能保全に資する技術試験・研究 

ホ その他、特に調査研究が必要と認められる事項

(2) 地域資源等の保全活用推進事業

事業者が、地域住民活動の実施及び活性化を図るために行う事業で次に掲げるもの。

イ 集落単位等で構成される、土地改良施設等や農地の保全及び整備並びに利活用活動

など地域住民活動を実践するふるさと水と土保全隊（以下「保全隊」という。）設立の

推進及び運営 

ロ 保全隊に指導員を１人以上配置し、地域住民活動の実施

ハ 保全隊及び指導員が行う、地域住民活動の活性化に関する推進及び指導事業

(3) 前２号の事業推進における活用事例等は、中山間ふるさと・水と土保全対策事業及び

中山間ふるさと・水と土保全推進事業の積極的な活用について（平成１９年８月２８日

付け事務連絡農村振興局整備部地域整備課通知）によるものとする。 

（定義） 

第２ 本事業を行う「事業者」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 市町村

(2) 土地改良区

(3) 別紙２に定める指導員

(4) 保全隊

（実施体制） 

第３ 事業者は、本事業の実施にあたり、関係市町村及び地方振興事務所とあらかじめ協議す

るものとする。 
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 (補助) 

第４ 県は、事業者が行う第１の事業実施にあたり、みやぎの地域資源保全活用支援事業補助

金交付要綱（令和２年４月１日施行）に基づき、予算の範囲内でその経費の一部を補助する

ものとする。 

（他の施策等との関連） 

第５ 本事業の実施にあたっては、次に掲げる施策等との連携に配慮するものとする。 

(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成２６年法律第７８号）に基

づく多面的機能発揮促進事業 

(2) その他、市町村及び県（他部局を含む）の関連事業等
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（別紙２） 

宮城県ふるさと水と土指導員等育成及び研修事業の実施 

  （事業内容） 

第１ 要綱第４条第２号アの事業は、地域住民活動の活性化推進を図るため、指導及び助言等

を行う宮城県ふるさと水と土指導員（以下「指導員」という。）の設置及び当該人材育成を行

うものとする。 

  （指導員の役割） 

第２ 指導員の主な役割は、次のとおりとする。 

(1) 委員会に対する土地改良施設等や農地に係る保全対策及び活用等についての提案

(2) 県及び市町村が本事業で実施する土地改良施設等及び農地に関する調査・診断等に対

する協力と助言 

(3) 地域住民が行う土地改良施設等及び農地の保全活動や、それらを活用した活動に対す

る助言や指導等

(4) 任期中に県が主催する「指導員活動に関する研修（他事業の地域住民活動の活性化推

進を図る研修会等を含む。）」を受講すること。

(5) その他特に必要とする活動

（委嘱） 

第３ 指導員となる者は、ふるさと保全ネットワーク（全国土地改良事業団体連合会）が主催

する「ふるさと水と土基金全国研修会」を受講するものとする。 

２ １に定めるもののほか、第２の(4)の研修を受講（受講予定を含む。）するものとする。た

だし、既に受講を受けたことがある者は、この限りでない。 

３ 指導員は、１及び２のいずれかを満たす者の中から、本人の同意を得て農政部長が委嘱す

る。 

（任期） 

第４ 指導員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

（費用弁償） 

第５ 指導員又は指導員となる者が、県の指定する会議及び研修会等に参加するときは、職員

等の旅費に関する条例（昭和３２年宮城県条例第３０号）第３条第４項及び第１４条の規定

により費用弁償を支給するものとし、その他の費用については、県が支弁することができる。 
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（別紙３） 

地域住民活動促進事業の実施 

  （事業内容） 

第１ 要綱第４条第１号イ及び第３号イの事業は、土地改良施設等及び農地が有する多様な機

能を良好に発揮させるため、地域資源等の利活用促進や保全及び維持を行う地域住民活動を

行うものとし、内容は以下のとおりとする。 

(1) 地域資源等保全活用支援事業

集落機能の維持向上へ向けた地域の実態把握及び地域資源等の調査や、その結果を活

用した活動を実施するにあたっての地域の合意形成を図る活動の支援を行う。 

(2) 地域文化等継承活動支援事業

集落機能を維持向上させるために地域文化等の継承を推進する活動の支援を行う。

(3) 保全隊設立支援事業

保全隊の設立に向けた地域住民の意識調査や合意形成を図るための活動を支援する。

（実施体制） 

第２ 本事業の実施は、農山漁村なりわい課又は地方振興事務所が行うものとする。 

（業務の実施） 

第３ 第１に定める事業（以下「支援事業」という。）の実施については、地域住民の話し合

いを通じた地域づくりや広報活動等を円滑に進めるための知識や技術、公正中立な第三者と

しての調整役の確保などを考慮する必要があることから、専門的な能力を有する機関等に委

託できるものとする。 

（実施手続） 

第４ 地方振興事務所長（以下「所長」という。）は、支援事業を実施しようとするときは、

事務所提案支援事業実施計画書（別記様式）を作成し、農山漁村なりわい課長に提出するも

のとする。なお、これを変更しようとするときも同様とする。 

２ 農山漁村なりわい課長は、支援事業の実施を決定しようとするときは、１の内容を次に掲

げる基準に従い審査し、実施決定したものについては、予算の範囲内で所長に予算の令達を

行うものとする。 

(1) 支援事業実施の必要性

(2) 支援事業計画の実現性

(3) 事業費の妥当性

（実施期間） 

第５ 支援事業の実施期間は、原則１地域あたり２年を最大とする。 

265



（実績報告） 

第６ 所長は、支援事業終了後に成果品である業務報告書（概要版、活動状況写真を含む。）

を農山漁村なりわい課長に提出するものとする。 
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別記様式（第４関係） 

地域住民活動促進事業 事務所提案支援事業実施計画書 

業 務 名 事 業 費 

地 域 名 市 長 村 名 

市 町 村 

担当課・者 
連 絡 先 

１．地域の概要（農村・農家の状況と課題等） 

２．保全活用する地域資源等の概要 

（地域資源等の概要） 

（住民の関わり） 

３．事業内容（事業期間・支援内容・予算額・想定される効果） 

４．事業の執行方法（委託、補助、主体等） 

５．地域の位置図（別添） 

担当事務所・班 担当者名 
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（別紙４） 

地域人材育成に係る教育機関連携事業の実施 

  （事業内容） 

第１ 要綱第４条第２号イ及び第３号ウの事業は、地域資源の利活用や保全管理、地域住民活動の活性

化を図るため、教育機関と連携し、地域環境への理解醸成や地域人材の育成を行うものとする。 

  （実施体制） 

第２ 本事業の実施は、農山漁村なりわい課が指定した教育機関（以下「連携校」という）が行うもの 

とする。 

 （連携校の指定） 

第３ 教育機関の長は、本事業を実施しようとするときは、教育機関連携事業実施計画申請書（別記様 

 式第１号）を作成し、農山漁村なりわい課長に提出するものとする。 

２ 農山漁村なりわい課長は、連携校を指定しようとするときは、１の内容を次に掲げる基準に従い審 

査し、連携指定したものについては、予算の範囲内で連携校の長に予算の令達を行うものとする。 

(1) 事業実施の必要性

(2) 事業計画の実現性

(3) 事業費の妥当性

 （連携期間） 

第４ 事業の連携期間は、１年間とする。ただし、再連携を妨げない。 

 （実績報告） 

第５ 連携校の長は、事業終了後に実績報告書（別記様式第２号）を農山漁村なりわい課長に提出する 

ものとする。 
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別記様式第１号（別紙４の第３関係） 

令和 年度地域人材育成に係る教育機関連携事業実施計画申請書 

令和 年 月 日 

宮城県知事 殿 

申請者 教育機関名 

 住   所 

 代 表 者 名 

令和 年度地域人材育成に係る教育機関連携事業を実施したいので、みやぎの地域資源保全活用

支援事業実施要綱（別紙４）の第３の規定により、関係書類を添えて申請します。 

記 

事業内容 実施計画書（別紙）のとおり 
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別紙 

令和 年度地域人材育成に係る教育機関連携事業 

実施計画書 

１ 実施主体 

教育機関名 

代表者職名 代表者氏名 

担 当 部 署 

担当者職名 担当者氏名 

T E L E - m a i l 

２ 実施内容 

（１）概 要 

（２）計 画 

実施内容 実施方法 実施時期 実施場所 必要経費 

経 費 合 計 

３ 経費明細 

経費区分 経費（額） 内 訳 

人件費 

報償費 

旅 費 

需用費 

役務費 

委託料 

使用料 

… 

合 計 

※その他、参考添付書類等がある場合は御提出願います。
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別記様式第２号（別紙４の第５関係） 

令和 年度地域人材育成に係る教育機関連携事業実績報告書 

令和 年 月 日 

宮城県知事 殿 

申請者 教育機関名 

 住   所 

 代 表 者 名 

 令和  年度地域人材育成に係る教育機関連携事業について、下記のとおり実施したのでみやぎの

地域資源保全活用支援事業実施要綱（別紙４）の第５の規定により、関係書類を添えて報告します。 

記 

事業内容 事業実績書（別紙）のとおり 
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別紙 

令和 年度地域人材育成に係る教育機関連携事業 

事業実績書 

１ 実施主体 

教育機関名 

代表者職名 代表者氏名 

担 当 部 署 

担当者職名 担当者氏名 

T E L E - m a i l 

２ 実施内容 

（１）概 要 

（２）実 績 

実施内容 実施方法 実施時期 実施場所 経費 

経 費 合 計 

３ 経費明細 

経費区分 経費（額） 内 訳 

人件費 

報償費 

旅 費 

需用費 

役務費 

委託料 

使用料 

… 

合 計 

※その他、参考添付書類（写真を含む）を御提出願います。
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（７）補助金等交付規則
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補助金等交付規則

昭和五十一年三月三十一日 

宮城県規則第三十六号 

補助金等交付規則をここに公布する。 

  補助金等交付規則 

(趣旨) 

第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、

決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。 

(定義) 

第二条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるも

のをいう。 

一 補助金 

二 利子補給金 

三 知事が指定する負担金 

四 その他相当の反対給付を受けない給付金(知事が指定するものを除く。) 

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。 

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。 

一 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源

の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの 

二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、

利子を軽減して融通する資金 

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通

の対象となる事務又は事業をいう。 

6 この規則において、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。 

(補助金等の交付の申請) 

第三条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、次の各号に掲げ

る事項を記載した補助金等交付申請書(契約の申込にあつては、契約に関する書類)を知事に対しその定

める期日までに提出しなければならない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所 

二 補助事業等の目的及び内容 

三 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎 

四 その他知事が必要と認める事項 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 事業計画書 

二 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

三 工事の施行にあつては実施設計書 

四 その他知事が必要と認める書類 

3 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、

その添付を省略させることがある。 

(補助金等の交付の決定) 

第四条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて

行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに、

補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。 

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係

る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。 

(補助金等の交付の条件) 

第五条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必

要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 

一 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除
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く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。 

二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関す

る事項 

三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

四 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等遂行が困難となつた場合においては、

速やかに、知事に報告してその指示を受けること。 

2 知事は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において

は、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当す

る金額を県に納付すべき旨の条件を付することがある。 

3 知事は、前二項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことが

ある。 

4 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前三項の規定により知事が補助金等の交付

の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなけ

ればならない。 

(決定の通知) 

第六条 知事は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付し

た場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。 

(申請の取下げ) 

第七条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知

に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日

から十五日以内に、申請を取り下げることができる。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この期

間を短縮し、又は延長することがある。 

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたも

のとみなす。 

(事情変更による決定の取消し等) 

第八条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が

生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに

付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、

この限りでない。 

2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当

する場合とする。 

一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継

続する必要がなくなつた場合 

二 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土

地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補

助金等又は間接補助金等によつて賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由

により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業

者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。) 

3 知事は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた次に掲げる経

費について補助金等を交付することがある。 

一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

二 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費 

4 第六条の規定は、第一項の規定により取消し、又は変更をした場合について準用する。 

(補助事業等の遂行等) 

第九条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付

の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をも

つて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつて

は、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反

してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。 

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に

従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等の他の用途への

使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融

資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになる
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ことをいい、同項第二号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子

の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。 

(状況報告) 

第十条 知事は、補助事業者等に対し、その定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、報

告を求めることがある。 

(補助事業等の遂行等の命令) 

第十一条 知事は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決

定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに

従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。 

2 知事は、補助事業者等が前項の命令に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の

一時停止を命ずることがある。 

(実績報告) 

第十二条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、

補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなけ

ればならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、また同様とする。 

2 前項の補助事業等実績報告書は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から一月を経過した日又

は交付の決定のあつた日の属する県の会計年度の翌年度の四月二十日のいずれか早い日までに提出しな

ければならない。ただし、知事が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げること

ができる。 

(昭五二規則一・一部改正) 

(補助金等の額の確定等) 

第十三条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、

当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果

が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。 

(是正のための措置) 

第十四条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、

その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと

認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者

等に対して、命ずることがある。 

2 第十二条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。 

(補助金等の交付) 

第十五条 知事は、第十三条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとす

る。ただし、知事は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払に

より交付することがある。 

(決定の取消し) 

第十六条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補

助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく知事の処分に違反し

たときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助金等の交付の

決定の内容又はこれに付された条件に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る

補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があ

るものとする。 

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。 

(補助金等の返還) 

第十七条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る

部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

3 知事は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第二項の規定によるもので

ある場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の

期限を延長することがある。 
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(加算金及び延滞金) 

第十八条 補助事業者等は、第十六条第一項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられ

たときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その

一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年十・九五

パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜ

られた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその

日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受

領の日において受領したものとする。 

3 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合については、補助事業者等の納付した金額

が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等

の額に充てられたものとする。 

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞

金を県に納付しなければならない。 

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき

未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

(他の補助金等の一時停止) 

第十九条 知事は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部

又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金

等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。 

(理由の提示) 

第十九条の二 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又

は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなけ

ればならない。 

(平七規則八一・追加) 

(帳簿及び書類の備付け等) 

第二十条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等

の完了又は廃止した年度の翌年度から五年間保存しなければならない。 

(財産の処分の制限) 

第二十一条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げる

ものを知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第五条第二項の規定による条件に基づき補助金

等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案

して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

一 不動産及びその従物 

二 機械及び重要な器具で、知事が定めるもの 

三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの 

(立入検査等) 

第二十二条 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等

から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。 

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければ

ならない。 

(実施細目) 

第二十三条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行し、昭和五十一年度の予算に係る補助金等から適用する。 

附 則(昭和五二年規則第一号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成七年規則第八一号) 

この規則は、平成七年十月一日から施行する。 
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（８）土地改良事業補助金交付要綱

278



��������	
��
����������������������� !"#$%�������!&'(�)*+��,-./0'1�2������3�4#563708�9:��,-3;<�=>�?@A3B08��������	!
�4#C�/<�D�
� 3E<8����	 
�FG�HIJKLMN�FG�OPQR)*+FG./0'1�3S%#C��TU�V��
�S%#/VW3X#R�����,-���Y�V��
Z+��,-./�[3\]#(!0'R�����^_`��Y������abcD�de-��f�����ghijkl��m��D�no�2p9/q%#(���
��;r�� ���f���������	�
�;r/s#���tu�56bc��v��wx�/By/4#R���
��z{���m�FG�f|��}�FS3X#��	
�z{~�����w�����Q3X#C�/<�D������o�2w3S%#�/4#R�Y�FG�f|�Y}�FS3Xy���	
�z{~3��<s���s�s0~u��[�/By/4#R�����56���bc���������Y����=>~��f��D�no�2��/q%#~u�f���}�z{~!��4#39$�8�9:��	3�#���3�#�6� �9����;r563���#�6�bc���6�3�94#��'���6� �HI POL ¡�K¢£Q�3FS4#���3�#�6��/<8¤¥Z¦#§��	�/9:	�3��� �HI J̈L ¡� ¨̈PQ�3FS4#���6�v!©ª8«$	�/�e��3��v!©ª8«$	�!0'R)*¬ªR�2­y�U7�D�	�2®�U3s�$¯e3��V�!°�<8z{<s���s�s0R$±<�z{²3B089:��	3�#���3�#�6� �9�2®�UZs0��,-3�#§�3708��V��yZ�s0R���
�³S´�µ¶���·���,-�¸G/<8�FG�m|3�¹º»o!¼�8��!&'C�/4#2�½¾!«s0�¿2­#¯e3��w����YQ3Xy�D��!o�3À�$'ÁZ���3µ¶4#V/2Z¦#R$±<�Â���!¼�8ÃÄ4#��3­�8��9:��3708Â�S%#ÃÄ�
 3�
�³S´µ¶!q%#FS2­#C�3�#R���
��|Å���Æ�FG�·|�FS3Xy�4#|Å��[�/By/4#R������AÇ�ÈÉÊ�����3�4#56���!ÈÉ4#¯e3B08��w����fQ3Xyo��Ëq!¼�#V/R$±<�[3\]#ÈÉ)Ì�ÈÉ3­�8��
279



��������	
��	
�������������
���
���
�����
�����
���
���
���
  �!"
# ����	$	%&'(���)�*+,-.+	/		%&'(�0����12	
$�	���34,-54	
/�	��678�9:;�<=>��?@,-���AB6CD��EF?@	
��	
�������������
���G�
H��
I�!"
#J����	$	%&'(���)�*+,-.+	/	%&'(�0����12	
$�	K)�LM�12	N		O)PQR�STU�V��W�XYZ��%&�[�\-�OST]+�*.	^	W�)�_`)a&M�����K)�bc:�dJeXfg�*.	
/�	���;h�12	N	W�
���i�dJeXfg�*.	^	W��jk�12,-54	
l�	���34,-54	
m�	��678�9:;�<=>��?@,-���AB6CD��EF?@	
��	
�������������
n��
 o�!"p qr���	$	%&'(���)�*+,-.+	/	%&'(�0����12	
$�	���;h�12	N	W�
���i�dJeXfg�*.	^	W��jk�12,-54	
/�	���34,-54	
l�	��678�9:;�<=>��?@,-���AB6CD��EF?@	
��	
�������������
 J����	$	%&'(���)�*+,-.+	/	%&'(�0����12	
$�	K)�LM�12	N		��)�_`K)&M�����K)�bc:�dJeXfg�*.	
/�	���34,-54	
l�	��678�9:;�<=>��?@,-���AB6CD��EF?@		
H�	
�������������
 #����					$	%&'(���)�*+,-.+					/	%&'(�0����12					
$�	K)�LM�12							N	O)�PQR�STU�V��W�XYZ��%&�[�\-�OST]+�*.					
/�	���;h�12							N	W�
���i�dJe
dJe�bst�+6uJJvwxy�?@-uJJvw�Xfg�*.							^	W��jk�12,-54					
l�	��z{|}�12					
m�	%&bc:�:~ST]�+���					
��	���34,-54					
��	��678�9:;�<=>��?@,-���AB6CD��EF?@	
280



��������	�
���
���������	���������	������������	� �!"�#���	�$%��&%��'������	�
���
�����(���	���������	���������������
)
���!"�����*��+,�!"�-��	��./�0�,�
���*��123��45678���������	�� �!"�-�9:;<=>+?�!"�@��0�,�
���*��ABC!"��&%��#���	�$%��&%��D���	EFG�H3�
IJKLMNO���	�PQERS
LTUNO��V������	�
���
�����W�X��	����	Y;�!"�����123�3Z[\]���^_�#�����
)
���!"�����`
���	a��45��45
1bc��Ed44efgh�NO�d44ef�678��������`
�ABC!"��&%��#���	EFG�H3�
IJKLMNO���	�PQERS
LTUNO��i������	�
���
�����W�j��	���kl�m��
�	���45��45
1bc��E(44efgh�NO�(44ef�678������kl�m�!"�#��kln0�!"��&%�D��	EFG�H3�
IJKLMNO���	�PQERS
LTUNO���4������	�
���
�����o���	���������	���������������
)
���!"������m�p�qrs�tuv:wxys�123���^_������	�s�!"�-���m�p�qrsz{tuv:wxys|�!"��#���	Y;�!"��D���	�$%��&%��}���	EFG�H3�
IJKLMNO���	�PQERS
LTUNO���~�����h����'����'���G
��~���6�h��.�c����C~��G���6��U�z{�d�g�
C���6��KU��6��
��KL���L{LM�����������V���� �4���G
�����C[\]�~��G��TU ¡�¢£¤H��¥¦£¤H6§¨���©�ª«
¬M­C��®¯�¥°
���	PQ�����6:±KCb²£¤H�³´µ�¶µ�d�·¸
��
��c�¹��c�����
281



��������	�
�� �
�����
������������������� ���!"���#�$%�&�'()*���+,�-./��01234%5-6�789�:1!-�;<=.>;-���?@�A%��B�CDEFBG6�HIGJKLM=5NO�789�:1
P-�$Q�R�S�F��
���T����������UL%VW=XV/V;�Y��Z�$[T$Q�R�������3\�]^_`�����Ha����S��bcdI����e��f��\�gh$V�cG3\i$�jk2 l%5mn�op�q%6���Br��;<=.��:��stuvwo��!����BKLxy�6�z{|}xy��UL%5#�./z{E~�5#���;����a�Y�����&����E�a$}���Y�e��:�e�5�%���TKL�xy2%5��?@���������������2'(Q���5�������B�����=����\����DE�/.�V�5NO����=2��BD./�D%���%VW=XV/V;R�:��:�e�5�%���TKL�xy2%5��?@���������������2'(%5��[;���\�_`���\��x���T����B�����=����\����DE��%5NO���&�BD�F��
���T�D2%5f��?@��;���&�BDE��5D2����^�BD�2� ����"��T��.������Q�$$#������� ¡2¢W��=2��%VW=XV/V;R���£5�����B�����=����\����DE�/.�V/V;NO6�V;NO�~��#�&�¤¥���;��D����~�5-�78�1 �¦-£J�������%VW=XV/V;R�������B�D�������P�����
���
�����
���T����2¢W5NO��������������§¨_`�a�©��ª�r¨�2«;�&�����������¬­EKL®��j¯_`�=�L%5�°�±OQ�$}�5$²����B�D2��%���?@�³�Q�#�$Q�R�S�F��§¨_`ª�r¨���3´µ¶·¸��¹º�_`»t¼º������}r¨a½�¾¬�¿8:1�-À«���T�ÀQ�#�$Q�R�����B�KL�Á������������P����
�Q���B�D�����[;���B2KLQ�#�$Q�R5�%��������Â«��aE~�$}��$²��
�� �¦�5�%��
���THIG6�FBG��TKLQ��$EJ²�#�$%�&�yÃ��� ���Ä"���#�$Q�R�������B�3v����
���?@��������;��op2ÅÆ���3v$Ç^%������b�_`c(2 l%���B�ÈÉ2�/.�%�[.VW=XV/V;R�S���?@��F��b�_`c(��;��
�� 
P��ÊË²�&�c(j¯�Ìh�Y6�ÌhÍ2ÎÅ%�F��op$$#������+,6�ÏÐ�-�ÑQ�89�789./ÒI%�!8ÓÎÅÔu%VW=XV/V;R�
282



��������	
��	
�������
���������������� ���!"#�����$%&'(��)&*��+,
��-./�0&*1�234��5�67819*������:;<�=>�?9*�@��A>B�8CD4EFG4D4&(	H	�����8IJKLM%����NOPQ����QL%RSTFL%U��@�NO�VW��XW8Y�Z<[\LM%PQL(		����IJ�]^�	
�_	`a
b�c
Hdef
gd�`h���IJ�]^8iEL����@FjFkl���mnPopqr!s�tu_ov!w�xy�zL��
������� 1��Q9*��{qr!s��1�%KL(	H	��:��zLxy�|}�~����KL���tu�pv��
���d�
bbc�h�L���IJ8]^KL�����������z��:�;<`a�tu ��v����
��d�
{c���h�LIJ]^���!"#IJ]^��$%&'(�%KL(	g	
�����IJ]^����0&*�IJ8]^[F �����8IJ��'%KL%U��QD����
���8iE4EFG4D4&(	�	w�����)&*��
��
H��`h8��KL(		�����:;<��<K�Ucl�	
�o	
��������^L(�������
�5���:8;<KL%U��� ¡
¢�D
�_T£�`h��¤Lcl8<[4EFG4D4&(		�¥¦�§¨��	
�¢	M� ¡����
�©ªKL¥¦��
����«¬­8¬�®¯%KL­°±²
³¬8§¨KL1�%��@�©ªW´�µkW%KL( ¶��·¸�
��¹¦�º�»¼L�½���¾����b����_��D�b���
��)&*��
����«¬­P­¯
³¬�
�¿+®¯�QLÀÁ��­¯
³¬�©ªKL1�%KL(			 Â	a	k	M� ¡��tuo�v�ÃkÄ�DÅ}��tuo�vÆxy�zL��:�~�KL(	H	M� ¡��ÇvÆ!È�µvÆ�0&*�+,��:�zLxyPÉÊ� ÀÁ�+,��:�1~�KL1�%KL(	Â	a	M� ¡��tuo�v�Ã�Ä�DÅ}��tuo�vÆxy�zL��:�~�KL(	Â	a	M� ¡��tuo�v�pÃ��Ä�DÅ}��tuo�vÆxy�zL��:�~�KL(	Â	a	M� ¡��tu ¢�vgÃ bbÄ�DÅ}��tu ¢pvÆxy�zL��:�~�KL( ¶��Ë���:;<ÌÍ¥�P�
�©ª[F*&LÀÁ���?w�Î��L(	Â	a	M� ¡��tu¢�v�Ãb�Ä�DÅ}��tu¢�vÆxy�zL��:�~�KL(	Â	a	M� ¡��tu¢�v�pÃÏÄ�DÅ}��tu¢�vÆxy�zL��:�~�KL(	Â	a	�Å}�Ä��	k	M� ¡��tu¢bv�Ã�DÅ}KL( ¶��
g�· �̧H��Ð�`h�· �̧H�����ÑÒÓÁÔÕ
���;<�Ö×º�H���Ïef¾8ØÙÚ��tu¢bvgÃ��
283



��������	
��
��������������������� �!�"#$%&'"()*���+,-.%/0�1 �23�)*%45�/0�! �23�)*%��6�789:�/0�1 %;����<�=�>?%@�/0�! %ABCA�����D*�EFGHI)*���+,-.%JK �L�D*�EFGHI)*���+,-.��	MN�OP1��� :JK����Q�R�S%-.:��	
T�UPTV��������	
T�
����������������Q�R�S%-.:��	
T��TP�V��������	
T�
����������������Q�R�S%-.:��	
W�OP1��������EX��YZ[O\%"#;��789:��	
W��LPTM��������	
T�
����������������Q�R�S%-.:��	
W��TP1��������	
W�
����������������Q�R�1�S%-.:�]^_�LP1�������]^_�
����������������!�S%-.:�`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh��>d����i����i%A����Q�R�1�S%-.:�]^!��jPk�������]^!�
����������������!�S%-.:�`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh��>d����i����i%A����Q�R�1�S%-.:�]^L�OP1�������]^L�
����������������!�S%-.:�`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh��>d����i����i%A����Q�R�1�S%-.:�]^l�kPW��������]^l�
����������������!�S%-.:�`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh��>d����i����i%A����Q�R�1�S%-.:�]^U�UP1�������"#$%&'"()*���+,-.%;�:�]^U�OP1���������!�S%-.:�]^U�
��������������`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh�i����i%A����Q�R�1�S%-.:�]^�j�kPTj�������"#$%&'"()*���+,-.%;�:]^�j�
����������������!�S%-.:�]^�j�
��������������`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh�������L�D�'mnop)*���+,-.�]^_�UPWj�,q :JKA����Q�R�1�S%-.:�]^�T�OP�N�������]^�T�
���������������!�S%-.:�`�
ab%c�
�B89�>d��������e^f�Egh��>d����i����i%A����Q�R�
284



��������	
��
�����������	
��
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
��
7��7�������	
��
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
�8
8��9�������	
�8
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
�7
8���7�������	
�7
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
�9
8����������	
�9
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�:�;<=>�?@ABC���DE��F	
G
�H���EIJ�KL4"�#�5�6���������	
�9
�H��M�������	
�9
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
��
8���������	
��
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
��
�H����������	
��
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
�H
���M�������	
�H
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-��������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
�H
8���������	
$N
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-DE������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
��
8���������	
$�
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-DE������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�5�6���������	
��
�H��7�������	
$�
���������� !"�#�$�������%
�&'�(
��)*+�,-DE������.
/�012��,-����3 !"�3�4"�#�
285



����������	
��

����������
������������ !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�����������	
��

��
��8������
������������ !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�����������	
�� 
9� 
� �������
-.� !������:����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�����������	
��
����
������
���;�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�:�<=>?/0!/0��@���8�����0AB	CD7$�%�����������	
��
���
��E������
���;�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%������������	
��
F�
�
G������
���;�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%������������	
��
F��E��������
���H�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-./0!�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�����������	
��
G��
��������
��
G�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-.� !�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%������������	
��
8�G��I������
��
8�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-.� !�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%������������	
��
J�F��9������
��
J�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-.� !�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�����������	
��
I����������
��
I�������� !�"#$�%�������	
&��'(�)���*+,
-.� !�����1�2�345�
-.� !�6"#$�6�7$�%�������������	
��9E����������
��9E�������� !�"#$�%�
286



��������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(����)�*�+�������,�-.
/0.12345��,�-.
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(����)�*�+�������678
.90.12345��678
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(����)�*�+�������67:
:0./12345��678
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67:
/0.12345��67�
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67:
;0.12345��67�
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67-
/0.12345��67-
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67-
/0;12345��67-
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67/
/0.12345��67/
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67/
.90-12345��67/
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67<
=0>12345��67<
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�)�*�+�������67?
=0+12345��67?
����������$%&�(���������	
��
��
�������������������� !"��������#$%&�#�'&�(�
287



��������	

���
����

��
��

���
� �����
������ !"#

$
%&%'&

()*����+",-

./01� 23

��4�56	
78
9:��;<�=

>����?@
�A
B�CD

%'%'
EFG� HI�CD

DJDJ
���
�

KL%'&L
(-
MNOP

�����
%&%'&

(-�MQRS
���
�

KT%%&L
(-
MNOP

�����
%K%%&

(-�MQRS
U

���
�VWXYZ[\� 

	

]^�ABCD	


���
� �����
>./OP_`	


Uab�CcdOe-f
,gh-fi

jUklm�� 	

no %%&p Kp%'&p

q-
rstuvwx
y�C�	
dz{|

i ���
�
�YZr1�	


�����
>}~���ab	


jUOe1���ab
c

���
���	
�
��;<k-
rr0

1���:�����
abAB�CD

KL%'&L
>��
������

�:����abAB
�:O���Cu	

KL%'&L
E��
������

�:��6�M5k�
��	�:����y

��u	
KL%'&L

�>:���?@
�
^�AB�CD

KL%'&L
qUYZ-
1���

abc
����	
����

;<k-
rr01�
��:�����ab

AB�CD
KL%'&L KT%%&L KL%'&L KT%%&L KL%'&L

�>:���?@
�
^�AB�CD

KL%'&L
(�Y#��:O��

^����\"��
�*�� ��=

¡¢£U1����� 
	


���
� ����� ���
� �����
>��������:

����abAB�:
O���Cu	

(¤¥"VWX�YZ
:Gr

(k¦5,§¨©ª«
�¬:­®;<k¯°

Y±:²�6",§¨
>ª«:³´,	
µ

��¶·�¤,­®¸
�����Gr��¹

�����=
E��������:

��6�M5k���
	�:����yu	

(¤¥"VWX�YZ
:Gr

���
� �����
-
rstuvwdUº

»u,1¼,½¼,½
¾,¿À�iU�� �

Á,ÂÃ!"ÂÃ:Ä
Å

� =k¦5,[	

Æ�ÇÈÈÉÊ�¤ËÌÈÈÈ

ÉÊÍÎ�Ï�
pÐ%'oÐ

¡Ñ£UYZr1RS�
 	


%'%'

¡E£U-�./OP_
`Ò� 	
 j./OP� 	


���
-
rstuvwdUº

»u,1¼,½¼,½
¾,¿À�iU�� �

Á,ÂÃ!"ÂÃ:Ä
Å

� =k¦5,[	

Æ�ËÌÈÈÈÉÊ�¤�Ó

ÊÍÎ�Ï�
TÐ%'LÐ

(�Y#��:O��
^����\"��

�*�� ��=
¡Ô£U-YÕÖ	


���
� �����
klm� u	,r0

1��� u	
(¤¥"VWX�YZ

:Gr
¡�£U-Y� 	
d

×vØÙ� i
���

Ú��-f:²�6,
ÛÜÝÞ�ßÅ��Ï

:��ab�Càáâ
�ãä� å-f��

Áæ
�Cà�áâ�� 1

ç�è¤�é�ab�
C�êá,�y�C

%'%'

	
���
	
µ�

�����
���

ëì	í
-
MNOP
�-�

MQRS�� Ò_`
qVWXYZ[\� 

	

VWXYZ:�î�-


MNOP
�-�M
QRS��g����

 �
%'%'

- W ï � Y Z �  � � 4¡�£U-
-�� ^
�ABCD	


-Y� 	
��^�
ABCD:���ðØ

Ù�?@,AB
��
A

%'%'
¡>£U-
./01	



���
� �����

288



��
�����

���	

���


���
����

����������
��� �� ��

����� !"#�
$

%�&'(
)*+,-"#�$ ./012345 6789:;<=/0 >7?@ABCDEF

 !89<=/0
G7HI1JK:;<

=/0
L7M�N89<=/

0
O7?@ABCDPQ

RSTU#89:;<
=/0

����
V7��,-��WXY

:CKZN�$�
[[[[

\]^	45_`M�
Na,b

[c[c defg[hdefg[h
ijklm

n�kopqras
ijk�t

��kopKZ�$�
ijklm ijk�t ijklm ijk�t ijklm %�&'(

V7asKZ��
n�k�uvwxwy

+KZ$�N
dzh�k�uvwxwy

+KZ$�
dfh�u{A|}"#K

Z$�
d~h�F��� d�hvw�� !���

�,-KZ$�
d[h�u�| !,-K

Z$�
n��N������

�Y��� A���
�lm����	�W

������{A��
��

�n�����{A�
��	�� �|}¡

¢£¤Y����{A
����

¥7vw¦§���¨©
ª«¬,-��

n:C$�KZN dzh¨©ª«¬vw�$
��,-

dfh:CKZ$� �­®1 !	¯�"
#

°e[[fz °z[cfz °e[[fz °z[cfz °e[[fz °z[cfz °e[[fz °z[cfz °e[[fz °z[cfz

±7����� A�N
�²�$��

ijklm ijk�t
°~[[z³

´=µ¶·¸¹N�u
Wº�

)��N������
�Y%�&'CD\�

�� A�¡»¼½b
���N�»�lm�

���
	�W��¾¿%�&

'CD���
e³[c

¥7:CKZ$���
����{ACDNW

À¤Y|}EFKZ�
$�

����
Á7ABCD,-��\

?@ABCDEFÂb
ijk

�^Ã5CDlm�^
Ã5CDWXY|}E

FKZNW?Ä¼�$
Å�

e³[c

�¨©ªy+,-Å�
\�Æ1ÇÈ�$Âb

´¨©ª�ÉÊWXY
Ë�WÌY

´=µ¶ÍÎÏ��Ð
¶·¸¹N�uWÑÒ

¤YË�lm«¬Ó�
Ô�Ë�Wº�

´=µ¶ÍÎÏ��Ð
¶·¸¹N�uWÑÒ

¤YË�lm«¬Ó�
Ô�Ë�Wº�z³´?@ABCD !��
��	�W:C¤Y

Ë�Wº�
Õ��Ö7×AØNÙÚÛ

}QRSTUÜÝÞ`
��

×AØ1ßàáN¢â
CDWXYasDKã

��äåæç5èéê
DKèëì1íîïl

mð
ñò�ëìJóô

����
ijk

´õö÷ø�ùú��
[c[c

ijklm ijk�t
Õ��Ö7%�&'CDû

üýÉþ�!_`�
$��

ûüýÉþ�!W�
���1��W�¤Y

]ã
[c[c

Õ��Ö7�k�uvwx
w��

z³

	
�%�&'�� �	�+J
nCD1HI !"#

�$
´
µ¶ijk��ú

�+���S��è�
���JKWÀ¤Y�

��ÜlmJK���
����W  YË�

W!�½
����������

���
	
�%�&'�� �	�+J

n¨©ªy+,-Å�
\�",-Âb

����
´õö��ø�ùú��

ijklm ijk�t
Õ#Ö7%�&'(	¯

"#��

)¨©ªy+,-Å�
\�",-Âb

´¨©ª�ÉÊWXY
Ë�¡»¼

´=µ¶ÍÎÏ��Ð
¶·¸¹�uNWÑÒ

¤YË�lm«¬Ó�
Ô�Ë�Wº�

� $ � � � �

)¨©ª%,-Å�
´=µ¶ÍÎÏ��Ð

¶·¸¹N�uWÑÒ
¤YË�lm«¬Ó�

Ô�Ë�Wº�
ijklm ijk�t

.�FCD�,-
´=µ¶ÍÎÏ�Ë�

Ð¶·¸¹N�uWÑ
Ò¤YË�lm«¬Ó

�Ô�Ë�Wº�
ijk

Õ&Ö7��'(Ø"#
?),-��

�(���N*ras
è�����#_`?

+KZ,5è-.�/
01�è+2ç5_`

è�
(�345U6asè

�(�7U4D�a,
è�u^��8,5è

]^	459:,5è
;D

���1<=M�a,
è>���M�ÀXa

,è
M?+?@AB
M�a,èM�DK?

@,
5èM�KZCå,5

è]^	45M�a,
´=µ¶·¸¹N�u

Wº�
´\7b�¶��·¹

 !|�À�Wº�
±7�kopKZ�$�

[c[c

289



��
�����

���	

���


���
����

�����������
�����

 !""#$  $"%#$ &'('''')*+%,++++
'-)* +.,+++++%,++++

$
&-)*+%'-

)* +$+%$
/012�������3

4��
 ""%#" "$"%$

5�6789:;4<
=>

?@ABC ?@A)D
6789:;4<=E

FGHIJKLMN�
��������GO

PQRS
TUTU

/0V2�WXYZ��[
\�]^_��

 !""#$  $"%#$
/0&2��A`a��

b��c�`adeY
f

"$"%$
g0h����iej�

�klm�`a<=

�nopq��rs

tG
�uMQv
w��c�xyBCE

F��T
"%"%

5�EF�Tc��
?@ABC ?@A)D

z��klm���G
{KQ|}`a~�B

C����}�4EF
��T

TUTU !�""$. !."%$. """" "%"%
/0�2�����c��

�4�������
!�""$. !."%$.

w������4��
G�O����G��

q��xyj��EF
��Tc

TUTU  +""$� !�"%$�
w���������

G�O����G��
q��xyj��EF

��Tc
zN�����

?@ABC ?@A)D

g��e��' ¡)¢£
¤X¥G}S

?@ABC ?@A)D
TUTU

?@ABC ?@A)D
g��e��' ¡)¢£

¤X¥G}S

5�������/0'2�¦§�����
���

$ #�¨�©ª«¬L��
­®uMN¦§���

�¯°±²�³´µ¶
·¸cGHIJKLM

N�
����GOPQRS �¨�©ª«¬L��

­®uMN¦§���
�¯b)D�����

�GOPQRS
?@A

¹ºG`a»OPQN
���£�j¼½j£

�»¾¿����jN
�����jpÀÁ¿

�j
ÂÃ���`aj�°

���`ade���
��`a

����¯ÄÅN[\
�]�ÆXÇ^_BC

�ÈÉ^»��^_Ê
�GOPQËR

gÌ�eÍÎÏcX±
G}S

Ð���klm���`
a��

?@ABC ?@A)D
Ð�ÑÒ>

?@A
�������ÓÔÕ

�È�\ÖG�PQ×
Ø

g�ÙÚÛ����	
Ü`aÝ=��Þßà

�pNá�¯âßj�
�eã0ä ¡)¢£¤

åæX¥G}S gÌ�eÍÎÏcX±
G}S

gÌ�eÍÎÏcX±
G}Sç

gNèpjéê0' ¡
)¢�����eV-h

ëì;¸��íî×Ø
��ïðñòò¦Xó

`a)Dj��6ô4
×Øjõö÷Ì×Øj

��
YøÝ=×Øjùúû

üýíî×Øj�þü
�	íî×Øj��

Ä©�÷Ì��íî×
Øj

�í �de��¥F	ªj

�m�j��
�j

���X¬Á����
j�Wj��j½£`

a
�S��jm��j�

ü��c�j��Yø
<=Rjùúûüý�

�<=Rj£��Y�
×

Øj����×ØjË
Ù��\�×Ø�ª�

� Û×Øj!"�X
¯�Ù�×Øj6ô�

�#
$×Ø�j%&üý'

(9©X)Û×Ø
TUTU

*�N���+,�-.
��

���/0���	Ü
�34j12;3ì4

³�üÛj�����
5�

TUTU
� � � � c � � � 4 � � � � � � � 
 � nÐ����4��

?@ABC ?@A)D
b���4��G6P

Q��SSm���c
�`a

b

� X 7 ü � � Y ø � � 
 � n/082��X7ü��Y
ø�� Ð�T��Û

?@ABC ?@A)D
��SSm���j


�m�jW9YZj¥
F`�j�ü��cj

�XÚÛj�SX�+
,j

Ù�:;`a×Øjë
ì;¸��íî×Ø�

�ïðñòò¦Xó`
aj<¤=%X`a�

>
Wj%*�j��?�

gÌ�eÍÎÏcX±
G}S

5�TU�Û
?@ABC ?@A)D

/0�2��AX±���
���

� @ � � � �
?@ABC ?@A)D

������A��l
cGÞQBC���»

DQN��E,���
`a

gÌ�eª¤=�á�
deÍÎÏcX±GF

GPQá�BCHº�
�ù�á�G}S

290



��
�����

���	

���


���
����

�����������
���

 ! !
�"#��$%&'()*

+,-��
���./

0)�12�3456
789:;<(),-

=>?2���@AB
CD�EF

���GH
I0JKLM<$%&

'()�NOP48Q
RSTUV���@W

��X(
�"����YZF()[

\	]��^_��
0[\	]��CD�

EF`ab./[\	
]���c_def[

\	]��c_��g
I[\	]���./

h4J�iRjkf[
\	]��h4jk�

�g
l�mn o��p��%����

fqErs��g./
�t�%uvwxy��

��8$%&'zJ{
|}~	Y�X(iR

�6�<$%&'z�
�"�r�T�J����

0���iR�
����	����G

H��6������
2�����8rs2

iR�
�#G��#

G�
% � � � � � �c _ 
 � �

%u��zJ{|}<
%uJ��R���*

����<��{��
h4./�dxy��

��
���{�2VR()

� ¡%�¢£6¤¥
J¦§��¨©���

���
� ª « � �

¬#G�¬#
G�

���
­�®�ª«��¯J

°iR�����J±
7M<���
��1

2J0%²³����
��´��#µ¶·¸2

VR�6����
H
�

¹�®���¯º�»
¼ª¦�½¾¿ÀÁf

�g�

291



���������	
��

 ��

����������������

 














 


�
�
!
"


#$%&�
''''
(

 



)*













+,-.,/01234,





�5,�'''�5�









��

��6789:;�<=7>�??6�3<��<@AB�C�BDEFG8<H:�����������IJ�	<KL6MNO:�


P<��B��QRS

 �

�
��<TU


V
��<WX


Y
Z��A
���
[\<]^01��_`<aI��b���
�V�
cdef���b�V�
�Y�
ghi<�����Kj-.IJ�kl��Bmnop6qR�
�	�
r<s&�tuI=vwR�A


	
��<xyeL

��

�
!
"




�z�
�{<�C.�m6cwR?=













292



������
��� 	
��
��

�
�

���
�� �

� �
�

������ � ������ � ������ ���� �  !"#$ %&' ()*+,- ./01234 546784 9: ;3<69:=04
��

>
>>

>>
>>

?@8AB �C�D�E�
�

	F� G�HIJKL+MN
O-P:QRS/"T

UVW
�BX"YZ
[\RS/"TUVW


�HI"YZ[]^
_`a-b]c

���de+:Qf�

/"�d"ghQ7

ijQkl�Qm	n
�opqQr	n�o

sQtuQvwQx�
yz1\{|6Q}A


�+~��:x�r
rnoQ��noQx

uQ
��Q�X�&Qxr

���Qx�yz !
1\{|O-b]c

����e+:Q3;
��"����Q3;

��"�
"��VW
��"#$���W+


�"���" !"
#$%&'\{|O-

]]�+Q
��
�
]+Q()*+ ,-.

/0
1234+���Qb

*\5467qA+:
R546784[\Q

�04�<�qA+:
R;3<6[]�04

�����<�qA+
:R=04[]�*�

*{)O-b]c
B

>
>

r�/ VW?� /� !B/f�
/

�����/

�
/
� �

/������¡����d
}����� 

¢�����£��
¤���������

���
¥�����¦�§

���������

��� 
�����/

¨© ?@8 	ª�¨© ?@«¬?@8 	­�
��®¯� �"°
��� 

����  ±
�������

������
��²³´


����
¬?@«²³´/


����� 
���/

���/
��� 

293



��������	
��
����������������������������� ����!���"#�#$��%����&'�() *+
�,�-.�/0 1 1 1 1 12323232323 23 23 23 23045��67�()89:;<=>?9@�A��67BCDEFGH>IJKL-.�/045��&'�()8ML-.�/

-.�/045��&'�()

NOP� � Q .R���&
.��S ��. T��)� � .UV. WXYZ[ \YZ[ ]^_. `�ab c�d

� � Q . 23R���& 23UV.NOP 1� � . 23.��S ������. ��ef *�g�h�i T��)+�g�h�i

294



����������
	
��
������

�����
����������

 �!"
�#$%&�

'()' * �+��� ,-��.
/0 1234 12

56#$
56#$

56#$
7

77
7

7
7

7789:;
<= >�?@AB(

7
77

7
7

7
77C(D

EF(GH IBJDGHK?(
7

7
7

77
7

7
7

77
7

7
7

77
7

77
77

7
77

77
77

77
77

7
7

7 7 7 7
7

7
77

77
7

77
77

77
77

77
7

77
77

7
77

77
77

77
77

�L��MN5�

+�	
��
����

 �OPQRS����
T=UVHW
+XQ;

Y�Z[\]�T=^
_MY� +�Z[;

HW
`a	
]bcH
Y�ZWdef�ghi

cHY_ZW	
]b
jkcHl�mOnoT=

^
�MY'()'*�+

�Z[;HW'(pqH
Y�ZW'*pqHY_

ZW	
]bjkpq
HY�ZOnoT=^

rMY��,-Z[;
HWst"u�v���

wxXQ;,-OnoT
=^Jy�,Hz{�

Qy|^
MM}'(pqMMMM

MMMM
MMM~%��+ ��

������O��J
���W�%��+ �

�������O��
���W�%��+ �

�������O��J
����W�%��+ 

��������O��
���W

MMM�%����W�
%����W�%���


����t�W�%�
 W¡%¢£W~¤%�¥

��¦���W~~%�
¥��¦���W~�%�

¥��¦	��§W~��
¥��¦¨©��WMM

MMM
MMM~�%
���j

k�W~�def�ghi
jk�

MM}'*pqMMMM
M

MMM~�%	����
�t�W~�%����W

~�% ª�«W~¡%+
 ¬�W�¤%	��§W

�~%	
­qW��%	
�
�®¯W��%°	±

²¬³´µW��%¶�·
¸¹´µWMMMMM

MMM��%º»¼½´
µW��%
���¾k´

µW��%def�g¿9
´µW��%À¿MMMM

MM}	
]bjkp
qMMMM

MMM�¡%	
]bj
k´µM

ÁMY��.Z[;H
W½nr�,-;IBT

=.ÂOnoT=^M
ÃMYÄÅ)ÆÇ�+

�Z[;HWÈ�ÉÊG
HËp�ÌV;Í�SÎ

��ÄÏ@;Ð'�Ñ
=UVHWÄÅËpY�

ZQnoDWÒ:zÓH
ÆÇËpY_ZQnoT

=^M
ÔMY��stÕÖZ

[;HW×� �stÕ
ÖOnoT=^

ØMYÙ���ÚÛÜZ[
;HW��stÕÖ¯

Ý;yÞ=����Ù
(OnoT=^M

ßMY��à2(Ç'
��*á'*âÚãÜZ[

;HWÒ���*On
oT=^

~¤MY��à2(Ç'ä
å(á'(âÚæÜZ[;

HWYÙ���ÚÛÜZ�
(��¦È�AB(On

oT=^
~~MY��à2(Ç'�

�*á	
]bjkâÚ
çÜZ[;HWÒ���

*OnoT=^
~�MYè12P\���

�ÚéÜZ[;HWè12
P\;stDE���¯

(OnoT=^
~�MYê(ÚëÜZ[;H

Wè12;y�SW�r
���Ð'Oì�Dí¬

DEUV;WÒ�(On
oT=^MMM

MMMîïð
+a;
y�Sñ���òó��

;yÞ=í¬(OôõD
S�ö�J��W×�

�òó��;yÞ=¯Ý
���O÷øJ�ù�;

LúT=ûQ^
~�MYü12��à2(

Ç'äå(ÚýÜZWYü
12þ§��ZWYü

12����Z��Y
ü12Ò�ñZ�V�(

�WYü12���Ú�
ÜZQï(;J=ù�L

úT=ûQ^
~�MM����T=UV

\Wè�P\���(;
���Ñ=UVHW½	

;
O��DSè��
�(O
��\noDW

{	;�����(On
oT=^M

~�MY³�Z[;HW>
�?89�¢?(OC(

DEUVHYC(DEF
(}}}&ZOWï?(

�J�UVHYIBJ
DZOWï?(����

\J�UV;HYK?(
ZOÒ:�:noT=^

� � V�

Ù��6
��à2( Ç'��* á	
]bj kâ �����à2( Ç'äå( á	
]bj kâ Ú�Ü�ÚÛÜ�Ú�Ü

���Ý
Ù��� �����à2( Ç'��* á'*â �����à2( Ç'äå( á'*â Ú Ü�ÚÛÜ� ���

ü12 �ËpFü12 ����
ü12  
�«+ Ò�ñ

!12z" ��� �#�$���% �&�%�'�!12z" ��à2( Ç'äå( �(�$�)�*�+� *�,�% �-�$�.�
³�

!12z" ��6
è12P\ ���/0 �Ù( �-�ê( �1�

ü12 ��� �'�#12 ��à2( Ç'äå( á'*â Ú2Ü�Ú3Ü� ���#12 ��à2( Ç'äå( á'(â �4�
ü12 ��à2( Ç'äå( �.�$�5�*�4� *�6�%�1�

ü12��6
#12 ��à2( Ç'äå( á	
]b jkâ Ú7Ü�Ú3Ü� ���

��à2( Ç'äå( á'(â �+�
è12P\ ���� �&�

���.
+.
� +�

��òó��
ÄÅ)Æ Ç �+���stÕÖ

295



��������	�

��
������

�����	
��������� 

!�"#
�$%&'	

()*( + �,��� -.��/
01 2345 23

67$%
67$%

67$%
8

88
8

8
8

889:;<
=> ?�@ABC)

8
88

8
8

8
88D)E

FG)HI JCKEHIL@)
8

8
8

88
8

8
8

88
8

8
8

88
8

88
88

8
88

88
8

88
8

88
8

8
8 8 8 8

8
8

88
88

8
88

88
8

88
8

88
8

88
88

8
88

88
8

88
8

88
�M	�NO6��

,�
��
����
 !	PQRSTUV

WXY>Z[I\�,
]R<^ _`ab 

Y>c
�N^ !,�_`<

I\�de
�bfg
I^�_\hij
k

lmgI^�_\
�
bfnogIp�qPr

sY>c
�N^()*(+�,

�_`<I\()tu
I^�_\(+tuI

^�_\
�bfno
tuI^�_PrsY

>c
vN^��-._`<

I\�w#x�y��
�z{]R<-.Pr

sY>cK|V-I}
~�R|�c

NN�()tuNNNN
NNNN

NNN�&��,!��
������P��K

���\�&��,!�
�������P��

��	\�&��,!�
�������P��

K���	\�&��,
!��������P

����	\
NNN�&����\�

&����\�&���
�����w \¡&¢

£\¤&¥¦\�§&�¨
��©���\��&�

¨��©���\��&
�¨��©

�ª\

���¨��©«¬��
\NNNNN

NNN��&����n
o�\��hij
kl

mno�
NN�(+tuNNNN

N
NNN��&
����

�w \��&����
\�¡&£­�®\�¤&

,!¯�\�§&

�
ª\��&
�°u\��

&
���±²\��&
³
´µ¯¶·¸\��

&¹�º»¼·¸\NN
NNN

NNN��&½¾¿À·
¸\��&����Áo

·¸\��&hij
k
Â:·¸\�¡&ÃÂNN

NN
NN�
�bfnot

uNNNN
NNN�¤&
�bfn

o·¸N
ÄN^��/_`<I

\Àrv�-.<JC
Y>/ÅPrsY>c

N
ÆN^ÇÈ*ÉÊ�,

�_`<I\Ë�ÌÍ
HIÎt�Ï[<Ð�

TÑ��ÇÒA<Ó(
�Ô>Z[I\ÇÈÎ

t^�_RrsE\Õ
;}ÖIÉÊÎt^�

_RrsY>cN
×N^���wØÙ_

`<I\Ú !��w
ØÙPrsY>c

ÛN^Ü���ÝÞß_`
<I\���wØÙ²

à<|á>����Ü
)PrsY>cN

âN^UVã3)Ê(
UV+ä(+åÝæß_`

<I\Õ�UV+Pr
sY>c

�§N^UVã3)Ê(
çè)ä()åÝéß_`

<I\^Ü���ÝÞß_
�)��©Ë�BC)

PrsY>c
��N^UVã3)Ê(

UV+ä
�bfno
åÝêß_`<I\Õ�

UV+PrsY>c
��N^ë23Qa��

��Ýìß_`<I\ë
23Qa<�wEF�

��²)PrsY>c
��N^í)Ýîß_`<

I\ë23<|�T\
�v���Ó(Pï�

Eð¯EFZ[<\Õ
�)PrsY>cNNN

NNNñòó�,e<
|�Tô�UVõö�

�<|á>ð¯)P÷
øET�ù�K��\

ÚUVõö��<|á
>²à���PúûK

�ü�<MýY>þR
c

��N^23UVã3
)Ê(çè)Ý�ß_\

^23�ª���_
\^23����_

��^23Õ�ô_
�[ )�\^23

���Ý�ß_Rò)<
K>ü�MýY>þR

c
��NN��WXY>Z[

a\ë	Qa�WX)
<
��Ô>Z[I\

À�<
P��ETë
	WX)P���ar

sE\~�<���W
X)PrsY>cN

��N^¶�_`<I\
?�@9:�¥@)P

D)EFZ[I^D)
EFG)���'_P

\ò@)�K�Z[I
^JCKE_P\ò@

)����aK�Z[
<I^L@)_PÕ;

�;rsY>c
��N^�ÊUV)��	

_`<I\CJ23<
Ya<"Ê�X�<ü

�UVP�áF)�L
STrsY>c

 [ 

�ÊUV) �� 
!23 ð¯) �" #�� $�% 

23 ����23 £��®, Õ�ô&23}' ��7
UVã3) Ê(UV+ ä
�bfn oå �( UVã3) Ê(çè) ä
�bfn oå Ý)ß*ÝÞß+Ý,ß

&23}' ��� �- #�. $ �/ $�0 &23}' UVã3) Ê(çè) �1 #�2 3�4 3�5 $ �6 #�% 
¶�

23 ��� �0 $23 UVã3) Ê(çè) ä(+å Ý7ß*Ý8ß+ �9 $23 UVã3) Ê(çè) ä()å �: $23 UVã3) Ê(çè) ä
�bf noå Ý;ß*Ý8ß+ �( 23 UVã3) Ê(çè) �% #�< 3�: 3�= $�> 
23 �ÎtG

ë23Qa ���� �/ ë23Qa �UV?@ �Ü) �6 í) �> 23��7
��AàÜ��7 Ü��� �. UVã3) Ê(UV+ ä(+å �9 UVã3) Ê(çè) ä(+å ÝBß*ÝÞß+ �9 UVã3) Ê(çè) ä()å �4 

���/�,/
 ! ,�

UVõö��
ÇÈ*É Ê �,����wØÙ

296



����������
	
��
�����

��� 

� �������
�

�
���

�� �
� �

�

���� ! "#$%&'( )(*+,( -. /'0*-.1$(
��

2
22

22
22

34,56 �7�8�9�
�

�:� ;�<=>?@�AB
C!D.EFG#HI

JKL��6MHNO
PQFG#HIJKL

��<=HNOPRS
TUV!WRX

�����
YY

 Z[

\]���\]
^���\]

YY��

_�����\���

��]
`�\�]�a�b

c34defg#	

��
 hHi����j�

�����#k�����
��l

������j����#
����j������#

����j����#
mn 34, �o�mn 34dc34, �p�

� �
�����
J

q�����j
r�\�]�s�t

��6MH NO�uv w.E���x�� �;�HRyz

��kl{�.E��
��|R�E����

 !"#$%&'(�
uvwEW�Q)(*

+}5�.F)(*+
,(PQE~$(�0

v}5�.F/'0*
PR~$(����t

0v
}5�.F1$(PR

h�����C!WR
X

6
2

2

297



��������	�
��
��������	 ����������� �!"#####$#%&###$#%

�'�(#)*+,-.���� �!"$%/01234567#�89:;-<=23>.?@ABCDEFG)*HICJKLM@ABCDEFG)*�8CJKL5NOPQ3456R#!ST-UVW.?XCYSZ[/<=23456

)*+, !ST

\H

)*] )*^E

298



������ ���	




�

�




��
� ������� � ����� �������



����� !���

��"�####$#
%#&

�'�#()*+,-
./012!3456

��,784569�
,7:;<=>1?:

@#A
�## ####B

�##	##CDE��
� ���

F ��G HD#E ��GF��� ���
���CI
JK

� LMN

299



���������	
��
�������������������������� �!�"#$% & '( ( ( ()* )*++++++++++++ +++++++++++)* )*++++++++++++ +++++++++++)* )*++++++++++++ +++++++++++)* )*++++++++++++ +++++++++++)* )*++++++++++++ +++++++++++���,-$% & '( ( ( (++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ +++++++++++./01�23./01.4�++++5+6+7�8�9:;<=>?@ABCDEFGHIJ=KLFGHMJ=KEFNOPIJQKLFNOPMJQKEFROPIJQKLFNOPIJQKSTUVWBXS
Y++Z

�+++[ \5]./^ _5]./^ `+++++a Y++Z
b+c
b+c

defghifghjklmn��o�p$q�+++[ \5]./^ _5]./^ `+++++a

300



���������	
��

 ��

���������������� !"

 #


�
�
$
%

&'()�
****
+


 ,-














./01/234567/















�8��9:;<=>�?@ABCDE=�������� !FG;DH=�����������IJ�	DK�9LMN="OPAQORST


 �

U
�������AVWSXHDYZ[9=\]�^_D�`9ab<cdFG��9efAghGij=klmDef1=��nopqrRSsDtRST

�
�������AVWG���up��vwu01��vwx�u9yFz;ij9{;<s=|}pz;ktT

~
����9:;<1= !�m�������AVWSXHDYZ[9{;<1=��D^�1��z;ktT


�8

U
��D��
�
��/
~
��no
�

����
	
��YZ[D��[�34����
�
����D��[�=���34��
�
 !x��$%
�
�Bx��$%
�
����� !A�ItRS�`





301



���������	
��











































 ��

���������������� !"��#$%&'

 (




�
�

)

*




+,-.�
////
0


 12














345647!"89:4





�;4�///�;�









��

�

)

*$<

�

�=>?@#$ABCDE�FFG�9H��HIJ=�K�GLM@N��HOPQ=R�HSTU��VEMHWN���������#$XY�	HZBG[\]̂ N�


_=`a#$CDEb�N�


_Hcd� =e<Eb�f%&ghi

 �


�j�k
�dH��lmMno6^
fHpq=rbFS
s
�H�K6N�����k�GtuhFS
FHnoGTM@Nv��wHx��Hyz{=x��H|}{S~]��N�$'JGLM@6N#$%&���N��l�?E>HG�U�$ghFS
�H�N����HOP=P�G����W]h��GN��pq=��']SVN���=��']W��G�KghFS


302



���������	
��

 ��

���������������

 
 �




�
�
 
!


"#$%�
&&&&
'


 ()














*+,-+./0123+





�4+�&&&�4�









��

�

 

!56

�

�789:;5<=>?@�AAB�2C��CDE7�F�BGH:I������JKL;5MN�	CO=BPQRISC����7T�CUVW��XYZ

 �

 



[
� � \ ]^��

�

 

!

_
��C`ab=^��

�

 

!

















303



���������
�	
����
������������������������ !"#$������%�&'�����	(�&)�*�+�,� -����� &�)�.��� &)/.�� 01��2345��645��789
�:;<=+>
� ?� ?� ?��@� � � ����	A�'��*�+�,� -����� '���.��� '�/.�� 01�� ?� ?� ?��@� � � ���

+��,� BC@D� ���� EFG��HI� 01���
�I� JK�� ��
��� JK���������� ?�������� ?�������� ?�������� ?�������� L�������� �

304



���������	�
��
��� ������������������ !�� "����������#��$����%&'(��))))�*��� +,���������������-./0.123456.�������7.�)))�7������������������#��$89������:;<=>8?@�ABC�������#��$89������:;<=DEFG�ABH�IIJ�5K��KLM:�N�JOP=C>8?@Q(KRSJTP�UVHKWC���������>8XY�	�
�KZ@J[\]C^K��:� _`a��bcCde=fgh����iK>8:jk_`a��� ����l�
��K�N0C�����
�Jmn`Io�^KpCDEqrKRS:SsJtuvwW]`xyJCDEz{:|}!]oVCDEq:~�!]W�}J�N_`Io������bcC�8!MJOP=0�Koc��������
���K�{23����K�X����
������������fg!�������������������K��ob`�����oKR�:�NVH��C��K�V/0����!������KPnB����������������������������������>8 j!/0DEFG j!J�8VH;K�¡DE¢£<H;KJOP=0C¤X!M�������¥�^K¦(�¢¤XoG§`!M���DEFG:¨9=PbP©ª0�ABC««�Kz{:Cfg�¢bP©ª0�bcC««�Kz{:¬­Io���DEFG:®¯°¨9=P`©ª0C^K±=JOP=�N_`Io������fg�Kjk¢£`©ª0C�hK�N:
²J�§C³´Jµ¶·:�N_`Io�¸µ¶·�¹º��»¼�.��½¾¿)))�¾����ÀQ¿ÁÂ��ÃÂ"��ÃÂ.ÄÅ��ÃÂ.ÄÅÆÇÈÉ���
305



���� ������	 ���
 �
���
 ���


���
�����

���
��������
�

���
 ������

��
� ���� ������� ����

���
������� !"

�#$%�& ' �
()*+ !,�#$

%�& ' ()�+
-./.012345

���6
789: ;<=6

789: ;<=
89

:>
?

@A B=C" D=
@A B=

6789: ;<=E�	 FG=
H, D=

I�J

�

KL
M

!��"
!�����,

89
�MNOP QR=
�89S

306



���������	�
��
��� �������������������� !�"#$%�� &�������'�(����)*+,��----�.��� /0�1234256789:2�����;2�---�;��������� �����'��(<=������>?@AB<CDEFG�HHI�9J��JKL>�M�INOAP���������B<QR�	�
�JSDITUVPW�JXYZ#$[\]�� ���̂����_I
\`aJbcJdefI�[\gh�^ijJ���J"JkD"��������l����������'��(<=������Im\"JkDn,"����������o����JkDpIq"rG����� !�"�����������l���s����67�t���Ju$ImZkDrG����� !�"�����������������������l���
����vwxy"�szo����������������������������l��{���M|}Jk~JG�P�WJ��>�<[\HX��YP�����g��>�r�O��_J��4P[�AJ����>�<[\HX�����kDu$%J�r�����<�J?J���<9o�������� !�����"_J a9¡J�r��sJ�"J¢aJ|£��¤�In¥¦y>§¨��4P©J|£>k~ªV\��?«¬A­®[\HX�����������g��¯j�
�ID�\g�_ª°\��P±�ISD[\²D³�J��>k~ªV\���
307



��������	
��
����
����������������� !"�#��������������������������������������������$�%&'���
()*+��
�,-./�0123������4536�./7-89:!";
<=��>�������	
��
����
���������?@ !"�#��������������������������������������������$�%&'�!"AB�,C�DE�FG�HI JK;
<=��L�MNOP�QRS T2��U�V���6�;W3�XYZ[ JK;
<=�\]
MN^���6����MN_`ab�cdab�	
QR
%eRMN^���6fg
',-./h�i2%
jklKm�:�'()nopqhV�rst ,Cuv
HI�\wxy
zb�{| l}
MN^���6����MN_`ab�L}
��
,-./h%wxy
|'�i2%
jklKm�:�'�\MNOP���
Q~>��~���-E
QRVu4
��6�����-;
�-����� ,Cuv
HI�

308



��������� 		
��

 ��

���������������� 

 !


�
�
"
#

$%&'�
((((
)


 *+














,-./-012345-





�6-�(((�6�









��

�

"

#78

�

�9:;<=7>?@AB�CCD�4E��EFG9�H�DIJ<K���������=7LM�NNEO?DPQRK�


S9T�EUVW���DXW=7@ABY��Z[\


 �








































6

]
 ��^
 ���
_
 `abc
d
 ef��c
 g
h
_ijdklm
n
o
�
c
lp_qrid
s"s#t
u?vwh
r







 S






 S






 S






 S






 x







 S






 








y

z

 


 


 


 


 


 


 



�����{|}

� � ~ �}��

�

"

#
� � � � u ?}��

�

"

#

����
���
-
����(((���

�������
��!�
��-��
���-�������

���
���DV8[�cE�H/KN�D��[CU

309



���� ����	 
�	

�

��
������
����


����
����
�
���


��� ��� ����� ����������
����������

� !"#$%&'(
)����*+���

,-�./�012�
34567��#$%

&'(
8�9:����,-

;�./;�012;
<=>?@7�AB@

C�	DE�FGHI
JK"#$%&'(

��'�LM�NOP
QR��������

!S�<=���TU
�"VWX�LM"Y

Z[\]^

_��`��a��b
��c��d

9: ��� *�+e�f ���
� � � ���� gh���

�
��ij

�k ���l��m
���

*+
k!

nm�
o��

���!S�
��TU

��pq�rs
t���r

��
	

u3�
� ��

��� ������
vw FGHxFGHy

z{m|�X}
~ ��

kg�� qA��qk�� E��� A�R�
��k ���

310



（９）ガイドライン

※地帯区分「農林水産省」分抜粋

311



平成３年５月31日付け３構改Ｄ第389号

　最終改正　令和７年４月１日付け６農振第 3021号

殿

農村振興局長

めるにあたっての指針とするため、国営、都道府県営及び団体営土地改良事業におけ

る都道府県及び市町村の標準的な費用負担の水準を別紙のとおり、「土地改良事業に

おける地方公共団体の負担割合の指針」として定めたので、御了知の上、その運用に

特段の御配慮をお願いする。

　なお、貴局管内の都道府県知事には、貴職から通知されたい。

　この度、地方公共団体が事業の態様や地域の実状等に即して事業費の負担割合を定

土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について

各 地 方 農 政 局 長

国 土 交 通 省 北 海 道 開 発 局 長

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長
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「土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針」
R7.4

(国営：その１) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

国営かんがい排水

70 25 5

70 20 8

2/3 23.4 8

2/3 20.9 8

2/3 19 8

2/3 17 6

[2/3] [17] [7]

[[2/3]] [[19.4]] [[10]]

<2/3> <30> <3.4>

<<2/3>> <<30>> <<3.4>>

<<70>> <<30>> <<0>>

<<<50>>> <<<32>>> <<<18>>>

(2/3) (19.4) (9)

((2/3)) ((22)) ((11.4))

〔2/3〕 〔22〕 〔11.4〕

2/3 17 6

50 25 10

(50) (29) (14)

2/3 30 3.4

(70) (30) (0)

2/3 17 6

<2/3> <24.4> <5>

<55> <30> <10>

<55> <28> <11>

<50> <29> <14>

(2/3) (25.2) (5)

((2/3)) ((30)) ((3.4))

70 30 0

2/3 30 3.4

50 35 15

(2/3) (22) (11.4)

総合農地防災事業費 国営総合農地防災(総合農地防災)

　(　)書は緊急対策に適用する。(注27)

農用地再編整備事業
費

国営農用地再編整備

<  >書は農地再編整備の中山間地域型に適用
する。
　(　)書は農地再編整備の次世代農業促進型、
草地整備型、耕畜連携促進型及び国営緊急農地
再編整備に適用する。
　((　))書は流域治水対策に適用する(注29)

(土地改良施設突発事故復旧・防止事業) 　(　)書は基幹施設型に適用する。

　[　]書は農業用水再編対策事業(地域用水機
能増進型)及び流域水質保全機能増進事業に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の基幹的施設
は除く。
　[[　]]書は農業用水再編対策事業（地域用水
機能増進型）及び流域水質保全機能増進事業の
うち更新事業に適用する。ただし、ダム、頭首
工等の基幹的施設は除く。

<　>書は併せ行うため池整備に適用する。
(注23)
　<<　>>書は一体的に行う耐震化対策、一体的
に行う地域防災対策、一体的に行う豪雨災害対
策及び流域治水対策事業に適用する。(注24)
　<<<　>>>書は一体的に行う地域防災対策及び
一体的に行う豪雨災害対策に適用する。(注32)
　(　)書は更新事業に適用する。
　((　))書は緊急対策に適用する。(注26)
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)

｛ただし田以外：特殊土壌等｝ 　「田以外：特殊土壌等」とは平成５年４月１
日付け５構改Ｄ第194号 による改正前の国営か
んがい排水事業実施要綱第６の１の(１)のウの
(イ)及び(２)に規定する特殊土壌地帯における
田以外にかかる部分並びに琵琶湖総合開発特別
措置法(昭和47年法律第64号)に基づく指定に係
る事業を示す。

｛ただしファームポンド、先行
核地域及び農業水利制御システ
ム｝

　「ファームポンド、先行核地域及び農業水利
制御システム」とは国営かんがい排水事業実施
要綱(平成元年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知)第２の３、４、５及
び７により行う事業を示す。
　(　)書は更新事業に適用する。

農 林 水 産 省
一　般　会　計　(歳　出)

農業農村整備事業費 かんがい排水事業費

予 算 区 分
事　　業　　等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(都道府県営：その１) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 27.5 10 　営農環境整備を除く。(注21)

55 27.5 10 　（　）書は流域治水対策に適用する。

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

50 27.5 10 　営農環境整備(注21)を除く。

55 27.5 10 　(　)書は流域治水対策に適用する。(注29)

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

50 27.5 10

55 27.5 10

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

[50] [29] [14]

[55] [29] [14]

草地畜産基盤整備事業 50 25 10

水利施設整備事業

（基幹水利施設整備型） 50 25 10

（農業用水再編対策型） <50> <25> <11>

（地域用水機能増進型） 【50】 【32】 【18】

（流域水質保全機能増進型） 【55】 【32】 【13】

（排水対策特別型） {50} {29} {14}

（基幹水利施設保全型） 〔50〕 〔33〕 〔17〕

（水利施設集約再編型） ((50)) ((32)) ((18))

（低炭素農業水利システム構築型） (50) (31) (13)

（流域治水対策型） (55) (30) (12)

（農地集積促進型） 50 27.5 10

55 27.5 10

（畑作等推進支援水利再編型） 50 27.5 10

55 27.5 10

（簡易整備型） 50 27.5 10

55 27.5 10

{50} {31} {13}

{55} {30} {12}

〔50〕 〔34〕 〔16〕

〔55〕 〔31〕 〔14〕

畑地帯総合整備事業

（畑地帯総合整備型） 50 27.5 10

（畑地帯総合整備中山間地域型） 55 27.5 10

50 27.5 10

55 27.5 10

50 29 11

55 28.5 10.5

（畑作物等転換型） 50 29 11

55 28.5 10.5

50 32 18

55 32 13

（高収益作物導入促進型）

（高収益作物転換型）

土地改良施設突発事故復旧・防止事業

　営農環境整備(注21)を除く。
<  >書は地域用水機能増進型に適用する。ただ

し、ダム、頭首工等の基幹的施設は除く。
 【　】書は流域治水対策型に適用する。
　{　}書は更新事業に適用する。
 〔　〕書は一体的に行う安全対策に適用する。
(注28)ただし、(( ))書は地域用水機能増進型に
適用する。
　併せ行う農村地域防災減災事業は(注25)による
もので、同事業の負担割合を適用する。
　低炭素農業水利システム構築型（注21）は表に
よらず、(　)書は一体的に行う農業用用排水施設
整備事業に適用する。

　営農環境整備(注21)を除く。
　併せ行う農村地域防災減災事業は(注25)による
もので、同事業の負担割合を適用する。

　雑用水施設整備及び利用施設整備(注21)を除
く。

水利施設等保全高度化事業

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業に係るものに
適用する。(注22)

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

農業農村整備事業費 農業競争力強化基盤
整備事業費

農地中間管理機構関連農地整備事業

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(都道府県営：その２) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

55 32 11

(55) (33) (12)

55 39 6 　注７)に該当するものに適用する。

(地震・豪雨対策型) 55 34 11 　注８)に該当するものに適用する。

50 34 16

55 34 11

50 34 16

(一般整備型) 55 28 11 　注９)に該当するものに適用する。

50 33 11

55 33 11

50 29 14

55 29 14

(ため池長寿命化型) 50 29 14

55 29 14

(ため池群整備型) 55 34 11

50 34 16

湛水防除事業 55 37 8

50 42 8

55 42 3

50 37 13

55 37 8

50 32 18

55 32 13

<50> <35> <15>

<55> <35> <10>

地盤沈下対策事業 55 34 11

50 39 11

50 34 16

55 39 6

55 34 11

<50> <35> <15>

<55> <35> <10>

用排水施設整備事業 55 28 11

50 33 11

55 33 11

50 29 14

55 29 14

50 44 6

50 32 18

55 44 1

55 32 13

55 30 10

50 32 18

50 29 14

55 29 14

45 31 16

40 30 11

農地保全整備事業

<  >書は国営総合農地防災事業に附帯する県営
防災事業に適用する。

　注10)に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

　注８)に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

<  >書は国営総合農地防災事業に附帯する県営
防災事業に適用する。

農村地域防災減災事
業費

防災ダム整備事業

ため池整備事業

農業農村整備事業費 中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業 　(　)書は粗放的管理区域に適用する。
　農村振興環境整備等(注21)を除く。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(都道府県営：その３) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

土地改良施設豪雨対策事業 50 32 18 　注11)に該当するものに適用する。

55 32 13

土地改良施設耐震対策事業 55 37 8

50 32 18

55 32 13

農道防災対策工事 55 37 8

50 32 18

55 32 13

55 37 8 　注12)に該当するものに適用する。

50 42 8

55 42 3

50 32 18

55 32 13

50 35 10

55 35 10

55 34 11

50 34 16

50 32 18

55 34 11

<50> <35> <15>

<55> <35> <10>

55 41 4

50 34 16

50 32 18

55 34 11 　注30)に該当するものに適用する。

50 34 16

55 34 11

50 34 16

50 37 13

55 37 8

50 32 18

55 32 13

50 29 14 　注15)に該当するものに適用する。

55 29 14

50 29 14

55 29 14

<2/3> <29> <4.4>

50 29 14

55 29 14

50 32 18

55 32 13

農業水利施設危機管理対策事業

(安全対策)

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 　注16)に該当するものに適用する。ただし、農
村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号）
又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置法（平成16年
法律第27号）に基づいて実施される避難施設整備
に適用する。

ため池洪水調節機能強化事業

湛水被害総合対策事業

公害防除特別土地改良事業 　注14)に該当するものに適用する。農業生産基
盤整備(注17)に係るものは、同事業の負担割合を
適用する。

防災重点農業用ため池緊急整備事業

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るもの、
公害防止計画に基づくもの及び水質保全施設と併
せ行う施設に適用する。(注13)

<  >書は国営総合農地防災事業に附帯する県営
防災事業に適用する。

農業用河川工作物等応急対策事業

農業農村整備事業費 農村地域防災減災事
業費

地域防災機能増進事業

農 林 水 産 省
予 算 区 分

事 業 等

地 帯 区 分

備 考
一 般 会 計 ( 歳 出 )
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R7.4

(都道府県営：その４) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 29 14

農地整備事業 50 27.5 10

55 27.5 10

農業基盤整備促進事業 50 27.5 10

55 27.5 10

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

[50] [29] [14]

[55] [29] [14]

草地畜産基盤整備事業 50 25 10

55 25 10

水利施設等整備事業 50 25 10

<50> <25> <11>

{50} {29} {14}

〔50〕 〔33〕 〔17〕

((50)) ((32)) ((18))

50 27.5 10

55 27.5 10

50 27.5 10

55 27.5 10

防災ダム事業

(防災ダム工事) 55 39 6

(防災ため池工事) 55 34 11 　注８)に該当するものに適用する。

50 39 11

50 34 16

55 39 6

55 34 11

(地震対策ため池防災工事) 55 34 11

50 34 16

ため池等整備事業 　注９)に該当するものに適用する。

(ため池整備工事) 55 28 11

(ため池整備工事(特別対策型)) 50 33 11

(ため池整備工事 50 29 14

(都市型緊急整備事業))

(ため池水質改善工事)

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

(用排水施設整備工事) 55 28 11 　注10)に該当するものに適用する。

(湖岸堤防工事) 50 33 11

50 29 14

50 29 14

湛水防除事業 55 37 8

50 42 8

50 37 13

50 32 18

　注７)に該当するものに適用する。

農業水利施設等保全合理化事業

農地防災

水利施設整備

<  >書は地域用水機能増進型に適用する。ただ
し、ダム、頭首工等の基幹的施設は除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔 〕書は一体的に行う安全対策に適用する。
(注28)ただし、(( ))書は地域用水機能増進型に
適用する。
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環境
管理施設整備(注21)を除く。

　(　)書及び[　]書は防災関連事業に係るものに
適用する。(注22)

　雑用水施設整備及び利用施設整備(注21)を除
く。

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地整備

　(　)書及び[　]書は防災関連事業に係るものに
適用する。(注22)

農業農村整備事業費 土地改良施設管理費 水利施設整備事業基幹水利施設保全型 　基幹水利施設管理事業と一体的に行う場合に適
用する。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(都道府県営：その５) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

農地保全事業 55 30 10

50 32 18

50 29 14

45 31 16

40 30 11

農村地域環境保全整備事業

(農村地域環境保全総合整備事業)

(特定農業用管水路等特別対策事業) 50 35 10

55 34 11

50 39 11

50 34 16

55 39 6

55 34 11

地域ため池総合整備事業 55 28 11

50 29 14

55 29 14

農業用河川工作物等応急対策事業 55 37 8

50 42 8

50 32 18

土地改良施設耐震対策事業

農村災害対策整備事業 50 29 14

55 29 14

<2/3> <29> <4.4>

ため池群整備事業 55 34 11

50 34 16

土地改良施設豪雨対策事業

水質保全対策事業 55 34 11

50 34 16

50 32 18

55 34 11

集落基盤再編型 50 25 10

55 30 10

50 25 10

<50> <25> <11>

[50] [25] [10]

[45] [27.5] [10]

中山間地域総合整備型

農地環境整備型

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用する。
(注17)農村生活環境整備及び保全管理等(注21)を
除く。

<  >書は地域用水機能の増進を伴う農業用用排
水施設整備に係るものに適用する。ただし、ダ
ム、頭首工等の基幹的施設は除く。(注19)

[　]書は基幹水利施設補修に係るものに適用す
る。(注20)

55 30 10

55 30 10

　水質保全対策のうち水質保全施設に係るもの、
公害防止計画に基づくもの及び水質保全施設と併
せ行う施設に適用する。(注13)

農村整備

　注８)に該当するものに適用する。

50 32 18 　注11)に該当するものに適用する。

　注16)に該当するものに適用する。ただし、農
村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法又は日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す
る特別措置法に基づいて実施される避難施設整備
に適用する。

　注９)に該当するものに適用する。

　注12)に該当するものに適用する。

50 32 18 　注11)に該当するものに適用する。

地盤沈下対策事業

　農業生産基盤整備(注17)及び農村保全管理施設
(注18)に係るものは、各事業の負担割合を適用す
る。

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地防災

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(都道府県営：その６) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 27.5 10

55 27.5 10

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

[50] [29] [14]

[55] [29] [14]

(長寿命化対策) 50 27.5 10

55 27.5 10

{50} {31} {13}

{55} {30} {12}

〔50〕 〔34〕 〔16〕

〔55〕 〔31〕 〔14〕

(防災減災対策) 50 34 16 　農村環境水質保全整備を除く。(注21）

55 34 11

50 29 14

55 29 14

50 32 18

55 32 13

50 35 10

55 35 10

50 27.5 10

55 27.5 10

(50) (32) (18)

(55) (32) (13)

[50] [29] [14]

[55] [29] [14]

畑作等促進整備事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業に係るものに
適用する。(注22)

農地集積・集約化等
対策費

農地集積・集約化等
対策整備交付金

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業に係るものに
適用する。(注22)
　(　)書は流域治水対策に適用する。(注29)

農業生産基盤整備推
進費

農業水利施設保全管
理整備交付金

農業水路等長寿命化・防災減災事業

　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用する。
(注28)
　一体的に行う地域用水機能の維持・増進に資す
る生態系保全施設等の整備(注21)を除く。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(市町村営：その１) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 27.5 10 　営農環境整備(注21)を除く。

55 27.5 10  【 】書は流域治水対策に適用する。

【50】 【32】 【18】

【55】 【32】 【13】

50 14 21

55 14 21

草地畜産基盤整備事業 50 14 21 　雑用水施設整備(注21)を除く。

水利施設整備事業 {50} {18} {25}

(基幹水利施設保全型) 【50】 【21】 【29】

(低炭素農業水利システム構築型) 【55】 【21】 【24】

(流域治水対策型) (50) (14) (21)

(55) (14) (21)

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

畑地帯総合整備事業 50 29 11

(高収益作物転換型) 55 28.5 10.5

(畑作物等転換型)

50 21 29

55 21 24

55 17 23

(55) (19) (26)

55 19 26

50 21 29

55 21 24

(一般整備型) 50 18 25

(ため池長寿命化型) 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

土地改良施設豪雨対策事業 50 21 29 　注11)に該当するものに適用する。

55 21 24

土地改良施設耐震対策事業 55 19 26

50 21 29

55 21 24

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

用排水施設整備事業 　注10)に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

　注９)に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

農村地域防災減災事
業費

ため池整備事業

(地震・豪雨対策型) 　注８)に該当するものに適用する。

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業 　(　)書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等(注21)を除く。

土地改良施設突発事故復旧・防止事業

水利施設等保全高度化事業

　営農環境整備(注21)を除く。
 {  }書は更新事業に適用する。
 【 】書は流域治水対策型に適用する。
 〔 〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　低炭素農業水利システム構築型（注21）は
表によらず、(　)書は一体的に行う農業用用
排水施設整備事業に適用する。(簡易整備型)

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

農業農村整備事業費 農業競争力強化基盤
整備事業費

農地中間管理機構関連農地整備事業

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考

320



R7.4

(市町村営：その２) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

農道防災対策工事 55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 42 8 　注12)に該当するものに適用する。

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

45 24 31

40 26 34

55 21 24 　注30)に該当するものに適用する。

50 21 29

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25 　注15)に該当するものに適用する。

55 18 25

農村防災施設整備事業 50 18 25

55 18 25

<2/3> <18> <15.4>

(安全対策) 50 21 29

55 21 24

50 18 25

50 14 21

55 14 21

水利施設整備事業 50 14 21

(基幹水利施設保全型) 〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業 55 19 26

(地震対策ため池防災工事) 50 21 29

55 21 24

農地防災

　注８)に該当するものに適用する。

水利施設整備

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落
環境管理施設整備(注21)を除く。(地域農業水利施設保全型)

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地整備

農業基盤整備促進事業

土地改良施設管理費 水利施設整備事業基幹水利施設保全型 　基幹水利施設管理事業と一体的に行う場合
に適用する。

農業用施設等災害管理対策事業

　注16)に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法又は日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施さ
れる避難施設整備に適用する。

防災重点農業用ため池緊急整備事業

ため池洪水調節機能強化事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全
施設と併せ行う施設に適用する。(注13)

公害防除特別土地改良事業 　注14)に該当するものに適用する。農業生産
基盤整備(注17)に係るものは、同事業の負担
割合を適用する。

農業用河川工作物等応急対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

農業農村整備事業費 農村地域防災減災事
業費

地域防災機能増進事業

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(市町村営：その３) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

ため池等整備事業

(ため池整備工事) 50 18 25

(ため池整備工事(特別対策型)) 55 18 25

(ため池整備工事(都市型緊急整備事業))

(ため池水質改善工事)

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

(用排水施設整備工事) 55 17 22

(湖岸堤防工事) 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

(特定農業用管水路等特別対策事業) 55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

<2/3> <18> <15.4>

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

中山間地域総合整備型 55 14 21

50 14 21

55 14 21

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (21)

[50] [21] [29]

[55] [21] [24]

農地集積・集約化等
対策費

農地集積・集約化等
対策整備交付金

農地耕作条件改善事業 　( )書は農地整備・集約推進費活用型及び推
進費等活用型に適用する。
　[　]書は流域治水対策に適用する。(注29)

　注16)に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法又は日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施さ
れる避難施設整備に適用する。

農業用河川工作物応急対策等事業   注12)に該当するものに適用する。

農村整備

集落基盤再編型 50 14 21 　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。(注17)
　農村生活環境整備及び保全管理等(注21)を
除く。

　注10)に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地防災

　注９)に該当するものに適用する。

農地保全事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11)に該当するものに適用する。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全
施設と併せ行う施設に適用する。(注13)

土地改良施設耐震対策事業   注11)に該当するものに適用する。

農村災害対策整備事業

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(市町村営：その４) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 32 18

55 32 13

50 18 25

55 18 25

畑作等促進整備事業 50 14 21

55 14 21

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (21)

　(　)書は産地形成支援活用型に適用する。

(防災減災対策) 　農村環境水質保全整備を除く。(注21)

農業生産基盤整備推
進費

農業水利施設保全管
理整備交付金

農業水路等長寿命化・防災減災事業

(長寿命化対策)  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)
　一体的に行う地域用水機能の維持・増進に
資する生態系保全施設等の整備(注21)を除
く。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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R7.4

(土地改良区等営：その１) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

草地畜産基盤整備事業 50 14 13

農業基盤整備促進事業 50 14 13

55 14 13

水利施設整備事業 【50】 【21】 【29】

(低炭素農業水利システム構築型) 【55】 【21】 【24】

(流域治水対策型) (50) (14) (13)

(55) (14) (13)

(簡易整備型) 50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

畑地帯総合整備事業 50 29 11

(高収益作物転換型) 55 28.5 10.5

(畑作物等転換型)

50 21 29

55 21 24

(地震・豪雨対策型)

(一般整備型) 50 18 25

(ため池長寿命化型) 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

50 42 8 　注12)に該当するものに適用する。

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全
施設と併せ行う施設に適用する。(注13)

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

農道防災対策工事

土地改良施設豪雨対策事業

土地改良施設耐震対策事業

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

鉱毒対策事業

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10)に該当するものに適用する。

農村地域防災減災事
業費

ため池整備事業

　注９)に該当するものに適用する。

土地改良施設突発事故復旧・防止事業

水利施設等保全高度化事業

　営農環境整備(注21)を除く。
 【 】書は流域治水対策型に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)
　低炭素農業水利システム構築型（注21）は
表によらず、(　)書は一体的に行う農業用用
排水施設整備事業に適用する。

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考

　雑用水施設整備及び利用施設整備(注21)を
除く。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

農業農村整備事業費 農業競争力強化基盤
整備事業費

農業競争力強化農地整備事業
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R7.4

(土地改良区等営：その２) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

55 21 24 　注30)に該当するものに適用する。

50 21 29

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25 　注15)に該当するものに適用する。

55 18 25

50 18 25

55 18 25

<2/3> <18> <15.4>

50 21 29

55 21 24

50 14 13

55 14 13

50 14 13

55 12 12

水利施設整備事業

(基幹水利施設保全型) 50 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業

(地震対策ため池防災工事)

ため池等整備事業 50 18 25

(ため池整備工事) 55 18 25

(ため池整備工事(特別対策型))

(ため池整備工事(都市型緊急整備事業))

(ため池水質改善工事)

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

(用排水施設整備工事) 55 17 22

(湖岸堤防工事) 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

(特定農業用管水路等特別対策事業) 55 18 25

農地保全事業

　注10)に該当するものに適用する。

湛水防除事業

　注９)に該当するものに適用する。

農地防災

水利施設整備

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落
環境管理施設整備(注21)を除く。

(地域農業水利施設保全型)

農業基盤整備促進事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備(注21)を
除く。

(安全対策)

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地整備

農村防災施設整備事業 　注16)に該当するものに適用する。ただ
し、農村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法又は日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施さ
れる避難施設整備に適用する。

ため池洪水調節機能強化事業

農業用施設等災害管理対策事業

農業農村整備事業費 農村地域防災減災事
業費

防災重点農業用ため池緊急整備事業

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考

325



R7.4

(土地改良区等営：その３) (単位：％)

国庫率 都府県 市町村

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

土地改良施設耐震対策事業

50 18 25

55 18 25

<2/3> <18> <15.4>

土地改良施設豪雨対策事業

55 19 26

50 21 29

55 21 24

集落基盤再編型 50 14 13

50 14 13

55 14 13

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (18.5)

[50] [21] [29]

[55] [21] [24]

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 32 18

55 32 13

50 18 25

55 18 25

畑作等促進整備事業 50 14 13

55 14 13

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (18.5)

(防災減災対策) 　農村環境水質保全整備を除く。(注21)

　(　)書は産地形成支援活用型に適用する。

農業生産基盤整備推
進費

農業水利施設保全管
理整備交付金

農業水路等長寿命化・防災減災事業

(長寿命化対策)  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。(注28)
　一体的に行う地域用水機能の維持・増進に
資する生態系保全施設等の整備(注21)を除
く。

農地集積・集約化等
対策費

農地集積・集約化等
対策整備交付金

農地耕作条件改善事業 　( )書は農地整備・集約推進費活用型及び
推進費等活用型に適用する。
　[　]書は流域治水対策に適用する。(注29)

農村整備

  農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。(注17)
　農村生活環境整備及び保全管理等(注21)を
除く。中山間地域総合整備型

農村災害対策整備事業 　注16)に該当するものに適用する。ただ
し、農村生活維持施設整備(注21)を除く。

<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法又は日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施さ
れる避難施設整備に適用する。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全
施設と併せ行う施設に適用する。(注13)

農山漁村地域整備事
業費

農山漁村地域整備交
付金

農地防災

農業用河川工作物応急対策等事業   注12)に該当するものに適用する。

農 林 水 産 省
一 般 会 計 ( 歳 出 )

予 算 区 分
事 業 等

地 帯 区 分

備 考
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備考欄の水質保全施設及び水質保全施設と併せ行う施設の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における水質保全施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙９(水質保全対策事業に係る運用)の第２の別表１の事業
メニューの表の区分の欄１に対応する工種の欄の(１)に対応する内容の欄のア及びウ、同区分に対応する工種の欄の(２)に対応する内容の欄の
アからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の(３)、同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の(１)に対応する内容の欄のアからウまで及
びオ、同区分に対応する工種の欄の(２)並びに同表の区分の欄の４に対応する工種の欄の(１)に掲げるものとする。

農山漁村地域整備交付金における水質保全施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用２(水質保全対策
事業)の第１の１の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の(１)に対応する内容の欄のア及びウ、同区分に対応する工種の欄の
(２)に対応する内容の欄のアからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の(３)、同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の(１)に対応する
内容の欄のアからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の(２)並びに同表の区分の欄の５に対応する工種の欄の(１)に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における水質保全施設と併せ行う施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙９(水質保全対策事業に係る運用)の第２
の別表１の事業メニューの表の区分の欄１に対応する工種の欄の(４)及び同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の(３)から(５)に掲げるもの
とする。

農山漁村地域整備交付金における水質保全施設と併せ行う施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用
２(水質保全対策事業)の第１の１の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の(４)及び同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の
(３)から(５)に掲げるものとする。

注１) 都道府県及び市町村の負担割合(地帯区分の欄の値)は、当該事業の国庫率に係る対象事業費に対する割合を示す。

注４) 農地中間管理機構が事業主体となる場合は、都道府県営事業と同様の負担割合とする。

注５) 国営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改D第532号）第２の11に掲げる国営かんがい排水事業と一体的に行う農道の整備、
国営農地再編整備事業実施要綱（平成７年４月１日付け７構改D第157号）第10の３に掲げる要綱第10の２の要件によらずに行う農業用道路の整
備、農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け21生畜第2045号・21農振第2454号・21林整計第336号・21水港第2724号農林水産省
生産局長・農林水産省農村振興局長・林野庁及び水産庁長官連盟通知）別紙１(農地整備に係る運用)の運用１(農地整備事業)の第２の４に掲げ
る通作条件整備及び別紙４-１(農村整備に係る運用)の運用４(農道整備事業)の第１の２の(１)に掲げる農道整備事業、農村整備事業実施要領
（令和３年４月１日付け２農振第2737号農林水産省農村振興局長通知）第２の２農道・集落道整備事業（集落道を除く。）並びに農業水路等長
寿命化・防災減災事業実施要綱(平成30年３月30日付け29農振第2711号農林水産事務次官依命通知)別表の区分の欄１の対策種類の欄(１)の交付
対象事業の欄イに掲げる農道施設整備及び区分の欄２の対策種類の欄(１)の交付対象事業の欄サに掲げる農道施設整備は、地方公共団体が設定
する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする。

注２) 附帯事業及び併せ行う事業等で、他の事業の国庫補助率を準用している場合は、準用されるそれぞれの事業の都道府県及び市町村の負担割合を
適用する。

注３) 国営土地改良事業のうち国営総合農地防災事業、国営かんがい排水事業(併せ行うため池整備)、国営かんがい排水事業と一体的に行う耐震化対
策、地域防災対策及び豪雨災害対策、国営かんがい排水事業（国営流域治水対策事業）のうち流域治水に資する施設整備、土地改良施設突発事
故復旧・防止事業並びに国営農地再編整備事業及び国営緊急農地再編整備事業のうち流域治水に資する施設整備、都道府県営及び団体営土地改
良事業のうち農村地域防災減災事業、水利施設等保全高度化事業と併せ行う農村地域防災減災事業、農山漁村地域整備交付金における防災関連
事業、沖縄振興公共投資交付金における防災関連事業、農地耕作条件改善事業における防災関連事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業のう
ち防災減災対策、土地改良施設突発事故復旧・防止事業並びに農業競争力強化農地整備事業、農地中間管理機構関連農地整備事業、水利施設等
保全高度化事業及び農地耕作条件改善事業のうち流域治水に資する施設整備については、本表に示す標準的な費用負担の水準にかかわらず、地
方公共団体が設定する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする。

注８) 農村地域防災減災事業実施要領別紙３(ため池整備事業に係る運用)の第２の１(１)及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙
３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅠの１(２)から(４)まで及び運用１別紙６(ため池群整備事業)の第１の２に掲げるもの、沖縄振
興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地防災に係る運用)の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運
用)の運用１別紙１のⅠの１(２)から(４)まで及び運用１別紙６(ため池群整備事業)の第１の２に掲げるもの。

注９) 農村地域防災減災事業実施要領別紙３(ため池整備事業に係る運用)の第２の１の(２)及び(３)に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領
別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅡの１(１)のアからカまで、(２)のア、イ及びエからカまで、(３)のアからオまで、(４)並
びに(７)のア及びイ、運用１別紙２別記１の１の(１)から(３)まで、(５)及び(７)並びに２の(１)から(３)までに掲げるもの、沖縄振興公共投
資交付金交付要綱別紙４(農地防災に係る運用)の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運
用１別紙１のⅡの１(１)のアからカまで、(２)のア、イ及びエからカまで、(３)のアからオまで、(４)並びに(７)のア及びイ、運用１別紙２別
記１の１の(１)から(３)まで、(５)及び(７)並びに２の(１)から(３)までに掲げるもの。

注６) 廃止事業の要綱に基づき採択された地区については、この通達による改正後もなお従前の例による。

注７) 農村地域防災減災事業実施要領(平成25年２月26日付け24農振第2118号農林水産省農村振興局長通知。以下「農村地域防災減災事業実施要領」と
いう。)第３の２(１)に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年４月１日付け21生畜第2045号、21農振第2454号、21林整計第336
号、21水港第2724号農林水産省生産局長、農林水産省農村振興局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「農山漁村地域整備交付金実施要領」
という。)別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅠの１(１)及び(４)に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱(平成24年４
月６日付け23地第484号農林水産事務次官依命通知。以下「沖縄振興公共投資交付金交付要綱」という。)別紙４(農地防災に係る運用)の第２に
おいて準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅠの１(１)及び(４)に掲げるもの。

注１２) 農村地域防災減災事業実施要領別紙７(農業用河川工作物等応急対策事業に係る運用)の第２の１及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金
実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙３の第２の１及び２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地防災に
係る運用)の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙３の第２の１及び２に掲げる
もの。

注１３)

注１０) 農村地域防災減災事業実施要領別紙４(用排水施設等整備事業に係る運用)の第２の３に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－
１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅡの１(５)及び(６)に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地防災に係る運用)の
第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１のⅡの１(５)及び(６)に掲げるもの。

注１１) 農村地域防災減災事業実施要領別紙６(地域防災機能増進事業に係る運用)の第２の１から３に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領別
紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙４の第２の２、運用１別紙７の第１の２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農
地防災に係る運用)の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙４の第２の２、運用
１別紙７の第１の２に掲げるもの。

327



備考欄の農業生産基盤整備の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における農業生産基盤整備とは、農村地域減災防災事業実施要領別紙８(特定農業用管水路等特別対策事業に係る運用)の
第２の１から３まで、別紙13(農村防災施設整備事業に係る運用)の別表１の区分の欄の２に対応する事業種類の欄の(１)から(５)までに掲げる
ものとする。

農山漁村地域整備交付金における農業生産基盤整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙１の
Ⅴの１に掲げるもの、運用１別紙５(農村災害対策整備事業)の第２の運用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の(１)、(２)
及び(５)から(10)までに掲げるもの、別紙４－１(農村整備に係る運用)の運用１(農村集落基盤再編・整備事業)の別表の区分欄の１及び４に掲
げるものとする。

沖縄振興公共投資交付金における農業生産基盤整備とは、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地防災に係る運用)の第２において準用す
る農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)のⅤの１に掲げるもの、運用１別紙５(農村災害対策整備事業)の第２の運
用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の(１)、(２)及び(５)から(10)までに掲げるものとする。

備考欄の農村保全管理施設の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における農村保全管理施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙13(農村防災施設整備事業に係る運用)の別表１の区
分の欄の１に対応する事業種類の欄の(１)から(８)までに掲げるもの。

農山漁村地域整備交付金における農業生産基盤整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙５(農
村災害対策整備事業)の第２の運用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の(３)及び(４)並びに同表の区分の欄の２に対応する
事業種類の欄の(１)から(８)までに掲げるもの。

沖縄振興公共投資交付金における農業生産基盤整備とは、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地防災に係る運用)の第２において準用す
る農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙５(農村災害対策整備事業)の第２の運用１別紙５別表１の区
分の欄の１に対応する事業種類の欄の(３)及び(４)並びに同表の区分の欄の２に対応する事業種類の欄の(１)から(８)までに掲げるもの。

注２１) 農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領(平成30年３月30日付け29農振第2690号農林水産省農村振興局長通知)別紙１(農地整備事業に係る運
用)の第３の別表の区分の欄の３、農業競争力強化農地整備事業実施要領(平成30年３月30日付け29農振第2605号、29生畜第1500号農林水産省農
村振興局長、生産局長通知。以下「農業競争力強化農地整備事業実施要領」という。)別紙１(農地整備事業に係る運用)の第３の別表の区分の欄
の３、別紙３(草地畜産基盤整備事業に係る運用)の第10の１の(１)の表の区分の欄の基本施設整備事業に対応する種目の欄の(１)に対応する工
種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応する種目の欄の(２)に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同表の区分の欄の利用施設整備事業、水利
施設等保全高度化事業実施要領(平成30年３月30日付け29農振第2703号農林水産省農村振興局長通知)別表２の区分の欄の３及び別紙１の第２の
８、中山間地域農業農村総合整備事業実施要領(令和２年３月31日付け元農振第2792号農村振興局長通知)の別表の区分の欄の１に対応する事業
種類の欄の(９)及び同表の区分の欄の２、農村地域防災減災事業実施要領別紙13(農村防災施設整備事業に係る運用)の第２の別表１の区分の欄
の３、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領(平成30年３月30日付け29農振第2712号農林水産省農村振興局長通知)別表１(長寿命化対策)
の(１)のアの(ウ)、別表２（防災減災対策）の（１）のクの（イ）、別表２－１（水質保全対策関連）の４、農村整備事業実施要領（令和３年
４月１日付け２農振第2737号農林水産省農村振興局長通知）第２に掲げる事業（２農道・集落道整備事業のうち農道に関する事業を除く。）、
農山漁村地域整備交付金実施要領別紙１(農地整備に係る運用)の運用１(農地整備事業)の第２の別表１の区分の欄の３、運用４(草地畜産基盤整
備事業)の第10の１の(１)の表の区分の欄の基本施設整備事業に対応する種目の欄の(１)に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応す
る種目の欄の(２)に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同表の区分の欄の利用施設整備事業、別紙２(水利施設整備に係る運用)の運用２(水利
施設等整備事業のうち畑地帯総合整備型)及び運用３(農業水利施設保全合理化事業)の第２の別表の区分の欄の３、運用５(地域用水環境整備事
業)の第１の１(１)のアからキまで、(２)のアからエまで、別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙５(農村災害対策整備事業)の運用１別
紙５別表１の区分の欄の３、別紙４－１(農村整備に係る運用)の運用１(農村集落基盤再編・整備事業)の別表の区分の欄の２及び３、別紙13(効
果促進事業に係る運用)の第４、沖縄振興公共投資交付金交付要綱において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙１(農地整備に係る運
用)の運用１(農地整備事業)の第２の別表１の区分の欄の３、運用４(草地畜産基盤整備事業)の第10の１の(１)の表の区分の欄の基本施設整備事
業に対応する種目の欄の(１)に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応する種目の欄の(２)に対応する工種及び整備内容の欄のエ、
同表の区分の欄の利用施設整備事業、別紙２(水利施設整備に係る運用)の運用２(水利施設等整備事業のうち畑地帯総合整備型)及び運用３(農業
水利施設保全合理化事業)の第２の別表の区分の欄の３、運用５(地域用水環境整備事業)の第１の１(１)のアからキまで、(２)のアからエまで、
別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙５(農村災害対策整備事業)の運用１別紙５別表１の区分の欄の３、別紙４－１(農村整備に係る運
用)の運用１(農村集落基盤再編・整備事業)の別表の区分の欄の２及び３、別紙13(効果促進事業に係る運用)の第４に掲げるものとする。
　なお、これらの事業等に係る地方負担額については、令和６年度地方債同意等基準(令和６年総務省告示第134号)及び令和６年度地方債同意等
基準運用要綱第一の一の１の規定によるものとする。

注２２)

注１６) 農村地域防災減災事業実施要領別紙13(農村防災施設整備事業に係る運用)の別表１の区分欄１及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実
施要領別紙３－１(農地防災に係る運用)の運用１別紙５別表１の区分欄の１及び２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４(農地
防災に係る運用)の運用１別紙５別表１の区分欄の１及び２に掲げるもの。

注１７)

注１４) 農村地域防災減災事業実施要領別紙10(公害防除特別土地改良事業に係る運用)の第２の１から３までに掲げるもの。

注１５) 農村地域防災減災事業実施要領別紙12(農業用施設等災害管理対策事業に係る運用)の第２の１から５までに掲げるもの。

注２０) 農山漁村地域整備交付金における備考欄の基幹水利施設補修とは、Ｈ22整備交付金要領別紙(番号12集落基盤整備事業に係る運用)の第１の５の
事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の(２)に対応する内容の欄のカの(ア)の②及び(カ)に掲げるものとする。

農業競争力強化農地整備事業実施要領別紙５(農業基盤整備促進事業に係る運用)の第４の１に定める別記様式第１号、農山漁村地域整備交付金
実施要領別紙１の運用２(農業基盤整備促進事業)の第４の１に定める別記様式第１号、農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年４月９日付け26
農振第2070号農林水産省農村振興局長通知)第３の２に定める別記様式第２号、畑作等促進整備事業実施要領（令和５年４月３日付け農振第2643
号農林水産省農村振興局長通知）の第６に定める別記様式第１号の農地防災事業の実施の欄に記載された区分による。

注１８)

注１９) 農山漁村地域整備交付金における備考欄の地域用水機能の増進を伴う農業用用排水施設整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領の一部改正
について(平成23年４月１日付け22生畜第2433号、22農振第2216号、22林整計第359号、22水港第2429号農林水産省生産局長、農林水産省農村振
興局長、農林水産省林野庁長官、農林水産省水産庁長官通知)による改正前の農山漁村地域整備交付金実施要領(以下「Ｈ22整備交付金要領」と
いう。)別紙(番号12集落基盤整備事業に係る運用)の第１の５の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の(２)に対応する内容の欄
のウに掲げるものとする。

注２３) 国営かんがい排水事業における併せ行うため池整備とは、国営かんがい排水事業実施要綱(平成元年７月７日付元構改Ｄ第532号農林水産事務次
官依命通知。以下「国営かんがい排水事業実施要綱」という。)第２の６に掲げるもの。

注２４) 国営かんがい排水事業と一体的に行う耐震化対策、地域防災対策及び豪雨災害対策とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の10に掲げるも
の。国営流域治水対策事業とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の１の表に掲げるもの。
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注２９) 流域治水対策とは、以下のうち流域治水に資する施設の整備とする。

農業競争力強化農地整備事業実施要領別紙１の第３の３に掲げるものと一体的に実施される国営農地再編整備事業又は国営緊急農地再編整備事
業
農業競争力強化農地整備事業実施要領別表１の区分の欄の４（４）又は（５）に掲げるものと一体的に実施される農業競争力強化農地整備事業
実施要領別表１の区分の欄１の事業
農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領別紙１(農地整備事業に係る運用)の第３の別表の区分の欄の４の（４）又は（５）に掲げるものと
一体的に実施される農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領別表１の区分の欄１の事業
農地耕作条件改善事業実施要綱のうち水田貯留機能向上に向けた整備等を行う事業

注３１） 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）の施行により過疎地域の指定除外になった市町村（令和４年度に再設
定されたものを除く。）では、令和５年度以降、該当事業の国庫補助率が漸減していくため（土地改良事業関係補助金交付要綱に規定）、これ
に対応した負担割合を適用する。

注３２） 国営かんがい排水事業と一体的に行う地域防災対策及び豪雨災害対策とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の11に掲げるもの。

注３３） 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）交付要綱（インフラ整備事業（農業農村整備事業））（令和７年４月１日付け６農振
第2934号農林水産事務次官依命通知）の別表に掲げる事業は、準用されるそれぞれの事業の都道府県及び市町村の負担割合を適用する。

注３４） 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）交付要綱（インフラ整備事業（農山漁村地域整備交付金））（令和７年４月１日付け
６農振第2948号農林水産事務次官依命通知）の別表に掲げる事業は、準用されるそれぞれの事業の都道府県及び市町村の負担割合を適用する。

注２５) 農業競争力強化基盤整備事業のうち水利施設等保全高度化事業の水利施設整備事業(ただし、簡易整備型を除く。)及び畑地帯総合整備事業と併
せ行う農村地域防災減災事業とは、農村地域防災減災事業実施要領別表１の事業区分の欄の１の事業に掲げるもの。

注２６) 国営かんがい排水事業における緊急対策とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の２(４)に掲げるもののうち、耐震整備、地域防災対策及び
豪雨災害対策を行うもの。

注３０) 農村地域防災減災事業実施要領別紙17(防災重点農業用ため池緊急整備事業に係る運用)のうち、都道府県営事業については第２の１、２、３
(７)・(８)及び６に掲げるもの、市町村営事業については第２の１、２、３(７)及び６に掲げるもの、土地改良区等営事業については第２の１
(２)(ため池の廃止に係るものを除く。)、３(７)及び６に掲げるものとする。

注２７) 国営総合農地防災事業における緊急対策とは、国営総合農地防災事業実施要綱(平成元年７月７日付け元構改Ｄ第486号農林水産事務次官依命通
知)第２の２(11)に掲げるもの。

注２８) 安全対策とは、国営かんがい排水実施要綱２の１、水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成30年３月30日付け29農振第2702号農林水産事務次官
依命通知)第２の1(ただし、農地集積促進型を除く。)、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙２運用１、運用３の１及び運用５、農業水路等長
寿命化・防災減災事業実施要綱第２の１と一体的に行うものとし、農業用用排水施設への転落による被害の防止又は軽減を図るための施設を対
象とする。
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（10）地域指定の概要
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１０．市町村における計画策定状況及び地域指定の概要

令和４年４月１日現在 

※印は農業振興地域の未指定地域を表す。(  )内年度は計画策定中及び予定を表す。県は県計画を表す。(果振計画)は宮城県果樹農業振興計画を表す。 

圏 

域 

市町村名 農業経営基盤の

強化の促進に関

する基本構想 

特定農山村 

地   域 

(H5.9.28 指定) 

集約酪農 

地  域 

酪農・肉用牛 

生産近代化  

計    画 

野菜指定産地 広域営農 

団地整備 

計  画 

農村総合整備計画 

（農村振興基本計画） 

仙 

南 

圏 

域 

白   石 H28.8.15 小  原 蔵  王 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ45.10.13 夏秋きゅうり H17.３.18 Ｓ59 

角   田 H28.8.1 蔵  王 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ45.10.13 夏秋きゅうり H17.３.18 Ｓ50 

蔵   王 H29.3.9 蔵  王 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ45.10.13  夏秋きゅうり H17.３.18 Ｓ63 

七 ヶ 宿 H28.7.26 全 地 域 蔵  王 酪  農 H17.３.18 

大 河 原 H28.8.29 蔵  王 肉 用 牛 Ｓ45.10.13  夏秋きゅうり H17.３.18 

村   田 H28.8.17 富   岡 蔵  王 肉 用 牛 Ｓ45.10.13  夏秋きゅうり H17.３.18 

柴   田 H28.8.3 蔵  王 Ｓ45.10.13  夏秋きゅうり H17.３.18 Ｓ49・Ｈ４ 

川   崎 H28.8.1 全 地 域 蔵  王 H17.３.18 Ｈ20 

丸   森 H28.7.25 耕野・大張 

・筆甫

蔵  王 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ45.10.13  夏秋きゅうり H17.３.18 Ｓ53 

計 ９ （７地域）  

５ 

９ ７ （１指定産地） 

７ 

９ ６ 

仙 

台 

圏 

域 

仙   台 H29.3.24 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ53. 7.11 

秋 保 

泉 

宮 城 

※塩  釜 

名   取 H28.12.7 蔵  王 Ｓ46. 6.30 夏秋トマト 

多 賀 城 H28.7.20 

岩   沼 H28.11.25 蔵  王 Ｓ47.12.21 冬春きゅうり Ｓ49 

亘   理 H28.7.1 Ｓ47.12.21 冬春きゅうり Ｓ51. 8.27 Ｓ58・Ｈ15 

山   元 H29.1.6 Ｓ51. 8.27 Ｓ54･H11･H14 

松   島 H29.3.23 肉 用 牛 Ｓ54. 6.26 Ｓ62 

七 ヶ 浜 H28.12.2 

利   府 H29.10.28 

大   和 H28.7.7 宮床・吉田 肉 用 牛 Ｈ10. 5.20 ほうれんそう Ｓ54. 6.26 

大   郷 H29.3.24 酪  農 

肉 用 牛 

Ｈ10. 5.20  ほうれんそう Ｓ54. 6.26 Ｓ59 

富   谷 H28.10.25 Ｈ10. 5.20 ほうれんそう Ｓ54. 6.26 

大   衡 H28.7.25 Ｈ10. 5.20 ほうれんそう Ｓ54. 6.26 

計 13 (２地域） 

１ 

２ ４ （３指定産地） 

７ 

８ ５ 
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圏 

域 

市町村名 農業経営基盤の

強化の促進に関

する基本構想 

特定農山村 

地   域 

(H5.9.28 指定) 

集約酪農 

地  域 

酪農・肉用牛 

生産近代化 

計    画 

野 菜 指 定 産 地 広域営農 

団地整備 

計  画 

農村総合整備計画 

（農村振興基本計画） 

大 

崎 

圏 

域 

大   崎 H29.3.23 酪  農 

肉 用 牛 

Ｈ 7. 5.30 夏秋なす 

Ｈ 8. 5.30 ほうれんそう 

Ｓ57. 7.2 

古 川 栗  駒 Ｓ56 

松 山 

三本木 

鹿島台 Ｓ52 

岩出山 栗  駒 Ｓ52 

鳴 子 全 地 域 栗  駒 

田 尻 Ｓ55・Ｈ15 

色   麻 H29.2.27 栗  駒 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ63. 8.25 秋冬はくさい 

Ｈ 9. 5.30 秋冬ねぎ 

Ｓ57. 7.23 Ｓ49 

加   美 H29.3.3 栗  駒 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ63. 8.25 秋冬はくさい 

Ｈ 9. 5.30 秋冬ねぎ 

Ｓ57. 7.23 

中新田 Ｓ55 

小野田 全 地 域 Ｓ56・Ｈ13 

宮 崎 全 地 域 Ｓ49 

涌   谷 H29.3.28 酪  農 

肉 用 牛 

Ｈ 8. 5.30 ほうれんそう Ｓ57. 7.23 Ｓ53 

美   里 H29.3.15 肉 用 牛 Ｈ 8. 5.30 ほうれんそう Ｓ57. 7.23 

小牛田 Ｓ57・Ｈ13 

南 郷 Ｓ51・Ｈ 6 

計 ５ （３地域） 

２ 

５ ５ （４指定産地） 

５ 

５ (11地域) 

５ 

栗 

原 

圏 

域 

栗   原 H29.3.28 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ45.10.13 夏秋きゅうり Ｓ57. 7.23 

築 館 姫   松 栗  駒 

若 柳 栗  駒 Ｓ56 

栗 駒 栗駒・文字 

姫松 

栗  駒 Ｓ51 

Ｓ53 

高清水 栗  駒 

一 迫 栗  駒 Ｓ50 

瀬 峰 栗  駒 Ｈ元 

鶯 沢 栗  駒 

金 成 栗  駒 Ｓ57・Ｈ13 

志波姫 栗  駒 Ｓ54 

花 山 全 地 域 栗  駒 

計 １ （４地域） 

１ 

10 １ （１指定産地） 

１ 

１ （６地域） 

１ 

※印は農業振興地域の未指定地域を表す。(  )内年度は計画策定中及び予定を表す。県は県計画を表す。(果振計画)は宮城県果樹農業振興計画を表す。 
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圏 

域 

市町村名 農業経営基盤の
強化の促進に関
する基本構想 

特定農山村 
地   域 
(H5.9.28 指定) 

集約酪農 
地  域 

酪農・肉用牛 
生産近代化 
計    画 

野 菜 指 定 産 地 広域営農 
団地整備 
計  画 

農村総合整備計画 
（農村振興基本計画） 

登 

米 

圏 

域 

登   米 H28.9.20 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ50. 6.19 冬春きゅうり 

Ｓ50. 6.19 夏秋きゅうり 
Ｈ17. 2.18 春キャベツ 
Ｈ17. 2.18 夏秋キャベツ 

Ｓ55.11.11 

Ｈ元. 5.16 

迫 Ｓ51 

登 米 Ｈ元 

東 和 全 地 域 Ｈ２・Ｈ14 

中 田 Ｓ54・Ｈ16 

豊 里 Ｓ58 

米 山 Ｓ49・Ｈ５ 

石 越 Ｓ61・Ｈ16 

南 方 Ｓ49 

津 山 全 地 域 

計 １ （２地域） 

１ 

０ １ （４指定産地） 

１ 

１ （８地域） 

１ 

石 

巻 

圏 

域 

石   巻 H28.11.21 酪  農 

肉 用 牛 

Ｓ46.6.30 冬春きゅうり 

Ｈ 5.5.31 夏秋トマト 

Ｓ60. 3.29 

石 巻 

河 北 

※雄勝 全 地 域 

河 南 Ｓ52 

桃 生 

北 上 全 地 域 

牡 鹿 全 地 域 

東 松 島 H28.9.28 肉 用 牛 Ｓ46. 6.30 冬春きゅうり 
Ｓ56. 1.23 秋冬ねぎ 

Ｈ 5. 5.31 夏秋トマト 

Ｓ60. 3.29 

矢 本 Ｓ49・Ｈ７ 

鳴 瀬 Ｓ60 

※女  川 全 地 域 

計 ２ （４地域） 
２ 

０ ２ （３指定産地） 
２ 

２ （３地域） 
２ 

気 

仙 

沼 

・ 

本 

吉 

圏 

域 

気 仙 沼 H28.11.17 酪  農 

肉 用 牛 

Ｈ元. 5.16 

気仙沼 鹿折・新月 Ｈ３ 

唐 桑 全 地 域 

本 吉 津   谷 Ｈ元. 5.16 Ｓ55 

南 三 陸 H29.1.24 酪  農 
肉 用 牛 

Ｈ元. 5.16 

志津川 全 地 域 

歌 津 

計 ２ （５地域） 

３ 

０ ２ ０ ２ （２地域） 

１ 

合   計 33 （27地域） 
15 

26 22 （16指定産地） 
23 

28 （41地域） 
21 

※印は農業振興地域の未指定地域を表す。(  )内年度は計画策定中及び予定を表す。県は県計画を表す。(果振計画)は宮城県果樹農業振興計画を表す。 
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令和４年４月１日現在 

圏 

域 

市町村名 都 市 計 画 環  境  保  全 振興山村 離  島 

振興対策 

実施区域 

過疎地域 豪雪地帯 

都市計画 

区  域 

市 街 化 

区  域 

用途地域 自然環境 

保全地域 

緑地環境 

保全地域 

国立・国定・県立 

自然公園 

仙 

南 

圏 

域 

白   石 ● ● 蔵王国定 

蔵王高原県立 

S38.11. 1 

角   田 ● ● 斗蔵山 深山 

蔵   王 ● 蔵王国定  

蔵王高原県立 

S38.11. 1 

七 ヶ 宿 蔵王国定  

蔵王高原県立 

全 地 域 H12. 4. 1 S38.11. 1 

大 河 原 ● ● 

村   田 ● ● 樽水・五社山 

谷山 

柴   田 ● ● 高舘・千貫山 

川   崎 ● ● 釜房湖 

谷山 

蔵王国定 

蔵王高原県立 

川崎・富岡 R4. 4. 1 S38.11. 1 

丸   森 ● 阿武隈渓谷県立 丸森・大内 

・筆甫

H12. 4. 1 

計  ８ ０ ６ (４地域) 

３ 

(２地域) 

２ 

(３公園) 

５ 

(６地域) 

３ 

０ （３地域） 

３ 

４ 

仙 

台 

圏 

域 

仙   台 ● ● ● 仙台港海浜 

太白山 

蕃山・斎勝沼 

県民の森 

丸田沢 

権現森 

高舘・千貫山 

蔵王国定 

県立船形連峰 

県立二口峡谷 

秋 保 秋  保 S38.11. 1 

泉 根 白 石 

宮 城 広瀬・大沢 S38.11. 1 

※塩  釜 ● ● ● 加瀬沼 県立松島 S32.12.25 

名   取 ● ● ● 仙台港海浜 

樽水・五社山 

高舘・千貫山 

多 賀 城 ● ● ● 加瀬沼 

岩   沼 ● ● ● 仙台港海浜 高舘・千貫山 

亘   理 ● ● 仙台港海浜 愛宕山 

山   元 ● 仙台港海浜 深山 H29. 4. 1 

松   島 ● ● ● 県立松島 R4. 4. 1 

七 ヶ 浜 ● ● ● 県立松島 

利   府 ● ● ● 加瀬沼 

県民の森 

番ヶ森山周辺 

県立松島 

大   和 ● ● ● 県立船形連峰 吉田・宮床 

大   郷 ● 東成田 番ヶ森山周辺 R4. 4. 1 

富   谷 ● ● ● 県民の森 

大   衡 ● ● ● 昭和万葉の森 

計 14 11 12 (４地域） 

６ 

(10地域) 

11 

(４公園) 

６ 

(６地域) 

２ 

(１地域) 

１ 

（３地域） 

  ３ 

(２地域) 

１ 

(注) ※は農業振興地域の未指定地域を表す。(特)は特別豪雪地帯を表す。 
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(注) ※は農業振興地域の未指定地域を表す。(特)は特別豪雪地帯を表す。 

圏 
域 

市町村名 都 市 計 画 環  境  保  全 振興山村 離  島 
振興対策 
実施区域 

過疎地域 豪雪地帯 

都市計画 
区  域 

市 街 化 
区  域 

用途地域 自然環境 
保全地域 

緑地環境 
保全地域 

国立・国定・県立 
自然公園 

大 

崎 

圏 

域 

大   崎 ● ● 

古 川 S38.11. 1 

松 山 

三本木 

鹿島台 

岩出山 H18. 3.31 S38.11. 1 

鳴 子 一桧山・田代 栗駒国定 川渡・鬼首 H18. 3.31 S38.11. 1

S54. 4. 2

(特)

田 尻 加護坊・崑 

岳山 

R3. 4. 1 

色   麻 県立船形連峰 

加   美 ● H15. 4. 1 

中新田 

小野田 魚取沼 
荒沢 
商人沼 

県立船形連峰 小 野 田 S38.11. 1 

宮 崎 魚取沼 宮   崎 S38.11. 1 

涌   谷 ● 崑岳山 加護坊・ 
崑岳山 

R4. 4. 1 

美   里 ● ● 

小牛田 

南 郷 R3. 4. 1 

計 ４ ０ ２ (５地域) 
３ 

(１地域) 
２ 

(２公園) 
３ 

(４地域) 
２ 

０ (６地域) 
４ 

(５地域) 
２ 

栗 

原 

圏 

域 

栗   原 ● ● H17. 4. 1 

築 館 伊豆沼・内沼 S38.11. 1 

若 柳 伊豆沼・内沼 S38.11. 1 

栗 駒 栗駒国定 文   字 S38.11. 1 

高清水 S38.11. 1 

一 迫 S38.11. 1 

瀬 峰 

鶯 沢 S38.11. 1 

金 成 S38.11. 1 

志波姫 S38.11. 1 

花 山 一桧山・田代 

御嶽山 

栗駒国定 花   山 S38.11. 1 

計 １ ０  １ (３地域) 

１ 

０ (１公園) 

１ 

(２地域) 

１ 

０ (１地域) 

１ 

(９地域) 

１ 
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圏 

域 

市町村名 都 市 計 画 環  境  保  全 振興山村 離  島 

振興対策 
実施区域 

過疎地域 豪雪地帯 

都市計画
区  域 

市 街 化
区  域 

用途地域 自然環境 
保全地域 

緑地環境 
保全地域 

国立・国定・県立 
自然公園 

登 

米 

圏 

域 

登   米 ● ● 

迫 伊豆沼・内沼 

登 米 H17. 4. 1 

東 和 鱒淵観音堂 米  川 H17. 4. 1 

中 田 

豊 里 

米 山 R3.  4. 1 

石 越 R3.  4. 1 

南 方 

津 山 翁倉山 三陸復興国立 横   山 H17. 4. 1 

計 １ ０ １ (３地域) 
１ 

０ (１公園) 
１ 

(２地域) 
１ 

０ (５地域) 
１ 

０ 

石 

巻 

圏 

域 

石   巻 ● ● ● 

石 巻 三陸復興国立 
硯上山万石浦県立 

S32. 8.16 

河 北 ● 三陸復興国立  

硯上山万石浦県立 

H22. 4. 1 

※雄勝 三陸復興国立  

硯上山万石浦県立 

H22. 4. 1 

河 南 県立旭山 

桃 生 R4. 4. 1 

北 上 翁倉山 三陸復興国立 H22. 4. 1 

牡 鹿 三陸復興国立 S30.10.20 H22. 4. 1 

東 松 島 ● ● ● 

矢 本 

鳴 瀬 県立松島 R3.  4. 1 

※女  川 ● ● ● 三陸復興国立 

硯上山万石浦県立 

S32. 8.16 

計 ３ ３ ３ (１地域) 

１ 

０ (４公園) 

３ 

０ (３地域） 

２ 

(４地域) 

１ 

０ 

気 

仙 

沼 

・ 
本 

吉 

圏 

気 仙 沼 H26. 4. 1 

気仙沼 ● ● 県立気仙沼 新   月 

唐 桑 県立気仙沼 

本 吉 三陸復興国立 
県立気仙沼 

津   谷 

南 三 陸 H26. 4. 1 

志津川 ● ● 三陸復興国立 戸倉・入谷 

歌 津 三陸復興国立 

計 (２区域) 
２ 

０ (２地域) 
２ 

０ ０ (２公園) 
２ 

(４地域) 
２ 

（2地域） 
２ 

０ 

合   計 (19区域) 
33 

(３区域) 
14 

(18地域) 
27 

(16地域) 
15 

(11地域) 
14 

(11公園) 
21 

(24地域) 
11 

(４地域) 
３ 

(26地域) 
16 

(20地域) 
８ 

(注) ※は農業振興地域の未指定地域を表す。(特)は特別豪雪地帯を表す。 
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※半島の該当なし

宮城県中山間地域（５法）指定図
（令和７年４月１日時点）

特 定農山村

振 興 山 村

過 疎

離 島

豪雪地帯（線より西側）

※大崎市（旧鳴子町）は特別豪雪地帯に該当

清 高 里
藤

清
水

玉
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（11）農業水利施設のストックマネジメント

対策関連事業概念図
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 農業水利施設ストックマネジメント対策関連事業概念図

　注：本表に於ける採択条件は、
すべて、「かつ」条件である。

国営造成施設 県営造成施設 団体営造成施設

ス

ト

ッ

ク

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

ソ
フ
ト

ハ

｜

ド

新設・
機能向上

Ⅱ
・
Ⅲ

機
能
診
断

Ⅳ

予
防
保
全

Ⅰ

維

持

管

理

国営造成水利施設保全対策
指導事業（国）【国費100%】

水利施設等保全高度化事業
（水利施設整備事業（基幹水利施設保全型））（県）

農山漁村地域整備交付金
（基幹水利施設保全型）（県）

・A=１００ｈａ以上／施設
【50%,29%,14%,7%】県営更新型GL

農山漁村地域整備交付金（土地改良区等）
（地域農業水利施設保全型）

・A=１００ｈａ以上／施設
【50%,14%,21%,15%（市町村営）】

【50%,14%,13,%,23%（土地改良区営）】

国営かんがい排水事業
（施設整備）（国）

国営施設機能保全事業（国）

・A=３，０００ｈａ以上/地区
・１０億円以上/地区

水利施設等保全高度化事業

（水利施設整備事業（基幹水利施設保全

型））

（県）（市町村）

農山漁村地域整備交付金

（基幹水利施設保全型）（県）(土地改良区

等)

◎ 法律補助及び予算補助
・A=１００ｈａ以上/施設
・５千万円以上/地区

【50%,29%,14%,7%】県営更新型GL
【50%,18%,25%,7%(基幹水利施設管理事業と一

体的に実施する改修等)】市町村営更新型GL

農業水路等長寿命化・防災減災事業（非公共）
交付対象事業費１地区当たり ２００万円以上、農業者２者以上、事業工期３ヶ年以内

（土地改良区等） ◎法律補助及び予算補助
・3千万円以下/地区 ・200万円以上/１施設 【50%,14%,21%,15%（過疎等 55%,14%,21%,10%）（市町村営）】

【50%,14%,13%,23%（過疎等 55%,14%,13%,18%）（土地改良区営）】

土地改良施設維持管理適正化事業（土地改良区等）
・２百万円～１千万円程度/施設 【（一般型）３０%,３０%,４０%、（連携管理保全型）４０%,３０%３０%】

・防災・減災等の施設整備 【５０%,２０%,３０%】

基幹水利施設管理事業（一般型）

・Ａ＝１，０００ｈａ以上/施設
・団体営：【30%,1～30%,40～69%】

水利施設管理強化事業（団体営）

・国営、国営付帯県営施設【50%,1～25%,49～25%】

国営かんがい排水事業

県営水利施設整備事業（基幹水利施設整備型）、県営農地防災事業等

土地改良施設機能診断事業（県単）
（土地改良区等）

・Ａ＝１０ｈａ以上/施設
・１７０万円以上/地区

農村整備課水利施設保全班

農業農村整備事業制度の概要

国営施設応急対策事業（国）
・Ａ＝５００ｈａ以上/施設

・２千万円以上/１箇所
【2/3,19.4%,9%,5%】

突発事故が発生した
場合の対応

県営造成施設管理体制整備促進事業（団体営）
県営及びその関連施設

【県50%以内,市町村50%以上】

水利施設等保全高度化事業（県）（土地改良区等）
（実施計画策定事業（機能保全計画策定事業））

・機能保全計画作成 Ａ＝１０ｈａ以上/施設 【R7まで定額】

農業水路等長寿命化・防災減災事業（県）（土地改良区等）【原則団体営】
・機能保全計画作成 【定額、１地区当たりの助成額は10,000千円を上限】

農山漁村地域整備交付金
（地域農業水利施設保全型）（土地改良区等）

◎ 法律補助及び予算補助
・A=１００ｈａ以上/施設

（本事業で機能保全計画を策定した場合）

・A=１０ｈａ以上/地区
（本事業以外で機能保全計画を策定した場合）

・３千万円以上/地区
・２００万円以上/１施設

【50%,14%,21%,15%（市町村営）】
【（過疎等）55%,14%,21%,10%（市町村営）】

【50%,14%,13%,23%（土地改良区営）】
【（過疎等）55%,14%,13%,18%（土地改良区営）】

※ハード対策とセットで実施

突発事故
対応

土地改良施設突発事故復旧・防止事業（補助）【県営：50(55)%,32%,18(13)%】【団体営：

農山漁村地域整備交付金（緊急補修工事・緊急工事）【県営：50%,29%,21%】【団体営：
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（12）県営土地改良事業造成ダムに係る事業の

負担割合について
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（別紙） 

県有土地改良財産のダムに係る事業の負担割合について 

平成２８年 ６月 ９日  

農村振興課地域計画班  

農村整備課水利施設保全班  

１ 県有土地改良財産となっているダム 

県営土地改良事業（以下、県営事業という。）で築造したダム及びため池（流水貯留機能を持つものに限る。）

等の基幹的な土地改良財産は、「土地改良財産の管理及び処分に関する規則（昭和４７年８月１日宮城県規則

第５４号）」第１７条に基づき土地改良区等への譲与が認められないことから、県有土地改良財産として県が

所有者となる。 

 現在、県営土地改良事業で築造され県が所有者となっているダムは、栗駒ダム（栗原市栗駒）、菅生ダム（大

崎市岩出山）、宿の沢ダム（栗原市高清水）、川原子ダム（白石市）、村田ダム（村田町）の５施設となって

おり、栗駒ダムは県が自ら管理も行っているが、外の４ダムは受託者との協議が整い管理委託されている。 

２ 県有土地改良財産のダムに係る農業農村整備事業の負担割合の取扱 

(１) 負担割合の取り決め

現在、施設等を新しく造る「建設の時代」から建設された施設等を賢く使っていくという「管理の時代」

へ変遷しつつあり、ダムについても、かんがい排水事業のように新設・変更する事業のみならず、ストマネ

事業のように施設の長寿命化を図るための事業等が創設されてきている。 

平成１９年度に「農業農村整備事業に関する負担割合の見直し」が行われ、適用してきた従前の負担割合

も原則として国のガイドラインに従った負担割合とされ、それまでに取組実績があった事業及び管理計画で

取組が見込まれていた事業等について、それぞれ負担割合を検討・見直して現行の負担割合とした。 

その際、県営事業により県有土地改良財産となるダムの新設・変更に係るかんがい排水事業は、国のガイ

ドラインに従った負担割合としたが、既に県有土地改良財産となっているダムの長寿命化対策事業及び防災

事業については、補助残分を県が負担することとした。 

(２) 機能保全対策による施設の長寿命化と防災・減災を目的とする事業の場合

負担割合決定後、栗駒ダムについては新規事業を実施してきており、事業に要する費用（補助事業を活用

する場合は補助残分）は全て県負担としている。 

栗駒ダム以外の４ダムについてはこれまで事業実績がないものの、事業管理計画に位置づけられていると

おり施設の長寿命化のために基幹水利施設保全型事業が予定されている。 

また、今後は地域の実情に応じた防災・減災に資する事業の実施も想定される。 

県有土地改良財産であるダムについては、機能保全対策による施設の長寿命化や防災・減災を目的とする

事業の実施に当たり、県管理か管理委託かの管理区分により負担割合の適用が変わるものではない。 

ついては、調査計画事業を含めて新規事業に取り組む際には適切に事業を実施するよう留意願いたい。 

※ ダムの新設・変更については、県営土地改良事業条例附則２により分担金は実質発生しない。

※ 県有土地改良財産（ダム）の県単調査計画事業は、維持補修枠（県予算：公維）で確保する。

県有土地改良財産（ダム）に係る農業農村整備事業の負担割合の代表例について

国 県 市町村 農家 適用 国 県 市町村 農家 備考

50 25 10 15 現行の負担割合

50 40 10 (0) 条例による結果

基幹水利施設
保全型

旧基幹ストマネ 50 25 10 (15.0) 県有土地改良施設
（ダムに限る。）

50 50 － － 現行の負担割合

農地防災事業
ため池等
整備事業

大規模 55 28 11 (6.0) 県有土地改良施設
（ダムに限る。）

55 45 － － 現行の負担割合

県単調査計画事業
実施計画
策定事業

機能保全対策又
は防災・減災

県有土地改良施設
（ダムに限る。）

100 － － 今後の負担割合

水利施設整備事業

負　　担　　割　　合
宮城県事業名・区分

基幹水利施設
整備型

旧かん排 (15.0)50 25 10 ダムの新設・変更

ガイドライン
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（別紙） 

県有土地改良財産以外の県営土地改良事業造成ダムに係る事業の負担割合について 

平成２９年 １１月２２日 

農村振興課 農村整備課 

１ 県有土地改良財産となっているダムの負担割合の経緯 

 現在、県営土地改良事業で築造され県が所有者となっているダムは、栗駒ダム（栗原市栗駒）、菅生ダム

（大崎市岩出山）、宿の沢ダム（栗原市高清水）、川原子ダム（白石市）、村田ダム（村田町）の５施設と

なっており、これら施設の事業実施時負担割合については、平成２８年６月９日付け事務連絡により、補助

残分を県が負担することとしている。 

２ 県有土地改良財産以外の県営土地改良事業造成ダムの経緯 

  県営土地改良事業で築造したダム及びため池（流水貯留機能を持つものに限る。）等の基幹的な土地改良

財産は、「土地改良財産の管理及び処分に関する規則（昭和４７年８月１日宮城県規則第５４号）」（以下、

規則という。）第１７条に基づき土地改良区等への譲与が認められていない。 

しかし、規則が施行される以前に築造されたダムについては、土地改良区等へ財産譲与されており、昭和

１１年に築造された嘉太神ダム、昭和１２年に築造された孫沢ため池、昭和２４年に築造された愛子ため池

は、いずれも県営土地改良事業で築造されたものであるが、現在、施設の所有者は各々、大和町外３市３町

村組合、鳴瀬川土地改良区、仙台市となっている。 

孫沢ため池及び愛子ため池は、ため池として築造されたが、河川法の改正（昭和３９年の河川法改正・昭

和５１年の河川管理施設等管理令制定によってダムの基準が統一化）によりダム扱いとなっている。 

３ 県有土地改良財産以外の県営土地改良事業造成ダムの取扱い 

  嘉太神ダム、孫沢ダム、愛子ダムは、いずれも県営土地改良事業で築造されたものであり、他の県有土地

改良財産であるダムと性質を異にするものではなく、さらに嘉太神ダムは当初からダムとして築造されたも

のであることから、今後は県有土地改良財産となっているダムと同様に取り扱うものとする。 

また、孫沢ダム及び愛子ダムについては、今後、事業の実施が必要になった際に施設所有者から県有土地

改良施設であるダムと同様な取扱を行うべき等の要請があった場合は、県の財政状況等を勘案の上検討し、

嘉太神ダムと同様に取り扱うことができるものとする。 

４ 事業の適用 

上記３ダムを県営事業として実施する場合は、施設の長寿命化及び防災減災を目的にした事業としている

ため、維持管理及び部分的な補修や塗装など維持管理の範疇と判断される内容のみの場合は対象外とし、ダ

ムとしての基幹的施設（堤体、取水施設、洪水吐け等）の更新や大規模補修及びそれに付帯する工種を行う

ものを対象とする。 

ただし、調査計画事業については、既に所有権が移転していることから施設所有者からの委託をもって受

託調査として実施し、応分の負担を求めるものとする。 

また、災害復旧事業として実施する場合は、「県営災害復旧事業採択内規」及び「県営災害調査設計業務

取扱い」により判断し実施するものとする。 

なお、実施する事業種の決定については、採択要件を満たすことは勿論の上、市町村や県の負担金額にも

配慮しながら選定するものとする。 
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巻末資料：事業目的別索引

◇安定した農業用水と効率的な排水を整備したい

掲載頁

国営かんがい排水事業 12

国営施設応急対策事業 15

国営土地改良事業に係る調査計画制度 17

基幹水利施設整備型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

18

排水対策特別型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

19

基幹水利施設保全型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

20

地域農業水利施設保全型（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業） 22

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55
ため池整備事業 67
用排水施設等整備事業 70

◇農作業が効率的に行えるように整備したい

掲載頁

農地整備事業（経営体育成型） 28

農地中間管理機構関連農地整備事業 36
農地耕作条件改善事業 136

◇農業水利施設の維持管理補修を行いたい

掲載頁

基幹水利施設整備型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業)

18

地域農業水利施設保全型（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業） 22

土地改良施設維持管理適正化事業 107
農業水路等長寿命化・防災減災事業 139

◇農業用施設の機能診断やデータ収集をして適正な管理を行いたい

掲載頁

基幹水利施設管理事業 103

県営造成施設管理体制整備促進事業 109

土地改良区機能強化支援事業 107
土地改良施設機能診断事業 122
農業水路等長寿命化・防災減災事業 139

◇事業後の負担金を軽減してほしい

掲載頁

農家負担金軽減支援対策事業 41

国営土地改良事業負担金償還助成事業 44

○農業経営の規模の拡大、作付けの団地化などを行いたい

掲載頁

経営体育成促進事業 39

◆農道整備をしたい

掲載頁

農地整備事業（通作条件整備） 48

◆集落の用排水整備や集落道路、コミュニティー施設など一体的に整備したい

掲載頁

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55

◆農村の下水道を整備したい

掲載頁

農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 60
農業集落排水整備推進交付金事業 62

水利施設保全班

水利施設保全班

担当班

広域水利調整班

指導班

水利施設保全班

水利施設保全班

中山間振興班

担当班

水利施設保全班

水利施設保全班

中山間振興班

中山間振興班

事　業　名

事　業　名 担当班

中山間振興班

担当班

水利施設保全班

担当班

中山間振興班

ため池対策班

防災対策班

事　業　名 担当班

ほ場整備班

事　業　名 担当班

広域水利調整班

水利施設保全班

水利施設保全班

担当班

水利施設保全班

事　業　名

事　業　名 担当班

事　業　名

事　業　名

水利施設保全班

指導班

事　業　名

水利施設保全班　ため池対策班

広域水利調整班

ほ場整備班

中山間振興班

広域水利調整班

ほ場整備班



◆中山間地域の農業基盤・生活基盤を整備したり、地域を活性化させたい

掲載頁

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55
みやぎの地域資源保全活用支援事業（中山間地域等農村活性化基金） 132
中山間地域等直接支払交付金事業 133

◆都市と農山漁村との交流や農林漁業体験活動に取り組みたい。

掲載頁

みやぎ都市農村交流アドバイザー派遣事業 123

◆地域活動を行いたいので支援してほしい。

掲載頁

みやぎの地域資源保全活用支援事業（中山間地域等農村活性化基金） 132
中山間地域等直接支払交付金事業 133
多面的機能支払交付金事業 134

◆事業に取り組みたいので計画をつくりたい

掲載頁

農業農村整備事業実施計画策定事業 53
農村環境計画策定事業 63

■農村の豊かな環境・景観を保全したい

掲載頁

農村環境計画策定事業 63
豊かなふる里保全整備事業（市町村振興総合補助金メニュー事業） 128

■農地、農業用施設の災害を未然に防止したい

掲載頁

ため池整備事業 67
農地保全整備事業 73
農業用河川工作物等応急対策事業 77
地すべり対策事業 83
農村防災施設整備事業 92
海岸保全施設整備事業 93
障害防止対策事業 95
農村地域防災減災事業（調査計画事業・実施計画策定） 100
土地改良施設突発事故復旧事業 104

■災害を受けたので直したい

掲載頁

防災ダム整備事業 66
農地・農業用施設災害復旧事業 97
直轄災害復旧事業 99

■防衛施設周辺の農業用施設を整備したい

掲載頁

障害防止対策事業 95

交流推進班

担当班

交流推進班

中山間振興班

事　業　名

事　業　名

事　業　名

担当班

担当班

事　業　名

防災対策班

水利施設保全班

担当班

交流推進班

広域水利調整班

事　業　名

水利施設保全班

事　業　名

防災対策班

事　業　名 担当班

水利施設保全班

事　業　名

担当班

防災対策班

防災対策班

中山間振興班

中山間振興班

交流推進班

地域計画班

担当班

中山間振興班

担当班

防災対策班

防災対策班

ため池対策班

地域計画班

地域計画班

防災対策班

地域計画班



※ その他の事業やお問い合わせ先が不明の場合は、農村振興課企画調整班（℡ 022-211-2863、

e-mail:nosonshinp@pref.miyagi.lg.jp ）までお問い合わせください。

＊ ＊ ＊ お問い合わせ ・ 相談窓口 ＊ ＊ ＊

令和７年１０月発行

宮城県農政部農村振興課
TEL ０２２－２１１－２８６３

FAX ０２２―２１１－２８９０

農山漁村調整班 ℡ 022-211-2657 e-mail: nariwai-no@pref.miyagi.lg.jp

交流推進班 ℡ 022-211-2866 e-mail: nariwai-ko@pref.miyagi.lg.jp

中山間振興班 ℡ 022-211-2874 e-mail: nariwai-ch@pref.miyagi.lg.jp

６次産業化支援班 ℡ 022-211-2242 e-mail: nariwai-6@pref.miyagi.lg.jp

指導班 ℡ 022-211-2861 e-mail: nosonshins@pref.miyagi.lg.jp

企画調整班 ℡ 022-211-2863 e-mail: nosonshinp@pref.miyagi.lg.jp

地域計画班 ℡ 022-211-2862 e-mail: nosonshinc@pref.miyagi.lg.jp

技術管理班 ℡ 022-211-2865 e-mail: nosonshing@pref.miyagi.lg.jp

広域水利調整班 ℡ 022-211-2864 e-mail: nosonshink@pref.miyagi.lg.jp

事業経理班 ℡ 022-211-2871 e-mail: nosonseij@pref.miyagi.lg.jp

換地・用地班 ℡ 022-211-2872 e-mail: nosonseik@pref.miyagi.lg.jp

ほ場整備班 ℡ 022-211-2873 e-mail: nosonseih@pref.miyagi.lg.jp

水利施設保全班 ℡ 022-211-2876 e-mail: nosonseis@pref.miyagi.lg.jp

宮城県農政部　農村防災対策室 防災対策班 ℡ 022-211-2875 e-mail: nouboub@pref.miyagi.lg.jp

　（宮城県庁11階） ため池対策班 ℡ 022-211-2703 e-mail: noubout@pref.miyagi.lg.jp

大河原地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0224-53-3111 e-mail: oknnbkt@pref.miyagi.lg.jp

仙台地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 022-275-9111 e-mail: sdsskt@pref.miyagi.lg.jp

北部地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0229-91-0701 e-mail: nh-nnbkt@pref.miyagi.lg.jp

北部地方振興事務所栗原地域事務所 農業農村整備部 ℡ 0228-22-2111 e-mail: nh-khnr-ma@pref.miyagi.lg.jp

東部地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0225-95-1411 e-mail: et-ss-kt@pref.miyagi.lg.jp

東部地方振興事務所登米地域事務所 農業農村整備部 ℡ 0220-22-6111 e-mail: et-tmnnbkt@pref.miyagi.lg.jp

気仙沼地方振興事務所 農業農村整備部 ℡ 0226-25-8075 e-mail: ksky@pref.miyagi.lg.jp

宮城県農政部　農山漁村なりわい課
　（宮城県庁10階）

宮城県農政部　農村振興課
　（宮城県庁11階）

宮城県農政部　農村整備課
　（宮城県庁11階）
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